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添付書類七 変更後における再処理施設の放射線の管理に関する説明書を以下のとおり補正する。 

ページ 行 補  正  前 補  正  後 

－ － 添付書類七を右記のとおり変更する。 別紙－１のとおり変更する。 

 
 



別紙－１ 



別添－７

1. 放射線防護に関する基本方針

 1.1 基本的考え方

 1.2 具体的方法

添　付　書　類　七

変更後における再処理施設の放射線の管理に関する説明書

平成４年12月24日付け４安（核規）第844号をもって事業指定を受け，その
後，平成23年２月14日付け平成22･02･19原第11号をもって変更の許可を受けた
再処理事業変更許可申請書の添付書類七の記述のうち，下記内容を変更する。

記
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2. 再処理施設の放射線管理

 2.1 管理区域及び周辺監視区域の設定

   2.1.1 管理区域

   2.1.2 周辺監視区域

第2.1－1図 管理区域及び周辺監視区域図

 2.2 管理区域の管理

  2.2.1 管理区域の区分

  2.2.2 遮蔽

  2.2.3 換気

  2.2.4 線量当量率等の測定

  2.2.5 人の出入管理

  2.2.6 物品の搬出入管理

  2.2.7 作業管理

第2.2－1表 管理区域の区分基準

第2.2－2表 管理区域の遮蔽設計基準

第2.2－1図 出入管理室を設置する建屋の配置図

 2.3 周辺監視区域の管理

 2.4 個人被ばく管理

 2.5 放射性廃棄物の放出管理

  2.5.1 気体廃棄物

  2.5.2 液体廃棄物

表

図

図
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3. 周辺監視区域境界付近及び周辺地域の放射線監視

 3.1 空間放射線量等の監視

 3.2 環境試料の放射能監視

 3.3 異常時における測定
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4. 放射性廃棄物処理

 4.1 放射性廃棄物の廃棄に関する基本的考え方

 4.2 気体廃棄物処理

  4.2.1 気体廃棄物の発生源

  4.2.2 気体廃棄物の推定放出量

  4.2.3 放出管理

第4.2－1表 分類して個別に評価した核種（大気）

第4.2－2表 各工程におけるその他核種の移行率

第4.2－3表 その他核種の廃ガスへの移行率

第4.2－4表 主排気筒からの大気への放射性物質の推定年間放出量

第4.2－5表 北換気筒からの大気への放射性物質の推定年間放出量

第4.2－6表 低レベル廃棄物処理建屋換気筒からの大気への放射性物
質の推定年間放出量

第4.2－7表 再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入
れ及び貯蔵に係る施設を使用する場合の大気への放射性
物質の推定年間放出量

第4.2－1図 気体廃棄物処理系統図

第4.2－2図 よう素－129の推定年間放出量

第4.2－3図 よう素－131 及びその他よう素の推定年間放出量

第4.2－4図 その他希ガスの推定年間放出量

第4.2－5図 トリチウムの推定年間放出量

第4.2－6図(1) その他核種の推定年間放出量（大気中）

第4.2－6図(2) その他核種の推定年間放出量（大気中）

 4.3 液体廃棄物処理

  4.3.1 液体廃棄物の発生源

  4.3.2 液体廃棄物の推定放出量

  4.3.3 放出管理

第4.3－1表 分類して個別に評価した核種（海洋）

表

図

表
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第4.3－2表 海洋への放射性物質の推定年間放出量

第4.3－3表 再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入
れ及び貯蔵に係る施設を使用する場合の海洋への放射性
物質の推定年間放出量

第4.3－1図 液体廃棄物処理系統図

第4.3－2図 その他核種の推定年間放出量（海洋)

 4.4 固体廃棄物処理

  4.4.1 固体廃棄物の種類と発生量

  4.4.2 保管廃棄

第4.4－1表 固体廃棄物の推定年間発生量

第4.4－1図 固体廃棄物処理系統図

 4.5 参考文献一覧

図

表

図
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5. 平常時における公衆の線量評価

 5.1 放射性物質の放出に係る線量評価

  5.1.1 線量評価の前提

   5.1.1.1 評価の基本的な考え方

   5.1.1.2 評価に用いる放射性物質の放出量

   5.1.1.3 評価に用いる計算式及びパラメータ

  5.1.2 気体廃棄物による線量の評価

   5.1.2.1 気体廃棄物中の放射性物質による空気中放射性物質濃
度，年間平均地上空気中濃度及び年間平均地表沈着率の
計算

    5.1.2.1.1 計算方法の概要

    5.1.2.1.2 計算のための前提条件

    5.1.2.1.3 空気中放射性物質濃度の計算式

    5.1.2.1.4 年間平均地上空気中濃度の計算式

    5.1.2.1.5 年間平均地表沈着率の計算式

   5.1.2.2 気体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評価

    5.1.2.2.1 実効線量の評価に用いる放射性物質の放出量

    5.1.2.2.2 気体廃棄物中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく

    5.1.2.2.3 気体廃棄物中の放射性物質の地表沈着による外部被ばく

    5.1.2.2.4 気体廃棄物中の放射性物質の呼吸摂取による内部被ばく

    5.1.2.2.5 農・畜産物摂取による内部被ばく

    5.1.2.2.6 実効線量の評価結果

   5.1.2.3 気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量の評価

    5.1.2.3.1 皮膚の等価線量の評価に用いる放射性物質の放出量

    5.1.2.3.2 気体廃棄物中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく

    5.1.2.3.3 気体廃棄物中の放射性物質の地表沈着による外部被ばく

    5.1.2.3.4 皮膚の等価線量の評価結果

  5.1.3 液体廃棄物による線量の評価

   5.1.3.1 液体廃棄物中の放射性物質による海水中放射性物質濃度
の計算

    5.1.3.1.1 計算方法の概要

    5.1.3.1.2 計算のための前提条件
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    5.1.3.1.3 海水中放射性物質濃度の計算式

    5.1.3.1.4 年間平均相対濃度の評価

   5.1.3.2 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評価

    5.1.3.2.1 実効線量の評価に用いる放射性物質の放出量

    5.1.3.2.2 液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく

    5.1.3.2.3 海産物摂取による内部被ばく

    5.1.3.2.4 実効線量の評価結果

   5.1.3.3 液体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量の評価

    5.1.3.3.1 皮膚の等価線量の評価に用いる放射性物質の放出量

    5.1.3.3.2 液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく

    5.1.3.3.3 皮膚の等価線量の評価結果

  5.1.4 線量の評価結果

   5.1.4.1 実効線量

    5.1.4.1.1 実効線量の評価結果のまとめ

    5.1.4.1.2 年齢グループ別の実効線量

   5.1.4.2 皮膚及び眼の水晶体の等価線量

第5.1－1表 主排気筒に係る放出源の有効高さ

第5.1－2表 主排気筒放出に係る方位別大気安定度別風速逆数の総和

第5.1－3表 主排気筒放出に係る方位別大気安定度別無降水期間割合

第5.1－4表 主排気筒放出に係る方位別大気安定度別降水強度

第5.1－5表 実効線量の評価に用いる主排気筒からの放射性物質の放
出量

第5.1－6表 実効線量の評価に用いる主排気筒からのその他希ガスの
放出量

第5.1－7表 実効線量の評価に用いる主排気筒からのその他よう素の
放出量

第5.1－8表(1) 希ガスのガンマ線実効エネルギ

第5.1－8表(2) 希ガス以外の核種のガンマ線実効エネルギ

第5.1－9表 核種の物理的崩壊定数

第5.1－10表 地表沈着放射性物質からの実効線量換算係数

第5.1－11表 呼吸摂取による実効線量係数

表
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第5.1－12表 作物の葉面付着割合

第5.1－13表 作物の葉面から可食部への移行割合

第5.1－14表 作物の栽培密度

第5.1－15表 土壌から作物への移行係数

第5.1－16表 作物に対する実効地表面密度

第5.1－17表 作物への沈着を考慮する期間

第5.1－18表 農・畜産物中の水素及び炭素の重量割合

第5.1－19表 経口摂取による実効線量係数

第5.1－20表 食品の摂取量

第5.1－21表 畜産物への放射性物質の移行係数

第5.1－22表 家畜の飼料作物摂取量

第5.1－23表 気体廃棄物中の放射性物質による３経路合計の実効線量
の方位別最大値

第5.1－24表 気体廃棄物中の放射性物質による実効線量

第5.1－25表 皮膚の等価線量の評価に用いる主排気筒からの放射性物
質の放出量

第5.1－26表 皮膚の等価線量の評価に用いる主排気筒からのその他希
ガスの放出量

第5.1－27表 皮膚の等価線量の評価に用いる主排気筒からのその他よ
う素の放出量

第5.1－28表(1) 放射性雲中の希ガスからのベータ線外部被ばくによる皮
膚の等価線量換算係数

第5.1－28表(2) 放射性雲中の希ガス以外の核種からのベータ線外部被ば
くによる皮膚の等価線量換算係数

第5.1－29表 地表沈着放射性物質からの皮膚の等価線量換算係数

第5.1－30表 気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量

第5.1－31表 仮想放出口条件

第5.1－32表 解析に用いる流動パターン出現頻度

第5.1－33表 実効線量の評価に用いる海洋放出口からの放射性物質の
放出量

第5.1－34表 海水中放射性物質濃度の評価地点及び年間平均相対濃度

第5.1－35表 海水面からのガンマ線による実効線量換算係数

第5.1－36表 漁網からのガンマ線による実効線量換算係数

第5.1－37表 船体からのガンマ線による実効線量換算係数
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第5.1－38表 海中作業におけるガンマ線による実効線量換算係数

第5.1－39表 液体廃棄物中に含まれる放射性物質による線量に係る被
ばく時間

第5.1－40表 各海産物に対する海水中放射性物質濃度の評価地点及び
年間平均相対濃度

第5.1－41表 経口摂取による実効線量係数

第5.1－42表 海産物の濃縮係数

第5.1－43表 海産物の摂取量

第5.1－44表 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量

第5.1－45表 皮膚の等価線量の評価に用いる海洋放出口からの放射性
物質の放出量

第5.1－46表 海水面からの皮膚の等価線量換算係数

第5.1－47表 漁網からの皮膚の等価線量換算係数

第5.1－48表 船体からの皮膚の等価線量換算係数

第5.1－49表 海中作業における皮膚の等価線量換算係数

第5.1－50表 液体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量

第5.1－51表 実効線量

第5.1－52表 皮膚の等価線量
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第5.1－1図 気体廃棄物の放出に係る線量評価地点

第5.1－2図 液体廃棄物の放出に係る線量評価地点

 5.2 施設からの放射線による線量評価

  5.2.1 計算方法の概要

  5.2.2 計算のための前提条件

   5.2.2.1 線 源

   5.2.2.2 計算地点

  5.2.3 線量の計算方法

  5.2.4 計算結果

第5.2－1表 評価に用いるガンマ線エネルギスペクトル

第5.2－1図 施設からの放射線に係る線量評価地点

 5.3 線量評価結果

  5.3.1 実効線量

  5.3.2 皮膚及び眼の水晶体の等価線量

 5.4 参考文献一覧

表

図

図
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1. 放射線防護に関する基本方針 

1.1 基本的考え方 

放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては，「核原料

物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制

法」という。）及び「労働安全衛生法」を遵守し，再処理施設に起因する

放射線被ばくから公衆，放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入

る者（以下「放射線業務従事者等」という。）を防護するため十分な放射

線防護対策を講ずる。 

さらに，敷地周辺の公衆の線量及び放射線業務従事者等の立入場所に

おける線量が合理的に達成できる限り低くなるようにする。 

放射線による被ばくの管理及び放射性廃棄物管理の運用については，

「原子炉等規制法」第50条第1項の規定に基づく再処理事業所再処理施設

保安規定に定める。 
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1.2 具体的方法 

 (１) 再処理施設に係る公衆の線量について合理的に達成できる限り低減し，

また，放射線業務従事者等について立入場所の線量を合理的に達成で

きる限り低減する方針で，遮蔽設備，放射線管理施設及び放射性廃棄

物の廃棄施設を設計し，運用する。 

 (２) 放射線業務従事者等に対しては，管理区域を設定して，外部放射線に

係る線量，空気中の放射性物質の濃度及び床，壁その他人の触れるお

それのある物の表面の放射性物質の密度を監視してその結果を管理区

域の諸管理に反映し，線量の低減に努める。 

 (３) 放射線業務従事者に対しては，被ばく歴を把握するとともに，常に線

  量当量を測定し，線量の評価を行い，線量の低減に努める。 

   さらに，各個人については定期的に健康診断を行って常に身体的状態

  を把握する。 

 (４) 管理区域の外側には，周辺監視区域を設定して，この区域では人の居

住を禁止し，境界に柵又は標識を設ける等の方法によって業務上立ち

入る者以外の者の立入りを制限する。 

 (５) 気体及び液体廃棄物の放出については，立地条件及び施設設計の実現

可能性を考慮し，敷地周辺の公衆の線量が，合理的に達成できる限り

低くなるよう，放出放射性物質量の低減を行う。 

 (６) 平常時における再処理施設からの直接線とスカイシャイン線に起因す

る周辺監視区域外での線量については，合理的に達成できる限り低く

なるよう遮蔽材の使用及び施設配置による設計上の配慮を行う。 
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2. 再処理施設の放射線管理 

2.1 管理区域及び周辺監視区域の設定 

2.1.1 管理区域 

 再処理施設の場所であって，その場所における外部放射線に係る線量，

空気中の放射性物質の濃度，又は放射性物質によって汚染された物の表面

の放射性物質の密度が，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関す

る規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年８月31日原子

力規制委員会告示第８号）」（以下「線量告示」という。）（第一条）に

定められた値を超えるか，又は超えるおそれのある区域は，すべて管理区

域とする。 

 管理区域の設定に当たっては，室，建物その他の施設の配置及び管理上

の便宜をも考慮して，第2.1－１図に示す建物及び構築物に管理区域を設

ける。 

 使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃

料受入れ・貯蔵管理建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，第

１ガラス固化体貯蔵建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建

屋，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンドピ

ース貯蔵建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建

屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋及び分析建屋内の管理区域については，

添付書類六「1.3 放射線の遮蔽に関する設計」に示す遮蔽設計区分概略

図の区分Ｉ１を除いた範囲とする。 

 また，上記管理区域外において一時的に上記管理区域に係る値を超える

か，又は超えるおそれのある区域が生じた場合は，一時管理区域とする。 
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2.1.2 周辺監視区域 

 管理区域の周辺の区域であって，外部放射線に係る線量及び空気中の放

射性物質の濃度が，「線量告示」（第二条及び第八条）に定められた値を

超えるおそれのある区域を周辺監視区域とする。周辺監視区域は，管理上

の便宜も考慮して第2.1－１図に示すように敷地境界付近を境界として設

定する。 
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。

z

500 1000 M 

番号 管理区域を設定する建物及び構築物名称

① 使用済燃料輸送容器管理建屋

② 使用済燃料受入れ ・ 貯蔵建屋

③ 使用済燃料受入れ ・ 貯蔵管理建屋

① 前処理建屋

⑤ 分離建屋

⑥ 精製建屋

⑦ ウラン脱硝建屋

⑧ ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋

⑨ ウラン酸化物貯蔵建屋

⑩ ウラン ・ プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

⑪ 高レベル廃液ガラス固化建屋

⑫ 第1ガラス固化体貯蔵建屋

⑬ 低レベル廃液処理建屋

⑭ 低レベル廃棄物処理建屋及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒

⑮ チャンネルボックス ・ バ ーナブルポイズン処理建屋

⑮ ハル ・ エンドピース貯蔵建屋

⑰ 第1低レベル廃棄物貯蔵建屋

⑮ 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋

⑲ 第4低レベル廃棄物貯蔵建屋

⑳ 主排気筒

⑪ 分析建屋

⑫ 主排気筒管理建屋

⑳ 出入管理建屋

⑳ 北換気筒

⑮ 北換気筒管理建屋

圃璽 管理区域を設定する建物及び構築物

／／／／／／／／／ 周辺監視区域境界

敷地境界

● モニタリングポスト 

第2.1－１図　管理区域及び周辺監視区域図

７－２－3



2.2 管理区域の管理 

 管理区域については「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」（以下

「再処理規則」という。）（第九条）に従って，次の措置を講ずる。 

 (１) 壁，柵等の区画物によって区画するほか，標識を設けることによって

明らかに他の場所と区別し，かつ，放射線等の危険性の程度に応じて

人の立入制限，鍵の管理等の措置を講ずる。 

 (２) 床，壁その他人の触れるおそれのある物であって，放射性物質によっ

て汚染された物の表面の放射性物質の密度が，「線量告示」（第四

条）に定められた表面密度限度を超えないようにする。 

 (３) 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止

  する。 

 (４) 管理区域から人が退去し，又は物品を持ち出そうとする場合には，そ

  の者の身体及び衣服，履物等身体に着用している物並びにその持ち出そ

  うとする物品（その物品を容器に入れ又は包装した場合には，その容器

  又は包装）の表面の放射性物質の密度が(２)の表面密度限度の十分の一を

  超えないようにする。 

また，管理区域は，場所により外部放射線に係る線量率，放射性物

質による汚染の有無，放射線業務従事者の立入頻度等に差異があるの

で，これらのことを考慮して適切な諸管理を行う。 

ただし，放射性物質を密封して取扱い又は貯蔵し，汚染の発生のお

それのない区域は，外部放射線を対象とした管理を行う。 
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2.2.1 管理区域の区分 

 管理区域は，外部放射線に係る線量率の高低，空気中の放射性物質の濃

度又は床等の表面の放射性物質の密度に起因する汚染の高低等を勘案して，

第2.2－１表に示すグリーン区域，イエロ区域及びレッド区域に区分する。

さらに，グリーン区域及びイエロ区域は，外部放射線に係る線量率の高低

に応じ区分し管理する。これら区分間において段階的な出入管理を行うこ

とにより，管理区域へ立ち入る者の被ばく管理が容易かつ確実に行えるよ

うにする。 
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2.2.2 遮  蔽 

 放射線業務従事者等を外部被ばくから防護するため，関係各区域への立

ち入りの頻度，滞在時間を考慮して，第2.2－２表のように管理区域の遮

蔽設計に係る基準線量率を定め，これらの基準に適合するよう遮蔽設計を

行う。 

 遮蔽設計については，添付書類六「1.3 放射線の遮蔽に関する設計」

に示す。 

 第2.2－２表に示す時間は，毎週必ず立ち入る時間を示すものではなく，

立ち入りに対する制限は，線量率，作業に要する時間，個人の線量を考慮

して決定する。 
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2.2.3 換  気 

 放射線業務従事者等を汚染された空気による被ばくから防護するため，

換気設備は，以下の条件を満足するように管理する。 

 (１) 空気中の放射性物質の濃度が，第2.2－１表に示す各区域について許

容されている値よりも，十分低くなっていること。 

 (２) 汚染のおそれのある区域は，清浄区域より低い気圧に維持しているこ

と。 

 (３) フィルタは，所定の性能を維持していること。 

  換気設備の具体的な説明は，添付書類六｢7.2.1.5 換気設備｣に示す。 
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2.2.4 線量当量率等の測定 

 放射線業務従事者等の線量の管理が，容易かつ確実に行えるようにする

ため屋内モニタリング設備，放射線サーベイ機器及び放射能測定設備によ

り，管理区域の放射線レベル等の状況を把握する。 

 また，管理区域における外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性

物質の濃度及び表面の放射性物質の密度を管理区域入口付近又は管理区域

内の建屋入口付近に表示する。 

 (１) 外部放射線に係る線量当量率の測定 

 ａ．エリアモニタによる測定 

 管理区域の外部放射線に係る線量を把握するため，管理区域の人が立

ち入る場所であって線量当量率の高い場所等の主要な箇所について外部

放射線に係る線量当量率を測定し，あらかじめ設定した値を超えた場合

は，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室及び必

要な箇所において警報を発する。 

 エリアモニタの警報設定値は，平常時の値及び管理区域の区分基準の

線量率を基にして定める。 

 エリアモニタの主な設置場所は，添付書類六「8. 放射線管理施設」

に示す。 

 ｂ．サーベイメータによる測定 

 放射線業務従事者等の運転操作性，立入頻度及び被ばくのおそれを考

慮し，必要な箇所については，定期的及び必要の都度サーベイメータに

よる外部放射線に係る線量当量率の測定を行う。 

 サーベイメータとしては，次のものを使用する。 

  ガンマ線用サーベイメータ 

  中性子線用サーベイメータ 
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 (２) 空気中の放射性物質の濃度の測定 

 ａ．ダストモニタによる測定 

 管理区域の空気中の放射性物質の濃度を把握するため，管理区域の人

が立ち入る場所であって空気汚染のおそれのある場所等の主要な箇所に

ついて空気中の放射性物質の濃度を測定し，放射能レベルがあらかじめ

設定した値を超えた場合は，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室及び必要な箇所において警報を発する。 

 ダストモニタの警報設定値は，平常時の値を基にして定める。 

 ダストモニタの主な設置場所は，添付書類六「8. 放射線管理施

設」に示す。 

 ｂ．サンプリング法による測定 

 放射線業務従事者等の運転操作性，立入頻度及び汚染のおそれを考慮

し，必要な箇所については，サンプリング法により空気中の放射性物質

の濃度の測定を定期的及び必要の都度行う。 

 (３) 表面の放射性物質の密度の測定 

 放射線業務従事者等が立ち入る箇所について，サーベイ法又はスミヤ

法により，床，壁その他人の触れるおそれのある物の表面の放射性物質

の密度の測定を定期的及び必要の都度行う。 

 サーベイメータとしては，次のものを使用する。 

  アルファ・ベータ線用サーベイメータ 
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2.2.5 人の出入管理 

 (１) 管理区域への立入制限 

 管理区域への立入りは，あらかじめ指定された者で，かつ，必要な場

合に限るものとする。 

 管理区域への立入制限は，出入管理室において行う。 

 (２) 出入管理の原則 

 ａ．管理区域への出入りは，第2.2－１図に示す建屋に設ける出入管理室

  から行うこととし，出入りに際しては，出入管理室において確認し記録

  する。 

 ｂ．管理区域に立ち入る者には，所定の防護衣，個人線量計を着用させる。 

 ｃ．汚染のおそれのある管理区域から退出する者には，退出モニタ等によ

  って表面汚染検査を行わせる。 

 ｄ．管理区域の人が立ち入る場所であって，外部放射線に係る線量率が高

い区域（50μＳｖ／ｈを超える区域）については，必要に応じて立入制

限を実施し，放射線業務従事者等の線量の低減に努める。 

 ｅ．原則として第2.2－１表に示すレッド区域には，放射線業務従事者等

が立ち入らないようにする。ただし，立入りが必要となった場合には，

線量率等の低減等の措置を行うとともに，立入りに際しては十分な放射

線管理を行う。 

 (３) 管理区域での遵守事項 

 ａ．放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止

  する。 

 ｂ．異常事態の発生又はそのおそれがある事象を発見した場合は，直ちに

  必要箇所へ連絡させ，その指示に従わせる。 
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2.2.6  物品の搬出入管理 

 管理区域への物品の持込み及び持出しは，原則として出入管理室におい

て行う。 

 ただし，使用済燃料輸送容器，大型機器等の搬出入に際しては，各施設

の機器搬入口に専用又は臨時の出入管理設備を設けて，搬出入管理を行う。 

 汚染のおそれのある管理区域から物品を持ち出そうとする場合には，そ

の持ち出そうとする物品 (その物品を容器に入れ又は包装した場合には，

その容器又は包装) の表面汚染検査を行う。 
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2.2.7 作業管理 

 管理区域での作業は，放射線業務従事者の線量を合理的に達成できる限

り低くすることを旨として次のように行う。 

 (１) 事前に作業環境に応じて防護具類の着用，時間制限等必要な条件を定

  め，放射線業務従事者の個人被ばく歴を考慮して合理的な作業計画を立

  てる。 

   また，必要に応じて事前に作業訓練を行う。 

 (２) 作業中には適宜，外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物質

の濃度等を測定し，必要な場合には，一時的遮蔽の使用，除染等を行い，

作業環境の保全に努める。 

 (３) 請負業者の作業管理については，当社放射線業務従事者に準じて行う

  ほか，立会い等により指導監督を行う。 
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 第2.2－１表 管理区域の区分基準 

 

区  分         基     準 

  外部放射線に係る線量率が 500μＳｖ／ｈ以下 

  であって，通常作業において，空気中の放射性 

グリーン区域  物質の濃度の３月間の平均値及び放射性物質に 

  よって汚染された物の表面の放射性物質の密度 

  が，「線量告示」（第一条）に定められた濃度又 

 は密度を超えない区域 

  外部放射線に係る線量率が 500μＳｖ／ｈ以下 

  であって，通常作業において，空気中の放射性 

イ エ ロ 区 域 物質の濃度の３月間の平均値及び放射性物質に 

  よって汚染された物の表面の放射性物質の密度 

  が，「線量告示」（第四条及び第六条）に定めら 

 れた濃度又は密度以下である区域 

  外部放射線に係る線量率が 500μＳｖ／ｈを超 

  えるか，空気中の放射性物質の濃度の３月間の 

レ ッ ド 区 域 平均値又は放射性物質によって汚染された物の 

 表面の放射性物質の密度が，「線量告示」（第四 

 条及び第六条）に定められた濃度又は密度を超 

 えるおそれのある区域で，通常作業時に人の立 

 入りを禁止する区域 

 

(関連ページ 7－ 2－ 4) 
(関連ページ 7－ 2－ 6) 
(関連ページ 7－ 2－ 9) 
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第2.2－２表 管理区域の遮蔽設計基準 

 

区  分 基準線量率       例 

 Ⅰ２：週48時間以内 

    しか立ち入ら 

    ないところ 

 ≦10μＳv/ｈ  分析室 

 Ⅰ３：週10時間程度 

    しか立ち入ら 

    ないところ 

 ≦50μＳv/ｈ  製品充てん室 

 脱硝室 

 Ⅰ４：週１時間程度 

    しか立ち入ら 

    ないところ     

 ≦500μＳv/ｈ  焙焼還元室 

 使用済燃料収納使用済燃 

 料輸送容器保管庫 

 Ⅰ５：通常は立ち入 

    らないところ 

 ＞500μＳv/ｈ  溶解槽セル 

 せん断セル 

 

(関連ページ 7－ 2－ 5) 

７－２－14



0 100 

主要な再処理施設を収納する逹物及び構築物は， 慄裔約55mに設置。

渡り廊下

こニニ＝＝地下通路

冒孟門：；

第2. 2-１図 出入管理室を設置する建屋の配置図

７－２－15



2.3 周辺監視区域の管理 

 「再処理規則」（第九条）の規定に基づき，周辺監視区域は人の居住を

禁止し，境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務

上立ち入る者以外の者の立入りを制限する。 

 周辺監視区域は，「線量告示」（第一条）に定められた外部放射線に係

る線量，空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物

の表面の放射性物質の密度以下に保つ。 

 具体的には，外部放射線に係る線量については，管理区域に遮蔽設備

を設けること等により，管理区域の外側において，３月間について1.3

ｍＳｖを超えないよう管理する。空気中の放射性物質の濃度については，

管理区域との境界を壁等によって区画するとともに，管理区域の放射性物

質の濃度の高い空気が容易に流出することのないよう換気設備を管理する。 

 また，放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度につ

いては，「2.2 管理区域の管理」に述べたように人及び物品の出入管理

を十分に行う。 

 これらの基準を満足していることを確認するために，管理区域外におい

て，定期的に外部放射線に係る線量当量の測定を行うとともに，必要に応

じて，放射線サーベイを行う。 

 周辺監視区域境界外においては，「線量告示」（第二条及び第八条）に

定められた線量限度及び濃度限度以下になるよう管理する。 
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2.4 個人被ばく管理 

 放射線業務従事者の個人被ばく管理は，外部放射線に係る線量当量の測

定及び体外計測等により，線量の評価を行うとともに，定期的及び必要に

応じて健康診断を実施し，身体的状態を把握することによって行う。 

 (１) 管理区域立入前の措置 

   放射線業務従事者に対しては，あらかじめ次のような措置を講ずる。 

 ａ．放射線防護に関する教育及び訓練を行う。 

 ｂ．被ばく歴及び健康診断結果を調査し，問題のないことを確認する。 

 (２) 放射線業務従事者の線量限度 

 放射線業務従事者の線量は，「線量告示」（第五条及び第七条）に定

められた線量限度を超えないようにする。 

 (３) 線量の管理 

 放射線業務従事者の線量が，線量限度を超えないよう以下のように管

理する。 

 ａ．外部被ばくに係る線量当量の測定 

   外部被ばくに係る線量当量の測定は，次のように行う。 

 (ａ) 放射線業務従事者には，管理区域において，個人線量計を着用させ，

外部被ばくに係る線量当量の積算値を日ごと並びに定期的に測定する。 

  また，見学者等一時的に立ち入る者には，個人線量計により，その都

度外部被ばくに係る線量当量の測定を行う。 

 (ｂ) 特殊な作業に従事する者に対しては，その作業に応じて適切な測定器，

例えば中性子線源取扱いの作業に関しては中性子線用の個人線量計を着

用させ，線量当量の測定を行う。 

 ｂ．内部被ばくによる線量の評価 

   内部被ばくによる線量の評価は，次のように行う。 
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 (ａ) 放射線業務従事者の放射性物質の体内摂取の検査・測定は，原則とし

  てホールボディカウンタにより行う。 

 ただし，作業環境管理により，放射線業務従事者の内部被ばくの有無

が確認できる場合には，計算により評価する。 

 (ｂ) ホールボディカウンタによる検査・測定は，放射線業務従事者指定 

時，解除時，定期的及び必要に応じて行う。 

 (ｃ) 有意な放射性物質の体内摂取が考えられる場合には，バイオアッセイ

  等も行う。 

 (ｄ) 内部被ばくによる線量の評価は，ホールボディカウンタの測定結果等

により行う。 

 ｃ．線量評価結果の通知及び記録 

 (ａ) 線量当量測定結果は，定期的に評価及び記録するとともに，以後の放

射線管理及び健康管理に反映させる。 

 (ｂ) 線量評価結果は，本人に通知する。 

 (４) 健康管理 

 ａ．「労働安全衛生規則」（第44条及び第45条）による健康診断のほか

「電離放射線障害防止規則」（第56条及び第56条の２）の規定に基づ

き放射線業務従事者について健康診断を実施し，常にその健康状態を

把握する。 

 ｂ．健康診断結果及び線量評価結果による医師の勧告を考慮し，必要ある

場合は，保健指導及び就業上の措置を講ずる。 

 ｃ．再処理施設において放射線障害が発生した場合，又はそのおそれのあ

  る場合は，必要な応急措置をとる。 

 (５) 請負業者の個人被ばく管理 

 請負業者の放射線業務従事者の個人被ばく管理については，当社放射

線業務従事者に準じて扱う。 
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2.5 放射性廃棄物の放出管理 

 再処理施設外に放射性の気体廃棄物及び液体廃棄物を放出する場合は，

次に述べるように厳重な管理を行い，「線量告示」（第八条）に定める値

を超えないようにする。 

 さらに，再処理施設から放出する放射性物質について放出管理目標値を

定め「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指

針（昭和53年９月29日原子力委員会決定）」を参考にして測定を行い，こ

れを超えないよう努める。 
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2.5.1  気体廃棄物 

 気体廃棄物は，フィルタ類を経て主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄

物処理建屋換気筒（以下｢換気筒｣という。）から放出する。この気体廃棄

物中に含まれる放射性物質の濃度は，排気モニタリング設備によって監視

及び測定を行う。 

 主排気筒から放出する排気中の放射性希ガスについては，排気筒モニタ

により連続して測定・監視する一方，放射性よう素，炭素－14，粒子状放

射性物質及びトリチウムについては，排気筒モニタ付近に連続サンプリン

グができる排気サンプリング設備を設置し，定期的に回収・測定する。 

 排気筒モニタの測定値は，中央制御室等にて指示及び記録する。また，

放射能レベルがあらかじめ設定された値を超えた場合は，警報を発し，運

転員の注意を喚起する。 

 排気筒モニタの警報設定点は，平常時の値及び放出管理目標値を基にし

て定める。 

 同様に換気筒についても，排気中の放射性物質及び放出放射能量を勘案

し，必要な排気モニタリング設備を設置し，監視及び測定を実施する。 

 放出管理の具体的内容については，｢4.2.3 放出管理｣で述べる。 

 なお，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋での，

固体廃棄物の保管廃棄に伴う冷却空気は，冷却空気出口シャフトの排気口

から排出する。この気体廃棄物中に含まれる放射性物質の濃度は極めて低

いが，排気モニタリング設備により有意な放出のないことを監視する。 
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2.5.2  液体廃棄物 

 液体廃棄物は，添付書類六｢7.3 液体廃棄物の廃棄施設｣で述べた処理

を行った後，低レベル廃液処理設備の海洋放出管理系から海洋放出管を経

て沖合約３ｋｍの海中に放出する。 

 これらの液体廃棄物を放出する場合には，あらかじめ第１放出前貯槽又

は第２放出前貯槽においてサンプリングし，放射性物質の濃度を測定し，

放出量を確認した後，放出する。 

 なお，放出の異常の有無を確認するため排水モニタを設け，中央制御室

等にて指示及び記録する。また，放射能レベルがあらかじめ設定した値を

超えた場合は，警報を発し，運転員の注意を喚起する。 

 放出管理の具体的内容については，｢4.3.3 放出管理｣に述べる。 
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3. 周辺監視区域境界付近及び周辺地域の放射線監視 

 敷地周辺の公衆の線量が合理的に達成できる限り低くなるよう，再処理

施設には十分な遮蔽を設け，再処理施設からの直接線及びスカイシャイン

線による線量を十分低くするとともに，気体廃棄物及び液体廃棄物の放出

に当たっては，「2.5 放射性廃棄物の放出管理」に述べたように，厳重

な管理を行う。 

 さらに，異常がないことを確認するため周辺監視区域境界付近及び周辺

地域の放射線監視を「六ヶ所再処理施設周辺の環境放射線モニタリング計

画について」を参考にして行う。 
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3.1 空間放射線量等の監視 

 空間放射線量，空間放射線量率及び空気中の粒子状放射性物質濃度の測

定は，下表に示すように行う。 

測 定 対 象 測 定 頻 度       測 定 点 及 び 監 視              

空間放射線量 
１回／３月 周辺監視区域境界付近及び             

周辺地域に積算線量計を設置 

空間放射線量率 

常 時 

周辺監視区域境界付近にモニ

タリングポストを設置

中央制御室及び使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室で常時監視 

空気中の粒子状 

放射性物質濃度 

常 時 

サンプリング

周辺監視区域境界付近にダス

トモニタを設置

全アルファ線，全ベータ線測

定値を記録する 

フィルタを定期的に回収し，

核種分析測定をする 
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3.2  環境試料の放射能監視 

  周辺環境試料の放射能監視は，次のように行う。 

   環境試料の種類：海水，海底土，陸水，陸土，陸上植物，畜産物，海

           洋生物等 

   頻     度：原則として３箇月～１年に１回とする。 

   測 定 対 象：プルトニウム，よう素，セシウム，ストロンチウム， 

           トリチウム等 
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3.3 異常時における測定 

 放射性廃棄物の放出は，排気筒モニタ及び排水モニタにより常時監視さ

れており，その指示に万一異常があれば適切な措置をとるものとする。 

 万一，気体廃棄物又は液体廃棄物の異常放出があった場合に備え，周辺

監視区域外の空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握するため，可搬

型のサンプラ，測定器を備える。 

 さらに，機動性のある放射能観測車により敷地周辺の空間放射線量率及

び放射性物質の濃度を測定し，その範囲及び程度の推定を迅速かつ確実に

行う。 

 放射能観測車には，空間放射線量率測定器，中性子線用サーベイメータ，

空気中の粒子状放射性物質の濃度及びよう素濃度測定用のサンプラと測定

器並びに無線機を備える。 

 また，周辺監視区域境界付近に設けるモニタリングポスト及びダストモ

ニタにより空間放射線量率及び空気中の粒子状放射性物質の濃度を測定し，

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室及び緊急時対

策所で監視する。 
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4. 放射性廃棄物処理 

  放射性廃棄物の廃棄施設の設計及び管理に関しては，「再処理規則」を

遵守するとともに，「再処理施設の位置，構 造及び設備の基準に関する

規則」（以下「事業指定基準規則」という。）の考え方に基づくものとす

る。 
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4.1  放射性廃棄物の廃棄に関する基本的考え方 

  放射性廃棄物の廃棄については，放射性物質の放出に伴う公衆の線量が

「線量告示」に定める線量限度を超えないことはもとより，合理的に達成

できる限り低くなるよう，放出放射性物質の低減を行う。すなわち，以下

の観点から放射性廃棄物の放出低減に対する実現可能性を考慮しつつ，

「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針（昭和50年５月

13日原子力委員会決定）」において定める線量目標値（実効線量で50μＳ

ｖ／ｙ）を超えないようにするとともに、公衆の線量を合理的に達成でき

る限り低減できるよう設計する。 

 (１) 放出放射性物質の低減効果が大きく，かつ，信頼性のある技術を採用

  する。 

 (２) 気体廃棄物，液体廃棄物及び固体廃棄物の化学的，物理的性状に応じ，

  各処理設備において最適な技術の組み合わせを行う。 

 (３) 固体廃棄物はできるだけ施設内にとどめ，適切な形で貯蔵・保管する。

  具体的には，各放射性物質について以下のように低減化を行う。 

  気体廃棄物に含まれる希ガス，炭素－14，トリチウム及びよう素以外の

 放射性物質については発生量及び化学的，物理的性状に応じて，気体廃棄

 物の廃棄施設において十分な実績のある洗浄塔，デミスタ，高性能粒子フ

 ィルタ等を組み合わせて洗浄及びろ過により放出量の低減を図る。洗浄及

 びろ過されないわずかの核種については大気中へ放出するが，放出に際し

 ては，十分な拡散効果を有する排気筒の排気口から放出することにより，

 公衆の線量の低減化を図る。 

  液体廃棄物に含まれるトリチウムとよう素以外の放射性物質については，

 廃液の種類及び濃度に応じて十分な実績のある蒸発装置，ろ過装置，脱塩

 装置等を組み合わせて処理し，廃液中に残る放射性物質を低減化する。廃
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 液中に残るわずかの放射性物質については，十分な拡散効果を持つ海洋放

 出管の海洋放出口から放出することにより，公衆の線量の低減化を図る。 

 よう素は，気体状にしてよう素フィルタにて吸着除去することが放出の

低減化に最も効果的であるため，溶液中から気相への追い出しを行い，最

新の技術によるよう素フィルタにてほとんどのよう素を吸着除去する。よ

う素フィルタで除去できないわずかのよう素は大気中へ放出するが，放出

に際しては，十分な拡散効果を有する排気筒の排気口から放出することに

より，公衆の線量の低減化を図る。また，廃液中にわずかに残ったよう素

に対しては，十分な拡散効果を持つ海洋放出管の海洋放出口から放出する

ことにより，公衆の線量の低減化を図る。  

 希ガス，炭素－14及びトリチウムについては，環境での拡散効果が大き

く，周辺環境への蓄積が少ないとともに，生体に対する濃縮効果が少ない 

ため，それらの環境への放出による線量への影響は小さい。 

 また，希ガス，炭素－14及びトリチウムの回収・固定化，貯蔵保管につ

いては，実用段階において総合的に実証された技術は確立されていない。

このため，トリチウムは，十分な拡散効果を持つ海洋放出管の海洋放出口

から放出することにより，公衆の線量の低減化を図る。また，一部は気体

として放出するが，放出に際しては，十分な拡散効果を有する排気筒の排

気口から放出することにより，公衆の線量の低減化を図る。希ガスは，十

分な拡散効果を有する排気筒の排気口から放出することにより，公衆の線

量の低減化を図る。炭素－14については，よう素とともに，溶液中から気

相へ追い出しを行い，十分な拡散効果を有する排気筒の排気口から放出す

ることにより，公衆の線量の低減化を図る。 

 なお，トリチウム，希ガス及び炭素－14の回収・固定化，貯蔵保管技術

については，今後の研究開発の成果を考慮しつつ，その適用可能性の検討
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を行う。 

 固体廃棄物は，その発生源に応じて減容，焼却，固化等の処理を行い，

十分な遮蔽能力を有する固体廃棄物の廃棄施設に保管廃棄することにより，

公衆の線量の低減化を図る。 
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4.2  気体廃棄物処理 

4.2.1  気体廃棄物の発生源 

 気体廃棄物の主な発生源及び放出経路は次のとおりである。 

 気体廃棄物処理系統図を第4.2－１図に示す。 

 (１) 溶解施設の溶解槽等からの廃ガス 

 溶解施設の溶解槽等からの廃ガスは，せん断処理・溶解廃ガス処理設

備においてＮＯｘ吸収塔でのＮＯｘの回収,ミストフィルタ及び高性能

粒子フィルタでのろ過並びによう素フィルタでのよう素の除去後，監視

しながら主排気筒の排気口から大気中へ放出する。 

 (２) 各施設の塔槽類からの廃ガス 

 各施設の塔槽類からの廃ガスは，各建屋の塔槽類廃ガス処理設備にお

いて洗浄塔での洗浄及び高性能粒子フィルタでろ過し，さらに，これら

の廃ガスの一部はよう素フィルタでのよう素の除去後，監視しながら主

排気筒又は北換気筒(ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建

屋換気筒）の排気口から大気中へ放出する。 

 (３) 固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃ガス 

 固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃ガスは，高レベル廃液

ガラス固化廃ガス処理設備において洗浄器等での洗浄,ミストフィルタ

及び高性能粒子フィルタでのろ過並びによう素フィルタでのよう素の除

去後，監視しながら主排気筒の排気口から大気中へ放出する。 

 (４) 換気設備の排気 

 換気設備は, 汚染のおそれのある区域からの排気を高性能粒子フィル

タ等でろ過した後，監視しながら主排気筒，北換気筒（使用済燃料輸送

容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・

エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄
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物処理建屋換気筒の排気口から大気中へ放出する。なお，これらの排気

に含まれる放射性物質量は極めて少ない。 

 また，汚染のおそれのないものは，直接放出する。 

 (５) 冷却空気出口シャフトからの排気 

 ガラス固化体の保管廃棄に伴い，冷却空気中のアルゴンが放射化され，

これを含む排気は，冷却空気出口シャフトから大気中へ放出する。 
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4.2.2 気体廃棄物の推定放出量 

 (１) 放射性物質量の推定条件 

 使用済燃料中の放射性物質量については，下記の条件を基にＯＲＩＧ

ＥＮ２コード
（ １ ）

を使用して推定する。 

 ａ．年間再処理量 

 800ｔ・ＵＰｒ(ここでいうｔ・ＵＰｒは，照射前金属ウラン質量換算で

あり，以下｢ｔ・ＵＰｒ｣という｡) 

 ｂ．１日当たり再処理する使用済燃料の平均燃焼度 

     45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 

 ｃ．使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時からの期間(以下「冷却期間」

   という｡) 

    ４年 

 ｄ．照射前燃料濃縮度 

    4.5 ｗｔ％ 

 ｅ．比出力 

    38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ 

 ｆ．原子炉の型式 

 発電用の軽水減速，軽水冷却，加圧水型原子炉（以下「ＰＷＲ」と

いう。） 

 なお，使用済燃料中に含まれる炭素－14の量については，照射前燃料

中の窒素含有率を50ｐｐｍとして推定
（ ２ ）

した。 

 燃料被覆管せん断片及び燃料集合体端末片(以下「ハル・エンドピー

ス」という。)並びにチャンネルボックス及びバーナブルポイズン(以下

「ＣＢ・ＢＰ」という。）に含まれる放射化核種については，それぞれ

の組成及び装荷されていた使用済燃料の照射条件を考慮して，個々に推
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定
（２）

した。 

 使用済燃料集合体に付着したクラッドについては，付着するクラッド

量の多い冷却期間１年の発電用の軽水減速，軽水冷却，沸騰水型原子炉

（以下「ＢＷＲ」という。)の使用済燃料を年間1,000ｔ・ＵＰｒ受け入れ

るとして，実績等を考慮して推定
（ ３ ）

した。 

 破損燃料から漏えいする放射性物質については，ＢＷＲ及びＰＷＲの

破損燃料を年間各々20体受け入れるとして推定した。 

 冷却空気中のアルゴンの放射化により生成するアルゴン－41は，ガラ

ス固化体からの中性子発生数並びにガラス固化体の平均発熱量から算出

される照射時間及び冷却空気流量を考慮して推定し
（２）（28）

た。 

 なお，運転停止時に係る放射性物質量は，期間，工程等を考慮してよ

り厳しく評価した。 

 (２) 核種ごとの挙動 

 核種ごとの挙動
（ ２ ）

については，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出した

使用済燃料中に含まれる核種並びにハル・エンドピース，ＣＢ・ＢＰ等

に含まれる放射化核種を，再処理施設内の各工程で同一の挙動を示す核

種に分類して個別に評価した。個別に評価した核種は，トリチウム，炭

素－14，クリプトン－85，よう素－129 ，アルゴン－39及びこれら以外

の核種（以下「その他核種」という。）である。 

 その他核種に含まれる多様な核種は，各工程において不溶解残渣への

移行率，抽出廃液への移行率等が異なることから，「その他核種のうち

アルファ線を放出しない核種」として，テクネチウム，ルテニウム／ロ

ジウム，放射化核種（コバルト－60，アルゴン－39を除くその他の放射

化核種（以下「その他のＡＰ」という。））及びこれら以外の核種（以

下「その他のＦＰ」という。）に，「その他核種のうちアルファ線を放
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出する核種」として，ウラン，ネプツニウム，プルトニウム及びこれら

以外の核種（以下「その他のアクチノイド」という｡)に分けて評価
（ ２ ）

し

た。なお，プルトニウム－241の放射能は,「その他核種のうちアルファ

線を放出しない核種」に加えるが，その挙動は他のプルトニウムと同様

であるので，プルトニウムとして一括して評価する。 

 使用済燃料中に含まれる核種並びにハル・エンドピース,ＣＢ・ＢＰ

等に含まれる放射化核種以外に考慮すべきものには，冷却空気中のアル

ゴンの放射化によるアルゴン－41並びにキュリウム等の核分裂により生

成する核種
（ ４ ）

があり，よう素－131，よう素－131以外のよう素（以下

「その他よう素」という。）並びにクリプトン及びキセノン（以下「そ

の他希ガス」という。）に分けて評価した。 

 分類して個別に評価した核種を第4.2－１表に，その他核種の各工程

における移行率を第4.2－２表に示す。 

 (３) 放射性物質の廃ガスへの移行の評価 

 廃ガスへの移行の評価については, 気体として移行するものと，放射

性エアロゾルとして移行するものに分けて評価する。気体として移行す

るものは，トリチウム，炭素－14，アルゴン－39，アルゴン－41，クリ

プトン－85，よう素－129，よう素－131，その他よう素及びその他希ガ

スとし，放射性エアロゾルとして廃ガスへ移行するものは，その他核種

（一部の工程においてルテニウムは揮発し，気体として挙動する。）と

して評価する。このうち，気体として移行するものはトリチウム，その

他よう素及びその他希ガスを除き，塔槽類に保有するインベントリの全

量が廃ガス中に移行するものとして評価する。 

 トリチウム，その他よう素，その他希ガス及び放射性エアロゾルとし

て廃ガスへ移行するものは，各廃ガス処理設備に接続する塔槽類のうち，
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最も高濃度の放射性物質を含む溶液が各々の移行率で移行するものとし

て評価
（ ２ ）

する。トリチウムの移行率については飽和水蒸気圧をもとに算

出される値を評価
（ ２ ）

に用い（せん断処理・溶解廃ガス処理設備において

は，溶解槽内のトリチウムが溶解槽を出る蒸気中の水分量と溶解液中の

水分量の比に分配されるとした。），その他よう素，その他希ガス及び

放射性エアロゾルとして移行するその他核種の移行率については，塔槽

類ごとに異なっているため，個々に設定
（ ２ ）

するものとする。 

 その他核種の廃ガスへの移行率を第4.2－３表に示す。 

 (４) 除染係数の評価 

 トリチウムに対する除染係数は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備で

29.7，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処

理設備及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で５として評価
（ ２ ）

する。 

 よう素に対する除染係数は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備で250,

塔槽類廃ガス処理設備のよう素フィルタを設置している系統及び高レベ

ル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で10として
（ ９ ）

評価
（ 1 0 ）

する
（ 1 1 ）

。
（12）

 

  揮発性ルテニウムに対する除染係数は，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス

処理設備, ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備,

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒処理廃ガス処理

系及び雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系で500,高レベル廃液ガラス固

化廃ガス処理設備で2.5×10７として
（ 1 2）

評価
（ 1 4 ）

する
（ 1 5 ）

。
（16）

 

  放射性エアロゾルに対する除染係数は，せん断処理・溶解廃ガス処理

設備で10７，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備で10６, 分離建屋塔槽類廃

ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系で10６，パルセータ廃ガス処理系で

10５，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系(ウラン系)
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で10６，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）で10６，パルセータ廃ガ

ス処理系で10５，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備で10３, ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備で10９,高レベル廃液ガ

ラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備で10６,低レベル廃棄物処理建屋塔槽

類廃ガス処理設備の低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系で10５,廃溶媒処

理廃ガス処理系で10４（テクネチウムに対しては10３），雑固体廃棄物焼

却処理廃ガス処理系で10４（テクネチウムに対しては10３），塔槽類廃ガ

ス処理系で10３,チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋塔

槽類廃ガス処理設備で10５，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備で10６, 高レ

ベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で３×10９(テクネチウムに対しては

３×10７)，換気設備においては，高性能粒子フィルタ１段目が10３,２段

目以降が10２として評価
（５）

する
（６）

。
（７）（８）（12）（13）（14）（26）（27）

 

 (５) 核種ごとの推定放出量 

 クリプトン－85及び炭素－14は，使用済燃料中に保有する全量をせん

断処理・溶解廃ガス処理設備を経て主排気筒の排気口から大気中へ放出

するものとする。ただし，クリプトン－85の放出量の推定に当たっては，

使用済燃料中の保有量を1.1倍して推定年間放出量とする。 

 なお,バーナブルポイズン棒の切断に伴いアルゴン－39もチャンネル

ボックス･バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備を経て主

排気筒の排気口から大気中へ放出されるが，クリプトン－85と同じ希ガ

スであり，その量もクリプトン－85の１／(4.6×10４)程度であるため，

クリプトン－85に含めて評価する。 

 よう素－129は,使用済燃料中の全保有量を溶解施設の溶解槽及びよう

素追い出し槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備に気体として放出し，

よう素フィルタにてほとんどのよう素を吸着除去する。また，溶液中に
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わずかに残存するよう素－129は,塔槽類廃ガス及び高レベル廃液ガラス

固化廃ガス中へ移行し，塔槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス

固化廃ガス処理設備のよう素フィルタにてほとんどのよう素を吸着除去

する｡よう素フィルタに吸着除去されないわずかのよう素－129について

は，主排気筒の排気口から大気中へ放出するものとする。 

 よう素－129の推定年間放出量を第4.2－２図に示す。 

 よう素－131,その他よう素及びその他希ガスは，液体廃棄物の廃棄施

設の高レベル廃液貯槽等で発生し，せん断処理・溶解廃ガス，塔槽類廃

ガス及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス中へ移行するが，各設備のよう

素フィルタにてほとんどのよう素を吸着除去する。よう素フィルタに吸

着除去されないわずかのよう素－131及びその他よう素並びに廃ガスへ

移行したその他希ガスの全量は，主排気筒の排気口から大気中へ放出す

るものとする。ただし，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶か

ら分離建屋塔槽類廃ガス処理設備へ移行する廃ガス中のその他よう素及

びその他希ガスは，減衰器を通過することにより減衰させた後，主排気

筒の排気口から大気中へ放出するものとする。 

 よう素－131及びその他よう素の推定年間放出量を第4.2－３図に示す。 

 その他希ガスの推定年間放出量を第4.2－４図に示す。 

 トリチウムは，水の状態で廃液中に移行し，使用済燃料中に保有する

全量を海洋に放出するが，一部は，気体として気体廃棄物の廃棄施設を

経て主排気筒の排気口から大気中へ放出するものとする。 

  トリチウムの推定年間放出量を第4.2－５図に示す。 

 その他核種を含む廃ガスは，発生量に応じて，各廃ガス処理設備にお

いて，洗浄塔,ミストフィルタ，高性能粒子フィルタ等を組み合わせて

洗浄及びろ過する。洗浄及びろ過されないわずかのその他核種を含む廃

７－４－12



ガスについては，主排気筒又は北換気筒(ハル・エンドピース及び第１

ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口から大気中へ放出するものとす

る。 

 その他核種の推定年間放出量を第4.2－６図に示す。 

 換気設備の排気は，含まれる放射性物質の量は極めて少ないが，汚染

のおそれのあるものは，現在の実用可能な処理技術を考慮し，高性能粒

子フィルタ等で放射性物質を除去する。わずかに除去されない放射性物

質を含む排気については，各廃ガス処理設備で処理された廃ガスととも

に主排気筒，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から

大気中へ放出するものとする。 

 なお，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化体

貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒からの放射性物質

の放出量は，主排気筒からの放出量と比較すると，クリプトン－85で１

／10５以下，トリチウムで１／10５以下，炭素－14で１／10９以下，よう

素－129で１／10５以下及びその他核種については１／10３以下である
（ ２ ）

。 

  また，冷却空気出口シャフトから大気中へ放出する冷却空気中のアル

ゴンの放射化により生成するアルゴン－41の推定年間放出量は，約 2.2

×1010Ｂｑである
（ 2 8 ）

。 

 気体廃棄物の廃棄施設からの放射性物質の推定年間放出量を第4.2－

４表，第4.2－５表及び第4.2－６表に示す。 

  再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る施設を使用する場合においては，クリプトン－85及び炭素－14は，
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破損燃料から漏えいする全量を
（ 1 7 ）

換気設備を経て北換気筒（使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口から大気中へ放出するものとする。

破損燃料から漏えいするよう素－129及びトリチウムは，その全量を海

洋に放出するが，一部は気体として換気設備を経て北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口から大気中へ放出するものとする。

燃料貯蔵プール等からの蒸発により発生するその他核種を含む排気は，

高性能粒子フィルタによりろ過する。ろ過されないわずかのその他核種

を含む排気については，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口から大気中へ放出するも

のとする。 

 再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る施設を使用する場合の気体廃棄物の廃棄施設からの放射性物質の推 

定年間放出量
（２）

を第4.2－７表に示す。 
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4.2.3 放出管理 

 気体廃棄物の放出に当たっては，主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄

物処理建屋換気筒から放出する放射性物質を測定し，周辺監視区域外にお

ける空気中の放射性物質の濃度が「線量告示」（第二条及び第八条）に定

められた周辺監視区域外における線量限度及び空気中の放射性物質の濃度

限度を超えないようにするとともに，気体廃棄物の放出管理目標値を下表

のように設定し，これを超えないように努める。 

放出管理目標値は，「三、再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理

能力」の「Ａ．再処理を行う使用済燃料の種類」に基づく使用済燃料の仕

様のうち，冷却期間については，再処理施設に受け入れるまでの冷却期間

を12年，せん断処理するまでの冷却期間を15年として設定する。 

 

核        種 放出管理目標値 (Ｂq／ｙ) 

 Kr － 85 

 Ｈ － ３ 

 Ｃ －  14 

 Ｉ － 129 

 Ｉ － 131 

 その他核種 

  アルファ線を放出する核種 

  アルファ線を放出しない核種 

1.6×10１７ 

1.0×10１５ 

5.1×10１３ 

1.1×10１０ 

1.0×10１０ 

 

3.1×10８ 

7.5×10９ 
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 第 4.2－1 表 分類して個別に評価した核種（大気） 

 

 使用済燃料に含まれる核種並びにハル・エンドピース 

  及びＣＢ・ＢＰ等に含まれる放射化核種 

 １．トリチウム 

 ２．炭素－14 

 ３．クリプトン－85 

 ４．アルゴン－39 

 ５．よう素－129 

 ６．その他核種 

  (1) その他核種のうちアルファ線を放出しない核種 

   ａ．テクネチウム 

   ｂ．ルテニウム／ロジウム 

   ｃ．放射化核種 

     ・コバルト－60 

     ・その他のＡＰ 

   ｄ．その他のＦＰ 

   ｅ．プルトニウム－241 
 

  (2) その他核種のうちアルファ線を放出する核種 

   ａ．ウラン 

   ｂ．ネプツニウム 

   ｃ．プルトニウム 

   ｄ．その他のアクチノイド 

 

     キュリウム等の核分裂により生成する核種 

 １．よう素－131 

 ２．その他よう素 

 ３．その他希ガス 

 

      冷却空気の放射化により生成する核種 

 １．アルゴン－41 
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第 4.2－2 表 各工程におけるその他核種の移行率 

  核  種 

  名 称 

テクネチウム
ルテニウム

／ロジウム
その他のＦＰ ウラン ネプツニウム プルトニウム 

その他の 

アクチノイド

せん断処理施設に供給する 

使用済燃料   １００ ％   １００ ％   １００ ％   １００ ％   １００ ％   １００ ％   １００ ％ 

溶解施設から出る 

不溶解残渣廃液 ３０ ％ ５０ ％ ０ ％   ０．２ ％   ０．２ ％   ０．２ ％   ０．２ ％ 

溶解施設から出る 

ハル・エンドピース ３ ％ ５ ％   ０．５ ％   ０．４５％   ０．４５％   ０．４５％   ０．４５％ 

溶解施設から出る 

溶解液 ９５ ％ ７５ ％   １００ ％   １００ ％   １００ ％   １００ ％   １００ ％ 

分離施設から出る 

抽出廃液 ６５ ％ ７５ ％   １００ ％   ０．０４％ ５０ ％   ０．０７％   １００ ％ 

分離施設から出る 

ウラン溶液   ０．３ ％   ０．０１％   ２×10－４％   １０５ ％ ９０ ％ 10－４ ％ ０ ％ 

精製施設から出る 

ウラン製品溶液

（ウラン脱硝用＋混合脱硝用）

  ０．０３％   ３×10－４％   10－６ ％   １００ ％   ０．６ ％   ６×10－５％ ０ ％ 

分離施設から出る 

プルトニウム溶液 ３０ ％   ０．０１％   ２×10－４％   ０．０２％ ３０ ％   １００ ％ ０ ％ 

精製施設から出る 

プルトニウム製品溶液 ８ ％   10－４ ％   ９×10－７％ ０．００１％ ０ ％   １００ ％ ０ ％ 

脱硝施設から出る 

ウラン酸化物製品粉末   ０．０３％   ６×10－４％  ２×10－６％   １０１ ％   ０．７ ％   ６×10－５％ ０ ％ 

脱硝施設から出るウラン・プ 

ルトニウム混合酸化物製品粉末 １０ ％   ２×10－４％ 10－６ ％ １ ％   ９×10－３％   １２０ ％ ５ ％ 

酸回収設備の 

第１酸回収蒸発缶供給液   ０．１ ％   ０．０７％   ０．０８％   ０．０１％   ０．０８％   ０．０１％   ０．０７％ 

酸回収設備の 

第２酸回収蒸発缶供給液 ２５ ％   ０．０４％ ０．００２％   ０．０８％ ９０ ％   ０．２ ％ ０．００３％ 

酸回収設備の 

第２酸回収蒸発缶濃縮液 ２５ ％   ０．０４％ ０．００２％   ０．０８％ ９０ ％   ０．２ ％ ０．００３％ 

酸回収設備の 

第２酸回収精留塔凝縮液 ０．００１％   ２×10－６％   １×10－７％   ４×10－６％ ０．００４％   10－５ ％   １×10－７％ 

溶媒回収設備への再生前溶媒 

（分離・分配系＋Ｕ精製系 

＋Ｐｕ精製系） 

２ ％   ０．０２％   ４×10－４％   ０．１ ％ ９ ％   ０．０１％ ０ ％ 

溶媒再生系から出る 

溶媒洗浄廃液 

（分離・分配系＋Ｐｕ精製系） 

２ ％   ０．０２％   ４×10－４％   ０．０７％ ９ ％   ０．０１％ ０ ％ 

溶媒再生系から出る 

溶媒洗浄廃液（Ｕ精製系）   ０．０２％   ３×10－４％   10－６ ％   ０．０６％   ０．２ ％   ７×10－６％ ０ ％ 

溶媒処理系から出る廃溶媒 ０．００１％   ３×10－４％   10－５ ％   ２×10－４％   ０ ％   ３×10－５％ ０ ％ 

 (注) 

 移行率〔％〕＝   ×１００ 
各ストリームの放射線量 

使用済燃料中の放射線量 

７－４－17



第4.2－3表 その他核種の廃ガスへの移行率 

    核  種 

機  器 

  その他核種 その他核種 

 （揮発性ﾙﾃﾆｳﾑ ）   （放射性エアロゾル） 

 溶解施設の溶解槽等  ２×10－４ ＊ 

 分離施設及び精製施設のパルス 

 カラムのパルセータ  8.8 ×10－７ml溶液/Nm3廃ｶﾞｽ 

 脱硝施設のウラン脱硝設備の脱 

 硝塔 １ ＊  10－４ ＊（凝縮器と合わせて） 

 脱硝施設のｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝 

 設備の脱硝装置 １ ＊  ５×10－５ ＊（凝縮器と合わせて） 

 脱硝施設のｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝 

 設備の焙焼炉及び還元炉 

 ７×10－４ ＊ 

 ５×10－１ ＊(Tc) 

 固体廃棄物の廃棄施設の高レベ 

 ル廃液ｶﾞﾗｽ 固化設備のガラス溶 

 融炉 

  ２×10－１＊ 

  5×10－１＊ (Tc) 

  5×10－２＊ (Cs 等) 

  5×10－３＊ (ｱｸﾁﾉｲﾄﾞ,Sr等) 

 固体廃棄物の廃棄施設の低ﾚﾍﾞﾙ 

 固体廃棄物処理設備 

   乾燥装置 

 10－３ ＊（凝縮器と合わせて） 

   熱分解装置 

  ２×10－１＊ 

 10－２ ＊ 

 ５×10－１＊ (Tc) 

   焼却装置 

１ ＊ 

 10－３＊ (ｾﾗﾐｯｸﾌｨﾙﾀと合わせて） 

 ５×10－１＊ (Tc) 

(ｾﾗﾐｯｸﾌｨﾙﾀと合わせて） 

   粉体取扱機器  10－４＊ (高性能粒子ﾌｨﾙﾀと合わせて) 

 その他再処理設備の附属施設の 

 分析設備 

   グローブボックス 

（粉体試料用） 

７×10－４ ＊ 

 上記以外の塔槽類  10mg溶液/ｍ3廃ｶﾞｽ 

  
 *：移行率＝ 

廃ガス中の放射能量 
機器内の放射能量 
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  第4.2－4表 主排気筒からの大気への放射性物質の推定年間放出量 

核 種 放射性物質の推定年間放出量 (Ｂq／ｙ) 

Kr － 85 約 3.3×10
１７

 

Ｈ － ３ 約 1.9×10
１５

 

Ｃ －  14 約 5.2×10
１３

 

Ｉ － 129 約 1.1×10
１０

 

Ｉ － 131 約 1.7×10
１０

 

その他よう素 約 1.7×10
１２

 

その他希ガス 約 1.9×10
１４

 

その他核種 約 9.5×10
１０

 

（注）その他核種のうち， 

アルファ線を放出する核種  約 3.3×10
８ 

（Ｂq／ｙ） 

アルファ線を放出しない核種 約 9.4×10
１０

（Ｂq／ｙ）
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 第4.2－5表 北換気筒からの大気への放射性物質の推定年間放出量 
 

(1) 使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒 
 

核   種 放射性物質の推定年間放出量 (Ｂq／ｙ) 

その他核種        約 1.3×10２ 

 
   （注）その他核種は，すべてアルファ線を放出しない核種 
 
(2)  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒 
 

核   種 放射性物質の推定年間放出量 (Ｂq／ｙ) 

  
  Kr － 85        約 7.8×10１１ 

  Ｈ － ３        約 5.6×10９ 

  Ｃ －  14        約 5.4×10３ 

  Ｉ － 129        約 3.3×10４ 

  その他核種        約 6.7×10５ 

  
  

    (注）その他核種は，すべてアルファ線を放出しない核種 
 

(3)  ハル・エンド ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒 
 

核   種 放射性物質の推定年間放出量 (Ｂq／ｙ) 

その他核種        約 2.7×10７ 

 (注）その他核種のうち， 

    アルファ線を放出する核種   約 2.0×10
３ 

（Ｂq／ｙ） 

    アルファ線を放出しない核種  約 2.7×10
７ 

（Ｂq／ｙ） 
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第4.2－6表 低レベル廃棄物処理建屋換気筒からの大気への放射性 

  物質の推定年間放出量 

核 種 放射性物質の推定年間放出量 (Ｂq／ｙ) 

Ｈ － ３ 約 1.1×10１０ 

その他核種 約 4.1×10２ 

  (注）その他核種のうち， 

アルファ線を放出する核種 約 4.3×10
０ 

（Ｂq／ｙ） 

アルファ線を放出しない核種  約 4.0×10
２ 

（Ｂq／ｙ） 
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  第4.2－7表 再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の 

  受入れ及び貯蔵に係る施設を使用する場合の大気へ 

  の放射性物質の推定年間放出量 

核 種 放射性物質の推定年間放出量 (Ｂq／ｙ) 

Kr － 85 約 7.8×10１１ 

Ｈ － ３ 約 5.6×10９ 

Ｃ －  14 約 5.4×10３ 

Ｉ － 129 約 3.3×10４ 

その他核種 約 6.7×10５ 

(注）その他核種は，すべてアルファ線を放出しない核種 
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ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

前処理建屋 

精 製 建 屋 

分 離 建 屋 

ウラン脱硝建屋 

低レベル廃棄物処理建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

ＣＢ・ＢＰ処理建屋 

各建屋換気設備 

ハル・エンド ピース処理建屋 

分 析 建 屋 

各建屋換気設備 

各建屋換気設備 

溶解槽等 

塔槽類 
 

塔槽類 

塔槽類 
 

脱硝塔，塔槽類 

脱硝装置，焙焼炉等 

ガラス溶融炉 

塔槽類 
 

 乾燥装置， 
    熱分解装置等 

建 屋 
 

建 屋 

塔槽類 

   セル及び建屋 

   ｸﾞﾛｰﾌ  ゙ﾎﾞｯｸｽ 等 

ＣＢ・ＢＰ切断装置 

除染機器 
（よう素フィルタ、H/F 等） 

除染機器 
（よう素フィルタ、H/F 等） 

除染機器 
（よう素フィルタ、H/F 等） 

除染機器 
（洗浄塔、H/F 等） 

除染機器 
（よう素フィルタ、H/F 等） 

除染機器 
（よう素フィルタ、H/F 等） 

除染機器 
（よう素フィルタ、H/F 等） 

除染機器 
（よう素フィルタ、H/F 等） 

除染機器 
（よう素フィルタ、H/F 等） 

除染機器（H/F） 

除染機器（H/F） 

除染機器（H/F） 

除染機器（H/F等） 

除染機器（H/F等） 

除染機器（H/F） 

主排気筒 

北換気筒 

低レベル廃棄物 
処理建屋換気筒 

（注）  Ｈ／Ｆ ：高性能粒子フィルタ 
        ＣＢ・ＢＰ：チャンネル ボックス・バーナブル  ポイズン 

第 4.2－1 図 気体廃棄物処理系統図 

・塔槽類からの廃ガス 

・セル及び建屋からの換気 

・ｸ゙ ﾛｰﾌ゙  ﾎ゙ ｯｸｽ 等からの廃 
 ガス 
 

・ ＣＢ・ＢＰ切断装置等 
 からの廃ガス 

・ 乾燥装置，熱分解装置等 
  からの廃ガス 

・塔槽類からの廃ガス 

・ガラス溶融炉からの廃ガス 

・ 脱硝装置，焙焼炉等 
  からの廃ガス 

・脱硝塔等からの廃ガス 

・塔槽類からの廃ガス 

・塔槽類からの廃ガス 

・塔槽類からの廃ガス 

・溶解槽等からの廃ガス 

・セル及び建屋からの換気 

・セル及び建屋からの換気 
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第２酸回収工程 

 

第１酸回収工程 

 

第２低レベル廃液蒸発缶 

 

I-131 1.1×10１０ 

 

塔 槽 類 

 

塔 槽 類 

 

ｱ ﾙ ｶ ﾘ濃縮廃液貯槽 

不溶解残渣廃液貯槽 

高 レ ベ ル 濃 縮 
廃 液 貯 槽 

ガ ラ ス 溶 融 炉 

 

塔 槽 類 

 

塔 槽 類 

 

せん断機，溶解槽等 よう素フィルタ 

廃ガス洗浄塔 

 

よう素フィルタ 

 

廃ガス洗浄塔 

 

よう素フィルタ 

 

廃ガス洗浄塔 

 

よう素フィルタ 

 

廃ガス洗浄塔 

 

よう素フィルタ 

 

廃ガス洗浄塔 

 

よう素フィルタ 

 

廃ガス洗浄塔 

 

よう素フィルタ 

 

廃ガス洗浄塔 

 

よう素フィルタ 

 

Ｉ－131 5.7×10９＊ 

その他よう素 9.9×10１１ 

 

 

Ｉ－131 1.4×10１１ 

その他よう素 9.7×10１２ 

 

 

Ｉ－131 2.0×10９ 

その他よう素 1.3×10１２ 

 

 

Ｉ－131 8.1×10９ 

その他よう素 3.4×10１２ 

 

 

Ｉ－131 1.1×10１０ 

 その他よう素 2.6×10１１ 

 

 

Ｉ－131 2.6×10９ 

その他よう素 6.9×10１１ 

 

 
Ｉ－131 6.2×10８ 

その他よう素 1.2×10１１ 

 

 

Ｉ－131 1.6×10１０ 

その他よう素 1.0×10１２ 

 

 

Ｉ－131 4.3×10８ 

その他よう素 3.1×10１０ 

 

 

Ｉ－131 1.1×10９ 

その他よう素 2.6×10１０ 

 

 
Ｉ－131 8.1×10８ 

その他よう素 3.4×10１１ 

 

 
Ｉ－131 2.0×10８ 

その他よう素 1.3×10１１ 

 

 

Ｉ－131 6.2×10７ 

その他よう素 1.2×10１０ 

 

 

Ｉ－131 2.6×10８ 

その他よう素 6.9×10１０ 

 

 

Ｉ－131 2.3×10７ 

その他よう素 4.0×10９ 

 

 

Ｉ－131 1.6×10９ 

その他よう素 1.0×10１１ 

 

 

Ｉ－131 1.4×10１０ 

その他よう素 9.7×10１１ 

 

 

Ｉ－131 1.7×10１０ 

その他よう素 1.7×10１２ 

 

 

I-131 1.6×10１０ 

 

I-131 3.2×10９ 

 

I-131 1.4×10１１ 

 

I-131 8.1×10９ 

 

I-131 2.0×10９ 

 

I-131 1.6×10１１ 

 

I-131 6.2×10８ 

 

I-131 2.6×10９ 

 

I-131 1.7×10１１ 

 

高レベル廃液ガラス 
固化建屋 

DF= 10 

分離建屋 

VOG 

DF= 10 

DF= 10 

DF=250 

前処理建屋 

VOG 

前処理建屋 

DOG 

VOG 

高レベル廃液ガラス 
固化建屋 

DF= 10 

VOG 

高レベル廃液ガラス 
固化建屋 

VOG 

高レベル廃液ガラス 
固化建屋 

MOG 

DF= 10 

主排気筒 

VOG 

精製建屋 

ウラン・プルトニウム 
混合脱硝建屋 

VOG 
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第 4.2－3図 よう素－131 及びその他よう素の推定年間放出量 
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      ：液体の流れ 

      ：気体の流れ 

ＤＯＧ：せん断処理・溶解廃ガス 

ＶＯＧ：塔槽類廃ガス 

ＭＯＧ：高レベル廃液ガラス固化廃ガス 

  ＊  ：使用済燃料(800t･Upr)中のよう 

        素-131(3.9×10９Bq)を含む 

 ＊＊ ：不溶解残渣廃液貯槽及びアルカ 

        リ濃縮廃液貯槽からの寄与分は 

        高レベル濃縮廃液貯槽からのも 
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        海洋放出量には含めない。 
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第 4.2－4図 その他希ガスの推定年間放出量 
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その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.0×10１１  Co-60  :6.8×10１１ 

 Ru/Rh :4.9×10１４  その他の AP:6.8×10１１ 

 その他の FP:3.9×10１５  合計＊１ :5.1×10１５ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U  :1.2×10１０  Pu   :3.0×10１３ 

 Np   :2.8×10９  その他の AC:2.6×10１３ 

 合計  :5.6×10１３ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :2.5×10１０  Co-60  :1.4×10９ 

 Ru/Rh :7.5×10１３  その他の AP:1.4×10９ 

 その他の FP:7.9×10１４  合計＊１ :1.2×10１５ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U  :3.4×10９  Pu   :1.3×10１３ 

 Np   :7.0×10８  その他の AC:5.3×10１２ 

 合計  :1.8×10１３ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :2.5×10４  Co-60  :1.4×10３ 

 Ru/Rh :7.5×10７  その他の AP:1.4×10３ 

 その他の FP:7.9×10８  合計＊１ :1.2×10９ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U  :3.4×10３  Pu   :1.3×10７ 

 Np   :7.0×10２  その他の AC:5.3×10６ 

 合計  :1.8×10７ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.3×10１０  Co-60  :8.7×10１０ 

 Ru/Rh :6.3×10１３  その他の AP:8.7×10１０ 

 その他の FP:5.0×10１４  合計＊１ :6.6×10１４ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U  :1.5×10９  Pu   :3.8×10１２ 

 Np   :3.7×10８  その他の AC:3.3×10１２ 

 合計  :7.2×10１２ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc  :1.3×10４  Co-60  :8.7×10４ 

 Ru/Rh :6.3×10７  その他の AP:8.7×10４ 

 その他の FP:5.0×10８  合計＊１ :6.6×10８ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U  :1.5×10３  Pu   :3.8×10６ 

 Np   :3.7×10２  その他の AC:3.3×10６ 

 合計  :7.2×10６ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.0×10４  Co-60  :6.8×10４ 

 Ru/Rh :4.9×10７  その他の AP:6.8×10４ 

 その他の FP:3.9×10８  合計＊１ :5.1×10８ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U  :1.2×10３  Pu   :3.0×10６ 

 Np   :2.8×10２  その他の AC:2.6×10６ 

 合計  :5.6×10６ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.6×10６  Co-60  : ―― 

 Ru/Rh :5.1×10９  その他の AP: ―― 

 その他の FP:5.4×10１０  合計＊１ :8.3×10１０ 

その他の核種のうちα線を放出する核種 

 U  :2.4×10５  Pu   :8.9×10８ 

 Np   :4.8×10４  その他の AC:3.6×10８ 

 合計  :1.3×10９ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.6×10１  Co-60  :  ―― 

 Ru/Rh :5.1×10４  その他の AP:  ―― 

 その他の FP:5.4×10５  合計＊１ :8.3×10５ 

その他の核種のうちα線を放出する核種 

 U  :2.4×10０  Pu   :8.9×10３ 

 Np   :4.8×10－１  その他の AC:3.6×10３ 

 合計  :1.3×10４ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc    :2.0×10７  Co-60   :3.5×10６ 

 Ru/Rh   :8.1×10１０  その他のAP :6.4×10６ 

 その他のFP :5.4×10９  合計＊１  :9.4×10１０ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U   :6.1×10６  Pu    :2.9×10８ 

 Np    :4.1×10４  その他のAC :3.4×10７ 

 合計   :3.3×10８ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.6×10９  Co-60  : ―― 

 Ru/Rh :2.0×10１０  その他の AP: ―― 

 その他の FP:6.9×10９  合計＊１ :1.5×10１１ 

その他の核種のうちα線を放出する核種 

 U  :1.9×10９  Pu   :4.5×10９ 

 Np   :4.9×10８  その他の AC:4.2×10７ 

 合計  :6.9×10９ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.6×10３  Co-60  :  ―― 

 Ru/Rh :2.0×10４  その他の AP:  ――  

 その他の FP:6.9×10３  合計＊１ :1.5×10５ 

その他の核種のうちα線を放出する核種 

 U  :1.9×10３  Pu   :4.5×10３ 

 Np   :4.9×10２  その他の AC:4.2×10１ 

 合計  :6.9×10３ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :5.6×10１０  Co-60  : ―― 

 Ru/Rh :8.6×10９  その他の AP: ―― 

 その他の FP:1.3×10９  合計＊１ :5.5×10１５ 

その他の核種のうちα線を放出する核種 

 U  :  ――  Pu   :2.1×10１４ 

 Np   :  ――  その他の AC:  ―― 

 合計  :2.1×10１４ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :5.6×10４  Co-60  :  ―― 

 Ru/Rh :8.6×10３  その他の AP:  ―― 

 その他の FP:1.3×10３  合計＊１ :5.5×10９ 

その他の核種のうちα線を放出する核種 

 U  :  ――  Pu   :2.1×10８ 

 Np   :  ――  その他の AC:  ―― 

 合計  :2.1×10８ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :4.8×10０  Co-60  :  ―― 

 Ru/Rh :5.2×10０  その他の AP:  ―― 

 その他の FP:8.0×10－１  合計＊１ :4.6×10５ 

その他の核種のうちα線を放出する核種 

 U  :  ――  Pu   :1.7×10４ 

 Np   :  ――  その他の AC:  ―― 

 合計  :1.7×10４ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :4.8×10５  Co-60  :  ―― 

 Ru/Rh :5.2×10５  その他の AP:  ―― 

 その他の FP:8.0×10４  合計＊１ :4.6×10１０ 

その他の核種のうちα線を放出する核種 

 U :  ――  Pu   :1.7×10９ 

 Np   :  ――  その他の AC:  ―― 

 合計  :1.7×10９ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :2.5×10４  Co-60  :  ―― 

 Ru/Rh :8.8×10９  その他の AP:  ―― 

 その他の FP:3.3×10－１  合計＊１ :8.8×10９ 

その他の核種のうちα線を放出する核種 

 U  :1.1×10０  Pu   :2.6×10５ 

 Np   :1.8×10－３  その他の AC:9.2×10３ 

 合計  :2.7×10５ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :2.5×10１３  Co-60  :  ―― 

 Ru/Rh :4.4×10１２  その他の AP:  ―― 

 その他の FP:3.3×10８  合計＊１ :6.9×10１５ 

その他の核種のうちα線を放出する核種 

 U  :1.1×10９  Pu   :2.6×10１４ 

 Np   :1.8×10６  その他の AC:9.2×10１２ 

 合計  :2.7×10１４ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.5×10４  Co-60  :  ―― 

 Ru/Rh :2.7×10１０  その他の AP:  ―― 

 その他の FP:4.3×10４  合計＊１ :2.7×10１０ 

その他の核種のうちα線を放出する核種 

 U  :6.0×10６  Pu   :9.4×10３ 

 Np   :9.4×10３  その他の AC:  ―― 

 合計  :6.0×10６ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.5×10７  Co-60 :  ―― 

 Ru/Rh :1.4×10１３  その他の AP:  ―― 

 その他の FP:4.3×10７  合計＊１ :1.4×10１３ 

その他の核種のうちα線を放出する核種 

 U  :6.0×10９  Pu   :9.4×10６ 

 Np   :9.4×10６  その他の AC:  ―― 

 合計  :6.0×10９ 
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（注） DF：除染係数（入口放射性物質量／出口放射性物質量） 
Tc：ﾃｸﾈﾁｳﾑ  Ru/Rh:ﾙﾃﾆｳﾑ/ﾛｼ゙ ｳﾑ  Co：ｺﾊ゙ ﾙﾄ 
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第 4.2－6図(1) その他核種の推定年間放出量（大気中） 
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CB・BP 処理建屋 
CB・BP 処理建屋塔槽 
類廃ガス処理設備 

塔槽類廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス 
固化廃ガス処理設備

不溶解残渣廃液 
廃ガス処理系

高レベル廃液ガラス固化建屋 
高レベル廃液貯蔵建屋
塔槽類廃ガス処理設備

  高レベル濃縮廃液
  廃ガス処理系

雑固体廃棄物焼却 
処理廃ガス処理系

廃溶媒処理廃ガス 
処理系

低レベル廃棄物処理建屋 
低レベル廃棄物処理建屋
塔槽類廃ガス処理設備
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  処理廃ガス処理系

分析建屋換気設備 

分析建屋 
分析建屋塔槽類
廃ガス処理設備

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.4×10１１  Co-60  :3.3×10１１ 

 Ru/Rh  :3.6×10１４  その他の AP:3.3×10１１ 

 その他の FP:3.0×10１５  合計＊１ :3.3×10１５ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :2.3×10７  Pu   :7.6×10１０ 

 Np :2.0×10９  その他の AC:1.9×10１３ 

 合計  :1.9×10１３ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :6.3×10１０  Co-60  :1.3×10１２ 

 Ru/Rh :5.0×10１４  その他の AP:1.3×10１２ 

 その他の FP:3.0×10１４  合計＊１ :7.9×10１４ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :4.7×10７  Pu   :1.2×10１１ 

 Np :4.5×10８  その他の AC:2.0×10１２ 

 合計  :2.1×10１２ 

塔槽類

乾燥装置

塔槽類

塔槽類

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ等

ガラス
溶融炉

塔槽類

第 4.2－6 図(2) その他核種の推定年間放出量（大気中） 

除染機器 

ｴｱﾛｿﾞﾙ

DF: 10２

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :2.1×10４  Co-60  : 

 Ru/Rh :4.0×10８  その他の AP: 

 その他の FP:1.6×10５  合計＊１ :4.0×10８ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :3.8×10－１  Pu   :9.5×10２ 

 Np :9.1×10－２  その他の AC:8.3×10２ 

 合計  :1.8×10３ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :2.1×10９  Co-60  : 

 Ru/Rh :9.5×10１２  その他の AP: 

 その他の FP:2.2×10１１  合計＊１ :9.7×10１２ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :7.2×10５  Pu :3.6×10８ 

 Np :2.0×10７  その他の AC: 

 合計  :3.8×10８ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :2.1×10６  Co-60  : 

 Ru/Rh :1.9×10１０  その他の AP: 

 その他の FP:2.2×10７  合計＊１ :1.9×10１０ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :7.2×10１  Pu :3.6×10４ 

 Np :2.0×10３  その他の AC: 

 合計  :3.8×10４ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :5.1×10１４  Co-60  :1.8×10１４ 

 Ru/Rh :6.1×10１７  その他の AP:1.8×10１４ 

 その他の FP:6.5×10１７  合計＊１ :1.3×10１８ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :1.2×10９  Pu   :4.2×10１２ 

 Np :7.1×10１０  その他の AC:6.5×10１４ 

 合計  :6.5×10１４ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :1.6×10８  Co-60  :1.7×10８ 

 Ru/Rh :2.7×10１１  その他の AP:9.4×10７ 

 その他の FP:1.8×10１１  合計＊１ :5.4×10１１ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :2.2×10８  Pu   :3.6×10９ 

 Np :2.2×10８  その他の AC:4.4×10８ 

 合計  :4.4×10９ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :1.6×10３  Co-60  :1.7×10３ 

 Ru/Rh :2.7×10６  その他の AP:9.4×10２ 

 その他の FP:1.8×10６  合計＊１ :5.4×10６ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :2.2×10３  Pu   :3.6×10４ 

 Np :2.2×10３  その他の AC:4.4×10３ 

 合計  :4.4×10４ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :1.7×10７  Co-60  :6.0×10４ 

 Ru/Rh :2.4×10１０  その他の AP:6.0×10４ 

 その他の FP:2.2×10８  合計＊１ :2.5×10１０ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :4.1×10－１  Pu   :1.4×10３ 

 Np :2.4×10１  その他の AC:2.2×10５ 

 合計  :2.2×10５ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :1.7×10９  Co-60  :6.0×10６ 

 Ru/Rh :2.4×10１０  その他の AP:6.0×10６ 

 その他の FP:2.2×10１０  合計＊１ :4.6×10１０ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :4.1×10１  Pu   :1.4×10５ 

 Np :2.4×10３  その他の AC:2.2×10７ 

 合計  :2.2×10７ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :6.3×10４  Co-60  :1.3×10６ 

 Ru/Rh :5.0×10８  その他の AP:1.3×10６ 

 その他の FP:3.0×10８  合計＊１ :7.9×10８ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :4.7×10１  Pu   :1.2×10５ 

 Np :4.5×10２  その他の AC:2.0×10６ 

 合計  :2.1×10６ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :1.4×10５  Co-60  :3.3×10５ 

 Ru/Rh :3.6×10８  その他の AP:3.3×10５ 

 その他の FP:3.0×10９  合計＊１ :3.3×10９ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :2.3×10１  Pu   :7.6×10４ 

 Np :2.0×10３  その他の AC:1.9×10７ 

 合計  :1.9×10７ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :1.7×10４  Co-60  :1.7×10４ 

 Ru/Rh :3.1×10７  その他の AP:9.5×10３ 

 その他の FP:2.0×10７  合計＊１ :6.1×10７ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :2.2×10４  Pu   :3.6×10５ 

 Np :2.2×10４  その他の AC:4.5×10４ 

 合計  :4.5×10５ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :1.5×10２  その他の FP:5.4×10６ 

 Ru/Rh :2.5×10６ 

 合計＊１ :7.5×10７ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :1.4×10２  Pu   :2.5×10６ 

 Np :1.5×10－１  その他の AC:1.3×10３ 

 合計  :2.5×10６ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :1.5×10８  その他の FP:5.4×10１２ 

 Ru/Rh :2.5×10１２ 

 合計＊１ :7.5×10１３ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :1.4×10８  Pu :2.5×10１２ 

 Np :1.5×10５  その他の AC:1.3×10９ 

 合計  :2.5×10１２ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :1.7×10７  Co-60  :1.7×10７ 

 Ru/Rh :3.1×10１０  その他の AP:9.5×10６ 

 その他の FP:2.0×10１０  合計＊１ :6.1×10１０ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :2.2×10７  Pu   :3.6×10８ 

 Np :2.2×10７  その他の AC:4.5×10７ 

 合計  :4.5×10８ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :2.1×10７  Co-60  : 

 Ru/Rh :2.0×10１１  その他の AP: 

 その他の FP:1.6×10９  合計＊１ :2.0×10１１ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :3.8×10３  Pu   :9.5×10６ 

 Np :9.1×10２  その他の AC:8.3×10６ 

 合計  :1.8×10７ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :4.5×10３  Co-60  : 

 Ru/Rh :2.2×10７  その他の AP: 

 その他の FP:1.7×10８  合計＊１ :1.7×10９ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :1.8×10０  Pu   :5.6×10７ 

 Np :4.5×10－１  その他の AC:4.1×10３ 

 合計  :5.6×10７ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :4.5×10８  Co-60  : 

 Ru/Rh :2.2×10１２  その他の AP: 

 その他の FP:1.7×10１３  合計＊１ :1.7×10１４ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U :1.8×10５  Pu :5.6×10１２ 

 Np :4.5×10４  その他の AC:4.1×10８ 

 合計  :5.6×10１２ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :  Co-60  :1.5×10１１ 

 Ru/Rh :  その他の AP:4.5×10１１ 

 その他の FP:  合計   :6.0×10１１ 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc :  Co-60  :1.5×10６ 

 Ru/Rh :  その他の AP:4.5×10６ 

 その他の FP:  合計   :6.0×10６ 

熱分解装
置等

ＣＢ・ＢＰ切断 
装置等 

焼却装置
等

（注） DF：除染係数（入口放射性物質量／出口放射性物質量） 
  Tc：ﾃｸﾈﾁｳﾑ  Ru/Rh:ﾙﾃﾆｳﾑ/ﾛｼﾞｳﾑ  Co：ｺﾊﾞﾙﾄ  U：ｳﾗﾝ   Np：ﾈﾌﾟﾂﾆｳﾑ 
  Pu：ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ  Ac：ｱｸﾁﾉｲﾄﾞ    CB・BP:ﾁｬﾝﾈﾙ ﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙ ﾎﾟｲｽﾞﾝ 
  放射性物質量の単位： Bq/y 

*1：Pu-241 のβを含む
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4.3  液体廃棄物処理 

4.3.1  液体廃棄物の発生源 

  液体廃棄物の発生源としては，次のものがある。 

(１) 分離施設から発生する抽出廃液

(２) 酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の蒸発缶から発生する濃縮液

(３) 酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備から発生する溶媒洗浄廃液

(４) 気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備から

  発生する洗浄廃液 

(５) 溶解施設から発生する不溶解残渣廃液

(６) 分離施設の洗浄により発生するアルカリ洗浄廃液

(７) 酸及び溶媒の回収施設等から発生する有機溶媒（以下「廃溶媒」とい

  う。） 

(８) 各施設から発生する低レベル廃液

(９) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設等からの洗濯廃液等(以下｢洗濯

  廃液｣という｡) 

(10) 各施設から発生する処理を必要としない廃液

液体廃棄物処理系統図を第4.3－１図に示す。 

 (１)，(２)，(３)及び(４)の廃液は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理

設備で蒸発処理し，濃縮液は一時貯蔵後，固体廃棄物の廃棄施設の高レベ

ル廃液ガラス固化設備へ移送する。凝縮液は，酸及び溶媒の回収施設の酸

回収設備，又は液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備へ移送する。 

(５)の不溶解残渣廃液及び(６)のアルカリ洗浄廃液は，高レベル廃液処理設

備で一時貯蔵後，高レベル廃液ガラス固化設備へ移送する。 

(７)の廃溶媒は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備の

廃溶媒処理系へ移送し，熱分解装置で熱分解処理する。 
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(３)のうち溶媒再生系のウラン精製系からの廃液及び(８)の低レベル廃液は，

低レベル廃液処理設備で性状に応じて蒸発，ろ過処理等を施す。濃縮液等

は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮

廃液処理系へ移送し，乾燥装置で乾燥処理若しくは固化装置で固化するか，

又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備へ移送し蒸発処理する。処理水は，

液体廃棄物の廃棄施設の油分除去系又は海洋放出管理系へ移送する。なお，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系の処理水の一部は，必要

に応じ使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で再利用する。 

(９)の洗濯廃液は，ろ過装置でろ過し海洋放出管理系へ移送する。

(10)の処理を必要としない廃液は，油分除去系又は海洋放出管理系へ移送

する。 

 処理水等は，海洋放出管理系で放射性物質の量及び濃度を確認した後，

海洋放出管を経て放出する。 
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4.3.2 液体廃棄物の推定放出量 

(１) 放射性物質量の推定条件

使用済燃料中の放射性物質量については，下記の条件を基にＯＲＩＧ

ＥＮ２コード
（１）

を使用して推定する。 

ａ．年間再処理量 

800ｔ・ＵＰｒ 

ｂ．１日当たり再処理する使用済燃料の平均燃焼度 

  45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 

ｃ．冷却期間 

４年 

ｄ．照射前燃料濃縮度 

4.5 ｗｔ％ 

ｅ．比出力 

38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ 

ｆ．原子炉の型式 

ＰＷＲ 

 なお,ハル・エンドピース及びＣＢ・ＢＰに含まれる放射化核種につ

いては，それぞれの組成及び装荷されていた使用済燃料の照射条件を考

慮して，個々に推定
（２）

した。 

 使用済燃料集合体に付着したクラッドについては，付着するクラッド

量の多い冷却期間１年のＢＷＲの使用済燃料を年間1,000ｔ・ＵＰｒ受け入

れるとして，実績等を考慮して推定
（ ３ ）

した。 

 破損燃料から漏えいする放射性物質については，ＢＷＲ及びＰＷＲの

破損燃料を各々年間20体受け入れるとして推定した。 

なお，運転停止時に係る放射性物質量は，期間，工程等を考慮してよ
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り厳しく評価した。 

(２) 核種ごとの挙動

核種ごとの挙動については，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出した使

用済燃料中に含まれる核種並びにハル・エンドピース,ＣＢ・ＢＰ等に

含まれる放射化核種を，再処理施設内の各工程で同一の挙動を示す核種

に分類して個別に評価した。 

 個別に評価した核種は，トリチウム，よう素－129 及びその他核種で

ある。 

 その他核種に含まれる多様な核種は，各工程において不溶解残渣への

移行率，抽出廃液への移行率等が異なることから，「その他核種のうち

アルファ線を放出しない核種」として，テクネチウム，ルテニウム／ロ

ジウム，放射化核種（コバルト－60及びその他のＡＰ）及びその他のＦ

Ｐに，「その他核種のうちアルファ線を放出する核種」として，ウラン，

ネプツニウム，プルトニウム及びその他のアクチノイドに分けて評価
（２）

した。なお，プルトニウム－241の放射能は,「その他核種のうちアルフ

ァ線を放出しない核種」に加えるが，その挙動は他のプルトニウムと同

様であるので，プルトニウムとして一括して評価する。 

 使用済燃料中に含まれる核種並びにハル・エンドピース,ＣＢ・ＢＰ

等に含まれる放射化核種以外に考慮すべきものには，キュリウム等の核

分裂により生成する核種
（４）

があり，よう素－131を評価した。 

 分類して個別に評価した核種を第4.3－１表に，その他核種の各工程

における移行率を第4.2－２表に示す。 

(３) 機器の除染係数の評価

その他核種について, 高レベル廃液濃縮缶の除染係数は2×10
（ 1 8 ）

３，アル

カリ廃液濃縮缶の除染係数は1.1×10
（ 1 9 ）

４として放射性物質の放出量を推定
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する。 

その他核種について，第１低レベル廃液蒸発缶，第２低レベル廃液蒸

発缶及び第５低レベル廃液蒸発缶の除染係数は50，
（20）（21）

第６低レベル廃液蒸発

缶の除染係数は100，
（20）（21）

第１ろ過装置の除染係数は10
（22）（23）

４，第２ろ過装置及び

脱塩装置の除染係数は100
（24）（25）

として放射性物質の放出量を推定する。 

(４) 核種ごとの推定放出量

トリチウムは，水の状態で廃液中に移行し，使用済燃料中に保有する

全量を海洋放出管を経て放出するものとする。 

トリチウムの推定年間放出量を第4.2－５図に示す。

 よう素－129は，溶解施設の溶解槽及びよう素追い出し槽にて使用済

燃料中の全量が気体として移行するものとし，溶液中にわずかに残るよ

う素－129は，海洋放出管を経て放出するものとする。 

よう素－129の推定年間放出量を第4.2－２図に示す。 

 よう素－131は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯槽等で発生

した全量を海洋放出管を経て放出するものとする。 

よう素－131の推定年間放出量を第4.2－３図に示す。 

その他核種については，廃液の種類及び濃度に応じて，液体廃棄物の

廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶，低レベル廃液

処理設備の蒸発缶，ろ過装置，脱塩装置などを適切に組み合わせて処理

し，溶液中に残る放射性物質の量を低減化する。溶液中に残るわずかの

放射性核種は，海洋放出管を経て放出するものとする。 

その他核種の推定年間放出量を第4.3－２図に示す。 

 液体廃棄物の廃棄施設からの放射性物質の推定年間放出量を第4.3－

２表に示す。 
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 再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る施設を使用する場合においては，トリチウム及びよう素-129は，破

損燃料から漏えいする全量
（17）

を海洋放出管を経て放出するものとする。

使用済燃料集合体に付着したクラッドの脱離により発生するその他核種

は，低レベル廃液処理設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液

処理系の蒸発缶，ろ過装置，脱塩装置を適切に組み合わせて処理し，溶

液中に残る放射性物質の量を低減化する。溶液中に残るわずかの放射性

物質は，海洋放出管を経て放出するものとする。 

 再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る施設を使用する場合の液体廃棄物の廃棄施設からの放射性物質の推

定年間放出量を第4.3－３表に示す。 
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4.3.3 放出管理 

 液体廃棄物の放出に際しては，廃液中の放射性物質の濃度を測定して放

出量を算出し，放射性物質の海洋放出に起因する線量が「線量告示」（第

八条）に定められた線量限度を超えないようにするとともに，液体廃棄物

の放出管理目標値を下表のように設定し，これを超えないように努める。 

放出管理目標値は，「三、再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理

能力」の「Ａ．再処理を行う使用済燃料の種類」に基づく使用済燃料の仕

様のうち，冷却期間については，再処理施設に受け入れるまでの冷却期間

を12年，せん断処理するまでの冷却期間を15年として設定する。 

 核  種 放出管理目標値 (Ｂq／ｙ) 

 Ｈ － ３ 

 Ｉ － 129 

 Ｉ － 131 

 その他核種 

アルファ線を放出する核種

アルファ線を放出しない核種

9.7×10１５ 

4.3×10１０ 

1.0×10１１ 

3.6×10９  

9.5×10１０ 
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第4.3－1表 分類して個別に評価した核種（海洋） 

 使用済燃料に含まれる核種並びにハル・エンドピース 

及びＣＢ・ＢＰ等に含まれる放射化核種 

 １．トリチウム 

 ２．よう素－129 

 ３．その他核種 

(1) その他核種のうちアルファ線を放出しない核種

ａ．テクネチウム

ｂ．ルテニウム／ロジウム

ｃ．放射化核種

・コバルト－60

・その他のＡＰ

  ｄ．その他のＦＰ 

  ｅ．プルトニウム－241 

(2) その他核種のうちアルファ線を放出する核種

ａ．ウラン

ｂ．ネプツニウム

ｃ．プルトニウム

ｄ．その他のアクチノイド

キュリウム等の核分裂により生成する核種

 １．よう素－131 
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 第4.3－2表 海洋への放射性物質の推定年間放出量 

核 種 放射性物質の推定年間放出量 (Ｂq／ｙ) 

Ｈ －  3 約1.8 ×10１６ 

Ｉ － 129 約4.3 ×10１０ 

Ｉ － 131 約1.7 ×10１１ 

その他核種 約2.2 ×10１１ 

(注）その他核種のうち， 

アルファ線を放出する核種  約3.8×10
９ 

(Ｂq／ｙ) 

アルファ線を放出しない核種 約2.1×10
１１

(Ｂq／ｙ)
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第4.3－3表 再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料 

の受入れ及び貯蔵に係る施設を使用する場合の海 

洋への放射性物質の推定年間放出量 

核 種 放射性物質の推定年間放出量 (Ｂq／ｙ） 

Ｈ －  3 約5.6 ×10１０ 

Ｉ － 129 約3.3 ×10６ 

その他核種 約6.3 ×10９ 

(注）その他核種は，すべてアルファ線を放出しない核種 
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アルカリ廃液濃縮缶 
          濃縮液 

高レベル廃液濃縮缶 
          濃縮液 

分離施設, 精製施設, 分析 
設備等から 
（溶媒洗浄廃液，床ドレン等） 

 

油分除去系 
海洋放出 
管理系 

高レベル廃液貯蔵設備 

高 レ ベ ル 廃 液 濃 縮 系 

ア ル カ リ 廃 液 濃 縮 系 

第１低レベル廃液処理系 

第２低レベル廃液処理系 

洗濯廃液処理系 

使用済燃料の受入れ施設 
及び貯蔵施設 

第１酸回収系 

第２酸回収系 

高レベル廃液貯槽 

凝縮液 

高レベル廃液 
  処理設備 

凝縮液 

精製施設等から 

溶解施設， 
 分離施設等から 

酸及び溶媒の回収施設の 
溶媒回収設備から 
   （溶媒洗浄廃液） 

分離施設から 
     （抽出廃液） 
高レベル廃液ガラス固化 
廃ガス処理設備から 
     （洗浄廃液） 

溶解施設等から 
  （不溶解残渣廃液等） 

第１酸回収蒸発缶 

濃縮液 

回収水 
第１酸回収精留塔 
回収硝酸 

溶解施設等へ 
          （再利用） 

酸回収設備  

固体廃棄物の廃棄施設 
の高レベル廃液ガラス 
固化設備へ 

せん断処理施設，溶解施 
設，分離施設，精製施設， 
固体廃棄物の廃棄施設の 
高レベル廃液ガラス固化 
設備，分析設備等から 
（床ドレン，洗浄廃液等） 
 
脱硝施設，固体廃棄物の 
廃棄施設の低レベル固体 
廃棄物処理設備等から 
（空調ドレン等） 
 

分離施設, 精製施設等から 

固体廃棄物の廃棄施設 
の低レベル固体廃棄物 
処理設備へ 

低レベル廃液 
処理設備 

分離施設， 
    精製施設等へ 
          （再利用） 

第２酸回収蒸発缶 第２酸回収精留塔 

回収硝酸 

濃縮液 

海洋放出 

放出前貯槽 油分除去 
  装置 

第２低レベル廃液蒸発缶 

凝縮液 

濃縮液 

第１低レベル廃液蒸発缶 

凝縮液 

濃縮液 

洗濯廃液ろ過装置 
洗濯廃液 

機器ドレン等 
 

凝縮液 
濃縮液 

床ドレン等 
固体廃棄物の廃棄施設 
の低レベル固体廃棄物 
処理設備へ 

洗濯廃液等 
洗濯廃液ろ過装置 

使用済燃料の受入れ 
施設及び貯蔵施設へ 
    （再利用） 

第１ろ過 
  装置 

廃スラッジ 

第２ろ過装置 
        ＋脱塩装置 

廃スラッジ・廃樹脂 

使用済燃料輸送容器 
内部除染水等 

使用済燃料輸送容器 
内部水等 

処理済液 処理済液 

第５低レベル廃液蒸発缶 

処
理
を
必
要
と
し
な
い
廃
液 

第 4.3－1 図 液体廃棄物処理系統図 

凝縮液 

濃縮液 

第６低レベル廃液蒸発缶 
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凝縮液 

濃縮液 
（第１低レベル廃液蒸発缶） 

凝縮液 

濃縮液 
（第２低レベル廃液蒸発缶） 

（アルカリ廃液濃縮缶） 
濃縮液 

凝縮液 

濃縮液 

凝縮液 

（高レベル廃液濃縮缶） 

使用済燃料 
輸送容器内 
部除染水等 

使用済燃料の受入れ 
施設及び貯蔵施設へ 
（再利用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :9.4×10１０  Co-60  :4.4×10１０ 

 Ru/Rh  :4.8×10１３  その他のAP:1.3×10１１ 

 その他のFP:4.2×10１３  合計   :1.5×10１４ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :4.4×10１０  Pu     :2.3×10１２ 

 Np     :3.0×10１０  その他のAC:2.2×10１１ 

  合計   :2.6×10１２ 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.2×10９  Co-60  : 

 Ru/Rh  :4.8×10１０  その他のAP: 

 その他のFP:7.3×10９  合計＊   :9.8×10１０ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :3.9×10６  Pu     :1.6×10９ 

 Np     :1.1×10８  その他のAC: 

  合計   :1.7×10９ 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.8×10８  Co-60  :2.0×10７ 

 Ru/Rh  :2.3×10１０  その他のAP:5.6×10７ 

 その他のFP:4.0×10１０  合計＊   :9.9×10１0 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :5.5×10７  Pu     :1.5×10９ 

 Np     :3.3×10７  その他のAC:2.4×10８ 

  合計   :1.8×10９ 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.9×10９  Co-60  :8.9×10８ 

 Ru/Rh  :9.6×10１１  その他のAP:2.7×109 

 その他のFP:8.3×10１１  合計＊   :3.0×10１２ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :8.8×10８  Pu     :4.6×10１０ 

 Np     :6.0×10８  その他のAC:4.4×10９ 

  合計   :5.2×10１０ 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :9.1×10９  Co-60  :9.8×10８ 

 Ru/Rh  :1.2×10１２  その他のAP:2.8×10９ 

 その他のFP:2.0×10１２  合計＊   :5.0×10１２ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :2.7×10９  Pu     :7.3×10１０ 

 Np     :1.6×10９  その他のAC:1.2×10１０ 

  合計   :8.9×10１０ 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :9.7×10１４  Co-60  :1.8×10１４ 

 Ru/Rh  :2.4×10１８  その他のAP:1.8×10１４ 

 その他のFP:2.0×10１９  合計＊   :2.2×10１９ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :8.5×10１０  Pu     :5.0×10１４ 

 Np     :1.4×10１３  その他のAC:1.3×10１７ 

  合計   :1.3×10１７ 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :1.3×10１３  Co-60  : 

 Ru/Rh  :5.3×10１４  その他のAP: 

 その他のFP:8.0×10１３  合計＊   :1.1×10１５ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :4.3×10１０  Pu     :1.7×10１３ 

 Np     :1.2×10１２  その他のAC: 

  合計   :1.9×10１３ 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :9.6×10３  Co-60  :6.0×10７ 

 Ru/Rh  :3.6×10７  その他のAP:2.9×10７ 

 その他のFP:2.8×10８  合計＊  :8.5×10８ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :2.4×10６  Pu     :1.7×10７ 

 Np     :4.2×10３  その他のAC:1.2×10７ 

  合計   :3.1×10７ 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種＊＊ 

 Tc    :3.7×10８  Co-60   :4.1×10９ 

 Ru/Rh   :4.7×10１０  その他のAP:2.7×10９ 

 その他のFP:8.2×10１０  合計＊１  :2.1×10１１ 

その他核種のうちα線を放出する核種＊＊ 

 U     :1.3×10８  Pu    :3.0×10９ 

 Np    :6.7×10７  その他のAC:5.3×10８ 

  合計   :3.8×10９ 

 

分離施設の抽出廃 
液，酸回収設備の 
濃縮液等 

溶媒回収設備の 
アルカリ廃液 

分析設備等からの 
凝縮液等 

せん断処理施設， 
溶解施設，分離 
施設，精製施設 
等からの床ドレ 
ン，洗浄廃液等 

第１酸回収系， 
第２酸回収系から 
の回収水等 

せん断処理施設， 
溶解施設，分離施 
設，精製施設，分 
析設備等からの床 
ﾄﾞﾚﾝ，洗浄廃液等 

脱硝施設，高レベ 
ル廃液ガラス固化 
設備，低レベル固 
体廃棄物処理設備 
等からの空調ドレ 
ン等 

洗濯廃液 

蒸発濃縮 
DF=2,000 

蒸発濃縮 
DF=11,000 

ろ過 
DF=1 

油分除去 
DF=1 

第１放出前 
貯 槽 

 

蒸発濃縮 
DF=50 

蒸発濃縮 
DF=50 

DF: 除染係数（供給液放射性物質量／凝縮液等放射性物質量） 
Tc: ﾃｸﾈﾁｳﾑ Ru/Rh:ﾙﾃﾆｳﾑ/ﾛｼﾞｳﾑ Co:ｺﾊﾞﾙﾄ  U:ｳﾗﾝ  Np:ﾈﾌﾞﾂﾆｳﾑ 
Pu: ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ Ac:ｱｸﾁﾉｲﾄﾞ  放射性物質量の単位:Bq/y 
＊: α線を含まない核種の合計には Pu-241 の Bq 数も含む 
＊＊: 集計値を２倍して推定放出量とした 
 

低レベル固体廃棄物 
処理設備へ 

高レベル廃液貯蔵設備へ 

第１酸回収系へ 

高レベル廃液貯蔵設備へ 

海洋  
放出  

（洗濯廃液ろ過装置） 

第１酸回収系へ 
（再利用） 

床ドレン 

等 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :  Co-60  :3.7×10１０ 

 Ru/Rh  :  その他のAP:3.6×10１０ 

 その他のFP:  合計＊  :7.3×10１０ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :  Pu     : 

 Np     :  その他のAC: 

  合計   : 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :  Co-60  :1.6×10１１ 

 Ru/Rh  :6.1×10８  その他のAP:8.7×10１０ 

 その他のFP:4.4×10１０  合計＊   :2.9×10１１ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :  Pu     : 

 Np     :  その他のAC: 

  合計   : 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :  Co-60  :1.5×10１２ 

 Ru/Rh  :  その他のAP:1.5×10１２ 

 その他のFP:  合計＊   :3.0×10１２ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :  Pu     : 

 Np     :  その他のAC: 

  合計   : 

 

使用済燃料の受入 
れ施設及び貯蔵施 
設からの廃液等 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :  Co-60  :2.0×10９ 

 Ru/Rh  :6.1×10６  その他のAP:1.2×10９ 

 その他のFP:4.4×10８  合計＊   :3.7×10９ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :  Pu     : 

 Np     :  その他のAC: 

  合計   : 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :  Co-60  :2.0×10１１ 

 Ru/Rh  :6.1×10８  その他のAP:1.2×10１１ 

 その他のFP:4.4×10１０  合計＊   :3.7×10１１ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :  Pu     : 

 Np     :  その他のAC: 

  合計   : 

 

蒸発濃縮 
DF=100 

（第６低レベル廃液蒸発缶） 

機器ドレン等 

手洗い水等 
（洗濯廃液ろ過装置） 

（第１ろ過装置） 使用済燃料輸送 

容器内部水等 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :  Co-60  :6.0×10７ 

 Ru/Rh  :  その他のAP:2.9×10７ 

 その他のFP:  合計＊  :8.9×10７ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :  Pu    : 

 Np     :  その他のAC: 

  合計   : 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :  Co-60  :2.2×10１１ 

 Ru/Rh  :  その他のAP:1.4×10１１ 

 その他のFP:  合計＊  :3.6×10１１ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :  Pu     : 

 Np     :  その他のAC: 

  合計   : 

 

その他核種のうちα線を放出しない核種 

 Tc   :  Co-60  :3.5×10１４ 

 Ru/Rh  :  その他のAP:3.5×10１４ 

 その他のFP:  合計＊  :7.0×10１４ 

その他核種のうちα線を放出する核種 

 U    :  Pu     : 

 Np     :  その他のAC: 

  合計   : 

 

ろ過 

DF=1 

ろ過・脱塩 

DF=100 

ろ過 

DF=10,000 

（第２ろ過装置 
 ＋脱塩装置） 

低レベル固体廃棄物 
処理設備へ 

第 4.3－2 図 その他核種の推定年間放出量（海洋） 
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4.4 固体廃棄物処理 

4.4.1 固体廃棄物の種類と発生量 

 固体廃棄物の処理系統図を第4.4－１図に示す。 

 固体廃棄物には，ガラス固化体，ハル・エンドピース，低レベル濃縮廃

液の乾燥処理物及び固化体，廃溶媒の熱分解生成物並びに紙，布，フィル

タ，ポンプ等の雑固体等がある。 

 液体廃棄物発生量及び設計運転条件から推定した固体廃棄物の推定年間

発生量を第4.4－１表に示す。 

 固体廃棄物の処理は，以下のように行う。 

 (１) 高レベル廃液をガラス溶融炉でガラス固化したガラス固化体は，貯蔵

ピットに貯蔵する。 

 (２) ハル・エンドピースは，容器（ドラム）に詰め，貯蔵プール水中に貯

蔵する。 

 (３) 乾燥装置で乾燥処理した低レベル濃縮廃液の乾燥処理物は，圧縮成型

装置で圧縮成型した後，ドラム缶又は角型容器（以下「ドラム缶等」

という。）に詰め，固化装置でドラム缶内に固化した低レベル濃縮廃

液の固化体とともに，貯蔵室に貯蔵する。 

 (４) 熱分解装置で分解処理した廃溶媒の熱分解生成物は，圧縮成型装置で

圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。 

 (５) 廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する。 

 (６) 雑固体は，焼却可能なものは焼却装置で焼却した後，圧縮成型装置で

圧縮成型し，ドラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。また，焼却しな

いものは圧縮減容装置で圧縮減容した後，ドラム缶等に詰め，又は，

直接ドラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。また，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物燃料加工施設（以下、「ＭＯＸ燃料加工施設」とい
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う。）で発生しドラム缶等に詰められた雑固体は，そのまま貯蔵室に

貯蔵する。 

 (7) 雑固体のうち，低レベル廃液処理設備の油分除去系から発生する廃活

性炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶に詰め，貯蔵

室に貯蔵する。 

 (8) 使用済燃料集合体から取り外したＣＢ・ＢＰは，切断装置で切断しド

ラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。 
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4.4.2 保管廃棄 

 ガラス固化体は，ガラス固化体貯蔵設備に保管廃棄する。 

 これ以外の固体廃棄物を詰めたドラム缶等は，低レベル固体廃棄物貯蔵

設備に保管廃棄する。 

 固体廃棄物を貯蔵する建屋の主要部は，管理区域として管理する。 
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 第4.4－１表 固体廃棄物の推定年間発生量 

      種     類  推定年間発生量（注1)     備    考 

 ガラス固化体 
    約 1,000本 

        （注3) 

  高レベル廃液（注2） 

     約 520ｍ3 相当 

 低レベル濃縮廃液の 
    約 950本 

  低レベル濃縮廃液 

            乾燥処理物      約 560ｍ3 相当 

 低レベル濃縮廃液の 
      約 250本 

   低レベル濃縮廃液 

           固化体（注4）      約 30ｍ3 相当 

 廃 溶 媒 の       
    約 150本 

   廃 溶 媒 

        熱分解生成物      約 40ｍ3 相当 

 廃樹脂及び廃スラッジ     約 10ｍ3   

 ハル・エンドピース     約 400本 
     約 300ｔ 

   （廃棄物質量） 

 ＣＢ・ＢＰ 

     

       約 550本 

      （注5) 

     約 100ｔ（注5) 

   （廃棄物質量） 

 雑固体（注6）     約 4,300本 
     約 1,000ｔ相当 

  （発生時の廃棄物質量） 

 雑固体（注7）     約 50本      約  ９ｍ3    

雑固体（注8） 約 1,000本  

（注1)廃樹脂及び廃スラッジを除く廃棄物の貯蔵形態は貯蔵容器であり，高レベル 

    廃液にあってはガラス固化体，ハル・エンドピースにあっては1,000Ｌドラム， 

      その他にあっては200 ℓ ドラム缶換算の本数である。 

（注2）高レベル廃液は，高レベル濃縮廃液，不溶解残渣廃液，アルカリ濃縮廃液， 

      アルカリ洗浄廃液である。 

（注3)１本当たりの発熱量を約2.3ｋＷとした場合のガラス固化体の推定年間発生 

      量である。 

（注4)低レベル濃縮廃液処理系の固化装置のしゅん工後発生する。 

（注5)ＢＷＲ使用済燃料及びＰＷＲ使用済燃料を年間 400ｔ・ＵＰｒずつ再処理する 

      場合の推定年間発生量である。 

（注6)再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

      を使用して，使用済燃料の受入れ及び貯蔵を行う期間に発生する雑固体 

      の推定年間発生量は，200 ℓ ドラム缶換算で約 1,700本である。 

(注7)六ヶ所保障措置分析所から受入れる雑固体。 

(注 8)ＭＯＸ燃料加工施設で発生する雑固体。 
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5. 平常時における公衆の線量評価 

 平常時における公衆の線量評価は，｢線量告示｣に定められた線量限度を

超えないことはもとより，合理的に達成できる限り低いことを評価する。 

 敷地周辺の公衆の放射線被ばくが合理的に達成できる限り低いことを確

認するために行う線量の評価のうち，気体及び液体廃棄物の放出に起因す

る線量の評価は，放出低減化に係る処理設備設計の妥当性の確認の観点か

ら行う。一方，施設からの放射線に起因する線量の評価は，施設配置及び

遮蔽設計の妥当性の確認の観点から行う。このように評価の観点が異なる

ことから，それぞれの線量について別個に評価し，十分小さいことを確認

する。 
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5.1 放射性物質の放出に係る線量評価 

5.1.1 線量評価の前提 

5.1.1.1 評価の基本的な考え方 

 「事業指定基準規則」に適合するように，平常時における気体廃棄物中

及び液体廃棄物中の放射性物質による公衆の線量を評価する。 

 被ばく経路は，気体廃棄物中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく，

気体廃棄物中の放射性物質の地表沈着による外部被ばく，気体廃棄物中の

放射性物質の呼吸摂取による内部被ばく，農・畜産物摂取による内部被ば

く，液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく及び海産物摂取による内

部被ばくとする。 

 このうち，放射性雲からの外部被ばく，地表沈着による外部被ばく及び

呼吸摂取による内部被ばくの各経路については，敷地内には人の居住がな

いことから，将来の居住の可能性を考慮し，敷地境界外における人を対象

として線量を評価する。 

 一方，その他の経路については，現実に存在しうる人を評価対象とし，

農・畜産物摂取及び海産物摂取による内部被ばくについては，現地食品摂

取調査結果
（７）

に基づき，施設周辺において平均的な食生活を営む人を対象と

して線量を評価する。 

 公衆の実効線量については，被ばく経路ごとの線量を，次のように足し

合わせる。放射性雲からの外部被ばく，地表沈着による外部被ばく及び呼

吸摂取による内部被ばくは，１地点において同時に被ばくするものとし，

地点ごとにそれぞれの線量を加算し，その結果が最大となる地点での線量

を評価する。農・畜産物摂取及び海産物摂取による内部被ばくは，摂取さ

れる対象の流通形態
（７）

が複雑で線量の地域的分布を評価することが困難であ

るので，それぞれの経路における最大の線量を評価する。また，液体廃棄
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物中の放射性物質による外部被ばくは，現地漁労実態調査結果
（７）

に基づき，

重複して被ばくする成人を想定して，この経路における最大の線量を評価

する。 

 以上のようにして評価した経路ごとの最大の線量（放射性雲からの外部

被ばく，地表沈着による外部被ばく及び呼吸摂取による内部被ばくは，こ

れら３経路からの線量の合計の最大値）について，ある個人が重複して被

ばくするおそれはないが，それらを加算して評価結果とする。 

 なお，実効線量の評価については，現地食品摂取調査結果
（７）

から得られた

各年齢グループの食生活の態様を考慮し，食品摂取量の最も大きい成人を

対象として評価を行うが，内部被ばくについては，食生活の態様のほかに，

呼吸率並びに呼吸摂取及び経口摂取による実効線量係数も各年齢により異

なることが知られているので，「発電用軽水型原子炉施設の安全審査にお

ける一般公衆の線量評価について（平成元年３月27日原子力安全委員会了

承）」を参考として成人以外に幼児，乳児を対象とし，呼吸率，食品摂取

量並びに呼吸摂取及び経口摂取による実効線量係数の年齢依存性を考慮し，

成人以外の各年齢グループの実効線量の成人に対する割合を計算する。 

 公衆の皮膚の等価線量については，外部被ばく経路について評価し，被

ばく経路ごとの線量を次のように足し合わせる。放射性雲からの外部被ば

く及び地表沈着による外部被ばくは，１地点において同時に被ばくするも

のとし，地点ごとにそれぞれの線量を加算し，その結果が最大となる地点

での線量を評価する。また，液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく

は，現地漁労実態調査結果
（７）

に基づき，重複して被ばくする成人を想定して，

この経路における最大の線量を評価する。以上のようにして評価した経路

ごとの最大の線量（放射性雲からの外部被ばく及び地表沈着による外部被

ばくは，これら２経路からの線量の合計の最大値）について，ある個人が
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重複して被ばくするおそれはないが，それらを加算して評価結果とする。 

 なお，眼の水晶体の等価線量は，ガンマ線については皮膚の等価線量と

同程度
（６１）

であり，ベータ線については皮膚の等価線量よりも小さい
（６２）

ため，皮

膚の等価線量を評価することにより，眼の水晶体の等価線量についても等

価線量限度を十分下回ることを確認する。 
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5.1.1.2 評価に用いる放射性物質の放出量 

 放射性物質の放出に係る線量評価に当たり，気体廃棄物及び液体廃棄物

に含まれる放射性物質の核種別年間放出量は，「4.2.2 気体廃棄物の推

定放出量」及び「4.3.2 液体廃棄物の推定放出量」に示される推定年間

放出量に基づき設定する。 

 再処理施設からは多種類の核種が環境中に放出されるが，核種ごとの放

出量及び単位放出量当たりの線量寄与が異なるため，線量に有意な寄与を

及ぼす核種は個々の核種について（アルファ線を放出する核種については，

元素単位に）線量評価を行い，単独では線量に有意な寄与を及ぼさない核

種は，より厳しい結果となるようにその放出量を適切な核種に置き換えて

評価する。 

 核種ごとに評価する核種の選定においては，核種別年間放出量，実効線

量係数，環境中の移行パラメータ等を考慮し，実効線量又は皮膚の等価線

量のいずれかに有意な寄与を及ぼす核種を選定する。 

 

７－５－5



5.1.1.3 評価に用いる計算式及びパラメータ 

 線量の計算に当たっては，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象

指針（昭和57年１月28日原子力安全委員会決定）｣（以下「気象指針」と

いう。）を適用し，｢発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公

衆の線量評価について（平成元年３月27日原子力安全委員会了承）」を参

考とするとともに，周辺陸域及び海域の利用状況等の地域特性を考慮した

適切な解析モデル及びパラメータの値を用いる。 

 線量の計算に用いるパラメータは，その種類に応じて以下のとおり選定

する。 

 (１) 放出放射性物質の大気中及び海洋中の拡散に係る気象条件及び海象条

  件 

 敷地における気象観測及び前面海域における海象調査の結果に基づく

気象条件及び海象条件を用いる。 

(２) 農・畜・海産物及び漁具等への移行に係るパラメータ 

 発電用軽水型原子炉施設や先行再処理施設等，国内の原子力施設に係

る線量当量評価において使用された値を用いるとともに，必要に応じて，

国外における指針等の規制を目的とした文献の値を用いる。 

 ａ．農・畜産物への移行パラメータ 

 農・畜産物への移行パラメータは，先行再処理施設の線量当量評価に

用いられた値を参考とし，米国原子力規制委員会の規制指針1.109
（11）

の値

を用いる。 

 規制指針1.109に与えられていない作物及び元素については，用いる

解析モデルへの適合性を考慮し，それぞれ適切と考えられる文献の値を

用いる。 

 ただし，農作物へのよう素の移行パラメータが，最近の国内での実験
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データ等に基づき得られる場合には，その値を用いる。 

 さらに，上記各文献に該当するデータがない場合は，同一の作物に関

する最も値の大きい元素についての値を用いるか，又は，同一の元素に

関する他の作物に対する値と同じ値を用いる。 

 ｂ．海産物への移行パラメータ 

 放射性核種の海産物への移行の評価に当たっては，公衆の受ける年間

の線量を評価する観点から，濃縮係数法を採用することとし，海産物の

種類の分類方法及び海産物の濃縮係数は，先行再処理施設の線量当量評

価に使用されたものを用いる。ただし，海藻類の濃縮係数の引用に当た

っては，評価上海藻類を紅藻と褐藻とに分けずに，両者のうち大きい方

の値を用いる。 

 これまでの国内の原子力施設に係る線量評価において用いられていな

い核種の濃縮係数については，国外の指針等の文献の値を用いる。ただ

し，国内のフィールドデータが得られている場合には，これも考慮する。 

 ｃ．漁具等への移行パラメータ 

 漁具等への移行パラメータは，先行再処理施設の線量当量評価に使用

された値を用いる。その際，海水中から漁網への移行係数については，

前面海域で実際に使用されている漁網への放射性核種の移行についての

トレーサ実験結果も参考にする。 

 ｄ．親核種と放射平衡にある短半減期の娘核種に係る移行パラメータ 

  娘核種の半減期が十分短い放射平衡核種については，環境中において

娘核種は親核種と同一の移行をするとし，農・畜・海産物及び漁具等へ

の移行パラメータは，親核種のものを娘核種に対しても用いる。 
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 (３) 農・畜産業，漁業・漁労等の実態及び食生活の態様等の現地社会環境

  実態に係るパラメータ 

 敷地周辺地域を対象とした現地社会環境実態調査結果
（ ７ ）

から得られる敷

地周辺における標準的な値を用いる。敷地周辺における標準的な値とし

ては，六ヶ所村内の平均的な値を用いることとし，その値は，村内の一

般的な農・畜産業，漁業・漁労及び食品摂取の状況の調査結果を踏まえ，

村内を代表すると考えられるものを対象にして，統計資料等の村内の全

数調査の結果又は標本調査の結果から求める。 

 現地社会環境実態調査結果から得られるパラメータのうち，農作物へ

の放射性物質の移行評価に用いるものについては，収穫量及び摂取量の

観点から村内を代表すると考えられる農作物を対象にして求める。また，

収穫量等の年変動の考慮が必要なものについては，標準的と考えられる

調査期間を対象にして求める。 

 (4) 線量換算係数，核種データ（崩壊定数，ガンマ線エネルギ等）等のそ

  の他のパラメータ 

 外部被ばくに係る線量換算係数は，放射性物質の大気放出経路及び海

洋放出経路のそれぞれについて，信頼性を有する既存の文献の値を用い

る。 

 呼吸摂取及び経口摂取による内部被ばくに係る実効線量係数は，国

際放射線防護委員会（以下「ＩＣＲＰ」という。）の Publication 72

の実効線量係数
（８）

を用いる。 

呼吸摂取及び経口摂取による内部被ばくに係る実効線量係数は，核種

の化学形により異なるので，それぞれ法令に定められた実効線量係数が

最も大きくなる化学形を想定し，その化学形に対する値を用いる。 

 放射性よう素に起因する内部被ばくによる実効線量評価に関し，日本
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人の代謝データが考慮された実効線量係数がある場合には，それを用い

る。 

 その他，核種データ等についても，信頼性を有する既存の文献の値を

用いる。 
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5.1.2  気体廃棄物による線量の評価 

5.1.2.1  気体廃棄物中の放射性物質による空気中放射性物質濃度，年間平

    均地上空気中濃度及び年間平均地表沈着率の計算 

5.1.2.1.1  計算方法の概要 

 (１) 大気中の拡散 

 主排気筒を通じて大気中に放出された気体廃棄物中の放射性物質（気

体の放射性物質及び放射性エアロゾル）は，風とともに移動しながら拡

散・希釈される。 

 空気中における放射性物質濃度の計算は，気象指針に基づいて行う。 

 主排気筒を通じての大気中への放射性物質の放出は，気象指針にいう

連続放出と見なせるので，１年間の気象資料を統計処理して求めた気象

条件に基づき，線量計算地点（以下「着目地点」という。）における年

間の平均濃度として求める。ここで，放射性物質の着目地点に向かう間

の物理的減衰は無視する。 

 放射性物質の年間平均濃度の計算に当たっては，風が放出点から見て

着目地点を含む方位（以下「着目方位」という。）に向かう場合及びそ

の隣接方位に向かう場合の寄与を合算する。着目方位の年間平均濃度の

計算には，風向別大気安定度別風速逆数の総和を用い，風向が１方位内

で一様に変動するとして濃度の平均化を行う。 

 (２) 地表への沈着 

 大気中を拡散する放射性物質は，拡散しながら徐々に地表（地表付近

に存在する農作物表面等を含む。）に沈着する。大気中放射性物質の地

表沈着の評価では，乾燥沈着速度を用いた乾燥沈着の評価に加え，降水

による大気中放射性物質の洗浄沈着にも留意する。 

 地表への乾燥沈着速度としては，よう素を含めたすべての放射性エア
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ロゾルに対して，「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公

衆の線量評価について（平成元年３月27日原子力安全委員会了承）」を

参考として，0.01ｍ／ｓを採用する。 

 降水沈着の評価モデルは，国外における指針等で採用
（12）（13）

されている解析

モデルを参考として，降水洗浄係数を用いる方法を採用する。 

 降水洗浄係数は，鉛直方向の高さに依存しない，鉛直方向平均降水洗

浄係数として与える。降水洗浄係数は，降水強度等の気象的な要因及び

沈着物質の性質によって変化することが知られている。ここでは，H.D.

Brenkら
（６）

が1981年にそれまでの知見を整理して導いた，降水強度のべき

乗に比例する式を採用する。 

 なお，雪による洗浄効果は，等しい降水強度における雨の洗浄効果よ

り小さいこと
（55）

から，雨についての降水洗浄係数を年間にわたり適用する。 

  放射性物質の地表への沈着に関し，大気中の物質が地表沈着により除

去されることによる空気中放射性物質濃度の減少は無視する。 

 また，地表沈着による外部被ばく及び農・畜産物摂取による内部被ば

くからの線量の評価における放射性物質の地表沈着量の計算に当たって

は，長期蓄積を考慮する。 

 (３) 農・畜産物への移行 

 大気中の放射性物質の沈着に関し，作物への乾燥沈着率及び降水沈着

率の計算に当たっては，根菜及び水稲（米）のように作物全体に対して

可食部が限定される作物の摂取による線量を，より現実的な移行モデル

を用いて評価するために，地表への乾燥沈着率及び降水沈着率に対して

作物の葉面付着割合を用いる。また，作物の収穫時点における可食部中

への放射性物質の移行・残留量は，作物の葉面から可食部への移行割合

を用いて評価する。 
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 葉面付着割合が，大気中放射性物質の沈着時点での作物体内への吸収・

残留量を求めるために用いるパラメータであるのに対して，可食部への

移行割合は，収穫時における農作物可食部中放射性物質量の，収穫時に

おける農作物中の全放射性物質量に対する比（それぞれ，経根吸収分を

除く。）として定義されるパラメータである。 

 放射性物質の地表沈着量に基づく経根吸収の評価においては，収穫時

における農作物可食部中の経根吸収に起因する放射性物質濃度の，収穫

時における土壌中放射性物質濃度に対する比として定義される土壌から

作物への移行係数を用いて，長期蓄積を考慮した農作物への移行評価を

行う。 

 トリチウム及び炭素－14については，天然の水素及び炭素による同位

体希釈を考慮し，農作物への移行を地上空気中濃度に基づく比放射能法

により評価する。 

  トリチウム及び炭素－14の畜産物への移行係数は，現地の実態を反映

したパラメータとして，飼料作物中及び畜産物中の水素及び炭素の質量

割合，並びに，現地社会環境実態調査結果から得られる飼料作物摂取量

を用いて計算により求める。 

 

5.1.2.1.2 計算のための前提条件 

 (１) 放出源の有効高さ 

 主排気筒の有効高さは，地上高に吹上げ高さを加算したものを，風洞

実験により補正した値とする。主排気筒の有効高さを，第5.1－１表に

示す。 

 (２) 気象条件 

 気象条件は，敷地内における平成25年４月から平成26年３月までの１

（７） 
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年間の観測による気象資料を，気象指針等に基づき統計処理した結果を

使用する。 

 大気拡散の計算に使用する方位別大気安定度別風速逆数の総和は，主

排気筒について第5.1－２表に示すとおりである。 

 また，降水沈着の計算に使用する方位別大気安定度別無降水期間割合

及び方位別大気安定度別降水強度は，主排気筒についてそれぞれ第5.1

－３表及び第5.1－４表に示すとおりである。 

 

5.1.2.1.3  空気中放射性物質濃度の計算式 

 平常時における放射性物質の空気中濃度は，風向，風速，その他の気象

条件がすべて一様に定常であって，放射性物質が放出源から定常的に放出

され，かつ，地形が平坦であるとした場合に，放射性物質の空間濃度分布

が水平方向，鉛直方向ともに正規分布になると仮定された(5.1－１)式の

拡散式を基本として計算する。 

 この場合，拡散式の座標は，放出源直下の地表を原点に，風下方向をx

軸，水平面上の直角方向をy軸，鉛直方向をz軸とする直角座標である。 

    χ(x,y,z) ＝                   ・exp(－         ) 

            

           ・ exp  －          ＋exp  － 

 

         ……………………………………………………（5.1－１) 

  ここで， 

   χ(x,y,z)：点(x,y,z)における空気中放射性物質濃度（Ｂq／ｍ３) 

   Ｑ ：放射性物質の放出率（Ｂq／ｓ） 

   Ｕ ：放出源高さを代表する風速(ｍ／ｓ） 

２π・σy・σz・Ｕ        ２σy
２ 

Ｑ             y２ 

(z－Ｈ)２       (z＋Ｈ)２ 
２σz

２        ２σz
２ 

７－５－13



   Ｈ ：放出源の有効高さ（ｍ） 

   σy ：濃度分布のy方向の拡がりのパラメータ (ｍ) 

   σz ：濃度分布のz方向の拡がりのパラメータ (ｍ) 

 濃度分布の拡がりのパラメータσy及びσzは，気象指針に示される方法

に従って計算する。 

 

5.1.2.1.4  年間平均地上空気中濃度の計算式 

 (１) 計算に用いる基本式 

 放射性物質の地表面上（以下「地上」という。）の濃度分布は，放射

性物質の着目地点に向かう間の減衰を無視すると，(5.1－２)式により

表される。 

χ(x,y,0) ＝                 ・exp(－         ) ・exp(－         ) 

          ……………………………………………………（5.1－２) 

 ここで， 

  χ(x,y,0)：点(x,y,0)における放射性物質の濃度（Ｂq／ｍ３) 

  Ｑ ：放出率（Ｂq／ｓ） 

  Ｕ ：風速（ｍ／ｓ） 

  Ｈ ：放出源の有効高さ（ｍ） 

  σy ：濃度分布のy方向の拡がりのパラメータ (ｍ) 

  σz ：濃度分布のz方向の拡がりのパラメータ (ｍ) 

 年間平均地上空気中濃度を計算するに当たっては，着目方位及びその

隣接方位の寄与を考慮する。このため，着目方位及びその隣接方位の寄

与をそれぞれの方位の年間平均気象データを用いて求め，それぞれの寄

与について着目方位内での平均化を行い，着目方位への寄与を総計する

π・σy・σz・Ｕ        ２σy
２              ２σz

２ 
Ｑ               y２            Ｈ２ 
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という方法を用いる。 

 着目方位及びその隣接方位の寄与について着目方位内での平均化を行

い，地上空気中濃度の方位内平均値χを求める計算の基本は，(5.1－

３)式のように示される。 

   χ＝Σ〔                    ・exp(－        ）・Ｆj １ 

 

      ＋                    ・exp(－        ）・Ｆj ２ 

 

      ＋                    ・exp(－        ）・Ｆj ３ 〕 

 

    ＝Σ〔Ｑ・χｎ j１・(      ）＋Ｑ・χｎ j２・(      ） 

 

      ＋Ｑ・χｎ j３・(      ）〕………………………（5.1－３） 

 

    χｎ j１ ＝               ・exp(－        ）・Ｆｊ１ 

 

    χｎ j２ ＝               ・exp(－        ）・Ｆｊ２ 

 

    χｎ j３ ＝               ・exp(－        ）・Ｆｊ３ 

  ここで， 

   σy j＝σy j（x）：風下距離x(ｍ）における大気安定度 j のときの 

           σy （ｍ） 

   σz j＝σz j（x）：風下距離x(ｍ）における大気安定度 j のときの 

           σz （ｍ） 

π・σy j・σz j・Ｕ j１     ２σz j
２ 

Ｑ          Ｈ１
２ 

π・σy j・σz j・Ｕ j２     ２σz j
２ 

Ｑ         Ｈ２
２ 

π・σy j・σz j・Ｕ j３     ２σｚ j
２ 

Ｑ         Ｈ３
２ 

  Ｆ 

 j＝Ａ Ｕ j１           Ｕ j２ 
１          １ 

Ｕ j３ 
１ 

π・σy j・σz j     ２σz j
２ 

1         Ｈ１
２ 

π・σy j・σz j     ２σz j
２ 

1         Ｈ２
２ 

π・σy j・σz j     ２σz j
２ 

1         Ｈ３
２ 

  Ｆ 

 j＝Ａ 
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   Ｕ j１：大気安定度 j のときの着目方位の風速（ｍ／ｓ） 

  Ｕ j２，Ｕ j３：大気安定度 j のときの隣接方位の風速(ｍ／ｓ） 

  Ｈ１ ：着目方位に対する放出源の有効高さ（ｍ） 

  Ｈ２ ，Ｈ３ ：隣接方位に対する放出源の有効高さ（ｍ） 

  Ｆ j１：大気安定度 j のときの着目方位の濃度の平均化の係数 

  Ｆ j２，Ｆ j３：大気安定度 j のときの隣接方位の濃度の平均化の係数 

  χｎ j１ ：風が着目方位に向かっており，単位放出率（１Ｂq／ｓ）， 

       単位風速(１ｍ／ｓ）及び大気安定度が j であるときの着 

      目地点における地上空気中濃度の方位内平均値(Ｂq／ｍ３) 

  χｎ j２，χｎ j３：それぞれ風が着目方位に隣接する方位に向かってお 

       り，単位放出率(１Ｂq／ｓ），単位風速（１ｍ／ｓ）及び 

       大気安定度が j であるときの着目地点における地上空気 

      中濃度の方位内平均値（Ｂq／ｍ３) 

 なお，濃度の平均化の係数，Ｆ j１，Ｆ j２及びＦ j３は，(5.1－４)式に

より示される。 

 

 Ｆ j１＝                              ……………………（5.1－４） 

 

 Ｆ j２＝Ｆ j３＝ 

 

     y１ ＝         ×     ＝πx／16 

 

     y２ ＝         ×     ＝３πx／16 

 

exp(－          ）dy 
２σy j

２ 
 y２ 

∫ 
 y1 

0 
 y１ 

exp(－         ）dy－ 
２σy j

２ 
 y２ 

∫ 
 y２ 

0 
 y２ － y１  

∫ exp(－         ）dy 
２σy j

２ 
 y２  y1 

0 

２πx 
16 ２ 

１ 

２πx 
16 ２ 

３ 
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  ここで， 

      x ：放出点から着目地点までの距離（ｍ） 

 (２) 年間平均地上空気中濃度の計算式 

 単位放出率(１Ｂq／ｓ）及び単位風速（１ｍ／ｓ）のときの地上空気 

中濃度の方位内平均値を用いると，着目地点における年間平均地上空気 

中濃度は，(5.1－５)式により計算される。 

        χ ＝Σ (χjＬ＋χjＬ－１＋χjＬ＋１） 

 

     ＝Σχ jＬ＋Σχ jＬ－１＋Σχ jＬ＋１ …………………（5.1－５） 

 

    χ jＬ＝Ｑ・χｎ jＬ ・      ・Ｓ jＬ 

 

    χ jＬ－１＝Ｑ・χｎ jＬ－１ ・     ・Ｓ jＬ－１ 

 

    χ jＬ＋１＝Ｑ・χｎ jＬ＋１ ・     ・Ｓ jＬ＋１ 

 

    χｎ jＬ ＝               ・ exp（－        ）・Ｆ j１ 

 

    χｎ jＬ－１ ＝               ・ exp（－         ）・Ｆ j２ 

 

    χｎ jＬ＋１ ＝               ・ exp（－         ）・Ｆ j３  

   ここで， 

    χ  ：着目地点における年間平均地上空気中濃度（Ｂq／ｍ３) 

    χ jＬ ：風が着目方位Ｌに向かっており，大気安定度が j である 

 Ｆ 

 j＝Ａ 

 j 

１ 
Ｎｔ 

Ｎｔ 
１ 

Ｎｔ 
１ 

π・σy j・σz j 
１ 

π・σy j・σz j 
１ 

π・σy j・σz j 
１ 

２σz j
２  

ＨＬ
２ 

２σz j
２  

ＨＬ－１
２ 

２σz j
２  

ＨＬ＋１
２ 

 j  j 
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        ときの着目地点における年間平均地上空気中濃度の方位内 

        平均値（Ｂq／ｍ３) 

    χ jＬ－１，χ jＬ＋１：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向かっ 

        ており，大気安定度が j であるときの着目地点における

        年間平均地上空気中濃度の方位内平均値（Ｂq／ｍ３) 

    χｎ jＬ ：風が着目方位Ｌに向かっており，単位放出率(１Ｂq／ｓ）， 

           単位風速(１ｍ／ｓ）及び大気安定度が j であるときの着目

        地点における地上空気中濃度の方位内平均値(Ｂq／ｍ３) 

    χｎ jＬ－１，χｎ jＬ＋１：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向か

        っており，単位放出率(１Ｂq／ｓ），単位風速(１ｍ／ｓ）

        及び大気安定度が j であるときの着目地点における地上

        空気中濃度の方位内平均値（Ｂq／ｍ３) 

    Ｑ  ：放射性物質の年間放出量が，１年間一様に連続して放出さ

        れるとしたときの放出率（Ｂq／ｓ） 

    Ｎｔ  ：総観測回数（8,760) 

    Ｓ jＬ  ：着目方位Ｌに関する，大気安定度が j であるときの風速

        逆数の総和（ｓ／ｍ） 

    Ｓ jＬ－１，Ｓ jＬ＋１：それぞれ着目方位Ｌに隣接する方位に関する，大

気安定度が j であるときの風速逆数の総和（ｓ／ｍ） 

 

5.1.2.1.5  年間平均地表沈着率の計算式 

 (１) 計算に用いる基本式 

 地表沈着率は，乾燥沈着率と降水沈着率とに分けて評価する。 

 乾燥沈着率は，乾燥沈着速度と放射性物質の地上空気中濃度との積と

して，(5.1－６)式により求められる。 
（５） 
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    ＤＧ（x,y）＝Ｖｇ・χ(x,y,0) …………………………（5.1－６） 

   ここで， 

    ＤＧ（x,y)：地表の点(x,y) における乾燥沈着率（Ｂq／ｍ２／ｓ） 

     Ｖｇ     ：乾燥沈着速度（ｍ／ｓ） 

     χ(x,y,0)：点(x,y,0)における放射性物質の濃度（Ｂq／ｍ３) 

 着目方位及びその隣接方位の寄与を考慮した乾燥沈着率の方位内平均

値ＤＧは，地上空気中濃度の方位内平均値χを用いて，(5.1－７)式に

より求められる。 

    ＤＧ ＝Ｖｇ・χ 

   ＝Ｖｇ ・Σ〔                   ・exp(－         ）・Ｆj１ 

  

        ＋                   ・exp(－         ）・Ｆj２ 

 

        ＋                   ・exp(－         ）・Ｆj３〕 

 

   ＝Ｖｇ ・Σ〔Ｑ・χｎｊ１・(      ）＋Ｑ・χｎｊ２・(      ） 

 

        ＋Ｑ・χｎｊ３・(      ）〕 ………………（5.1－７） 

 また，降水沈着率は，降水洗浄係数と空気中放射性物質濃度との積を

鉛直方向に積分することにより，(5.1－８)式により求められる。 

    ＤＧ (x,y) ＝   Λ・χ(x,y,z）dz  …………………（5.1－８） 

   ここで， 

     ＤＧ (x,y)：地表の点(x,y）における降水沈着率（Ｂq／ｍ２／ｓ） 

ｄ 

ｄ 

ｄ 

 Ｆ 

 j＝Ａ π・σy j・σz j・Ｕj１ 
Ｑ 

２σz j
２ 

Ｈ１
２ 

π・σｙｊ・σz j・Ｕj２ 
Ｑ 

２σz j
２ 

Ｈ２
２ 

π・σｙｊ・σz j・Ｕj３ 
Ｑ 

２σz j
２ 

Ｈ３
２ 

 Ｆ 

 j＝Ａ Ｕｊ１ 
１ 

Ｕ j２ 
１ 

Ｕｊ３ 
１ 

ｒ ∫ 
∞ 

0 

ｒ 

ｄ 

（６） 
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    Λ     ：降水洗浄係数（ｓ－１） 

  χ(x,y,z）：点(x,y,z）における空気中放射性物質濃度（Ｂq／ｍ３)

 降水洗浄係数は鉛直方向の高さzに依存しない。すなわち，鉛直方向

平均降水洗浄係数とすると，(5.1－８)式は(5.1－９)式となる。 

    ＤＧ (x,y) ＝Λ・   χ(x,y,z）dz  …………………（5.1－９） 

 着目方位及びその隣接方位の寄与について着目方位内での平均化を行

い，降水沈着率の方位内平均値ＤＧ を求める計算の基本は，（5.1－10）

式のように示される。 

    ＤＧ ＝Σ〔Λｊ１・ 

 

      ×[exp｛－           ｝＋ exp｛－           ｝]・Ｆｊ１dz 

 

        ＋Λｊ２・ 

 

      ×[exp｛－           ｝＋ exp｛－           ｝]・Ｆｊ２dz 

 

        ＋Λｊ３・ 

 

      ×[exp｛－           ｝＋ exp｛－           ｝]・Ｆｊ３dz〕 

 

      ＝Σ〔Λｊ１・  Ｑ・χｎｊ１ ・（      ）dz 

 

        ＋Λｊ２・  Ｑ・χｎｊ２ ・（      ）dz 

ｒ ∫ 
∞ 

0 

ｒ 

ｒ ∫ 
∞ 

0 ２π・σy j・σz j・Ｕｊ１ 
Ｑ  Ｆ 

 j＝Ａ 

２σz
２ 

（ z－Ｈ１)２ 

２σz
２ 

（ z＋Ｈ１)２ 

∫ 
∞ 

0 ２π・σy j・σz j・Ｕｊ２ 
Ｑ 

２σz
２ 

（ z－Ｈ２)２ 

２σz
２ 

（ z＋Ｈ２)２ 

∫ 
∞ 

0 ２π・σy j・σz j・Ｕｊ３ 
Ｑ 

２σz
２ 

（ z－Ｈ３)２ 

２σz
２ 

（ z＋Ｈ３)２ 

 Ｆ 

 j＝Ａ ∫ 
∞ 

0 
z 

Ｕｊ１ 
１ 

∫ 
∞ 

0 
z 

Ｕｊ２ 
１ 

（６） 
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        ＋Λｊ３・  Ｑ・χｎｊ３ ・（      ）dz〕 

        ……………………………………………………（5.1－10) 

    χｎｊ１ ＝ 

 

      ×[exp｛－           ｝＋ exp｛－           ｝]・Ｆｊ１ 

 

    χｎｊ２ ＝ 

 

      ×[exp｛－           ｝＋ exp｛－           ｝]・Ｆｊ２ 

 

    χｎｊ３ ＝ 

 

      ×[exp｛－           ｝＋ exp｛－           ｝]・Ｆｊ３ 

   ここで， 

    Λｊ１  ：風が着目方位に向かっており，大気安定度が j であると

        きの降水洗浄係数（ｓ－１） 

    Λｊ２，Λｊ３：それぞれ風が着目方位に隣接する方位に向かっており，

        大気安定度が j であるときの降水洗浄係数（ｓ－１） 

    χｎｊ１ ：風が着目方位に向かっており，単位放出率（１Ｂq／ｓ）， 

        単位風速(１ｍ／ｓ）及び大気安定度が j であるときの着 

        目地点における空気中濃度の方位内平均値の鉛直方向分布 

        （Ｂq／ｍ３) 

    χｎｊ２，χｎｊ３：それぞれ風が着目方位に隣接する方位に向かってお

∫ 
∞ 

0 
z 

Ｕｊ３ 
１ 

z 

２π・σyｊ・σzｊ 
１ 

２σz
２ 

（ z－Ｈ１)２ 

２σz
２ 

（ z＋Ｈ１)２ 

２σz
２ 

（ z－Ｈ２)２ 

２σz
２ 

（ z＋Ｈ２)２ 

２π・σyｊ・σzｊ 
１ z 

２σz
２ 

（ z－Ｈ３)２ 

２σz
２ 

（ z＋Ｈ３)２ 

２π・σyｊ・σzｊ 
１ 

z 

z 

z z 
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        り，単位放出率(１Ｂq／ｓ），単位風速（１ｍ／ｓ）及び 

        大気安定度が j であるときの着目地点における空気中濃 

        度の方位内平均値の鉛直方向分布（Ｂq／ｍ３) 

 (２) 年間平均地表沈着率の計算式 

 年間平均地表沈着率は，無降水期間と降水期間とに分けて評価する。

すなわち，無降水期間中の年間平均乾燥沈着率，降水期間中の年間平均

乾燥沈着率及び降水期間中の年間平均降水沈着率に分けて計算する。 

 単位放出率(１Ｂq／ｓ）及び単位風速（１ｍ／ｓ）のときの地上空気

中濃度の方位内平均値及び空気中濃度の方位内平均値の鉛直方向分布を

用いると，着目地点における無降水期間中の年間平均乾燥沈着率，降水

期間中の年間平均乾燥沈着率及び降水期間中の年間平均降水沈着率は，

それぞれ(5.1－11)式～(5.1－13)式により計算される。 

  （無降水期間） 

    ＤＧ ＝ΣＤＧｊＬ ＋ΣＤＧｊＬ－１ ＋ΣＤＧｊＬ＋１ …………（5.1－11） 

    ＤＧｊＬ ＝ＦｒｊＬ・Ｖｇ ・χｊＬ 

       ＝ＦｒｊＬ・Ｖｇ ・Ｑ・χｎｊＬ・   ・ＳｊＬ 

 

    ＤＧｊＬ－１ ＝ＦｒｊＬ－１・Ｖｇ・χｊＬ－１ 

        ＝ＦｒｊＬ－１・Ｖｇ・Ｑ・χｎｊＬ－１・   ・ＳｊＬ－１ 

 

    ＤＧｊＬ＋１ ＝ＦｒｊＬ＋１・Ｖｇ・χｊＬ＋１ 

        ＝ＦｒｊＬ＋１・Ｖｇ・Ｑ・χｎｊＬ＋１・   ・ＳｊＬ＋１ 

 

ｄ ｄ ｄ ｄ 

ｊ ｊ ｊ 

Ｎｔ 
１ 

ｄ 

ｄ 

Ｎｔ 
１ 

Ｎｔ 
１ 

ｄ 
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  （降水期間） 

    ＤＧ  ＝ΣＤＧｊＬ ＋ΣＤＧｊＬ－１ ＋ΣＤＧｊＬ＋１ …………（5.1－12） 

    ＤＧｊＬ ＝（１－ＦｒｊＬ）・Ｖｇ・χｊＬ 

       ＝（１－ＦｒｊＬ）・Ｖｇ・Ｑ・χｎｊＬ ・     ・ＳｊＬ 

    ＤＧｊＬ－１ ＝（１－ＦｒｊＬ－１）・Ｖｇ・χｊＬ－１ 

         ＝（１－ＦｒｊＬ－１）・Ｖｇ・Ｑ・χｎｊＬ－１・    ・ＳｊＬ－１ 

    ＤＧｊＬ＋１ ＝（１－ＦｒｊＬ＋１）・Ｖｇ・χｊＬ＋１ 

         ＝（１－ＦｒｊＬ＋１）・Ｖｇ・Ｑ・χｎｊＬ＋１・    ・ＳｊＬ＋１ 

    ＤＧ ＝ΣＤＧｊＬ ＋ΣＤＧｊＬ－１ ＋ΣＤＧｊＬ＋１ …………（5.1－13） 

 

    ＤＧｊＬ ＝（１－ＦｒｊＬ）・ΛｊＬ・  χｊＬdz 

 

     ＝（１－ＦｒｊＬ）・ΛｊＬ・  Ｑ・χｎｊＬ・  ・ＳｊＬdz 

 

    ＤＧｊＬ－１ ＝（１－ＦｒｊＬ－１）・ΛｊＬ－１・  χｊＬ－１dz 

 

     ＝（１－ＦｒｊＬ－１）・ΛｊＬ－１・  Ｑ・χｎｊＬ－１・  ・ＳｊＬ－１dz 

 

    ＤＧｊＬ＋１ ＝（１－ＦｒｊＬ＋１）・ΛｊＬ＋１・  χｊＬ＋１dz 

 

 

 

ｄｒ 

ｊ 

ｄｒ ｄｒ 

ｊ ｊ 

ｄｒ 

ｄｒ 

Ｎｔ 
１ 

ｄｒ 

Ｎｔ 
１ 

ｄｒ 

Ｎｔ 
１ 

ｒ ｒ ｒ ｒ 

ｊ ｊ ｊ 

ｒ ∫ 
∞ 

0 
z 

∫ 
∞ 

0 
z 

Ｎｔ 
１ 

∫ 
∞ 

0 
z 

Ｎｔ 
１ 

ｒ ∫ 
∞ 

0 
z 

ｒ ∫ 
∞ 

0 
z 
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     ＝（１－ＦｒｊＬ＋１）・ΛｊＬ＋１・  Ｑ・χｎｊＬ＋１・  ・ＳｊＬ＋１dz 

 

   ここで， 

    ＤＧ  ：着目地点における無降水期間中の年間平均乾燥沈着率 

        （Ｂq／ｍ２／ｓ） 

      ＤＧｊＬ：風が着目方位Ｌに向かっており，大気安定度が j である

        ときの着目地点における無降水期間中の年間平均乾燥沈着

        率の方位内平均値（Ｂq／ｍ２／ｓ） 

    ＤＧｊＬ－1，ＤＧｊＬ＋1：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向か

        っており，大気安定度が j であるときの着目地点におけ

        る無降水期間中の年間平均乾燥沈着率の方位内平均値 

        （Ｂq／ｍ２／ｓ） 

    ＦｒｊＬ：風が着目方位Ｌに向かっており，大気安定度が j である

        ときの無降水期間割合 

    ＦｒｊＬ－1，ＦｒｊＬ＋1：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向か

        っており，大気安定度が j であるときの無降水期間割合 

    Ｖｇ  ：乾燥沈着速度 

         希ガス，トリチウム及び炭素－14：0  

         その他            ：0.01 

    χｊＬ ：風が着目方位Ｌに向かっており，大気安定度が j である

        ときの着目地点における年間平均地上空気中濃度の方位内

        平均値（Ｂq／ｍ３) 

    χｊＬ－1，χｊＬ＋1：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向かっ

        ており，大気安定度が j であるときの着目地点における

∫ 
∞ 

0 
z 

Ｎｔ 
１ 

ｄ 

ｄ 

ｄ ｄ 

(ｍ／ｓ) 

（５） 
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        年間平均地上空気中濃度の方位内平均値（Ｂq／ｍ３) 

    χｎｊＬ ：風が着目方位Ｌに向かっており，単位放出率(１Ｂq／ｓ）， 

        単位風速(１ｍ／ｓ）及び大気安定度が j であるときの着

        目地点における地上空気中濃度の方位内平均値(Ｂq／ｍ３) 

    χｎｊＬ－１，χｎｊＬ＋１：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向か

        っており，単位放出率(１Ｂq／ｓ），単位風速(１ｍ／ｓ）

        及び大気安定度が j であるときの着目地点における地上

        空気中濃度の方位内平均値（Ｂq／ｍ３) 

    Ｑ  ：放射性物質の年間放出量が，１年間一様に連続して放出さ

        れるとしたときの放出率（Ｂq／ｓ） 

    Ｎｔ  ：総観測回数（8,760) 

    ＳｊＬ  ：着目方位Ｌに関する，大気安定度が j であるときの風速 

        逆数の総和（ｓ／ｍ） 

    ＳｊＬ－１，ＳｊＬ＋１：それぞれ着目方位Ｌに隣接する方位に関する，大

        気安定度が j であるときの風速逆数の総和（ｓ／ｍ） 

    ＤＧ  ：着目地点における降水期間中の年間平均乾燥沈着率 

        （Ｂq／ｍ２／ｓ） 

    ＤＧｊＬ：風が着目方位Ｌに向かっており，大気安定度が j である 

        ときの着目地点における降水期間中の年間平均乾燥沈着率

        の方位内平均値（Ｂq／ｍ２／ｓ） 

    ＤＧｊＬ－１，ＤＧｊＬ＋１：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向か

        っており，大気安定度が j であるときの着目地点におけ

        る降水期間中の年間平均乾燥沈着率の方位内平均値 

        （Ｂq／ｍ２／ｓ） 

 

ｄｒ 

ｄｒ 

ｄｒ ｄｒ 
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ＤＧ  ：着目地点における降水期間中の年間平均降水沈着率 

（Ｂq／ｍ２／ｓ） 

ＤＧｊＬ：風が着目方位Ｌに向かっており，大気安定度が j である

ときの着目地点における降水期間中の年間平均降水沈着率 

の方位内平均値（Ｂq／ｍ２／ｓ） 

ＤＧｊＬ－１，ＤＧｊＬ＋１：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向か

っており，大気安定度が j であるときの着目地点におけ

る降水期間中の年間平均降水沈着率の方位内平均値 

（Ｂq／ｍ２／ｓ） 

ΛｊＬ ：風が着目方位Ｌに向かっており，大気安定度が j である

ときの降水洗浄係数 

希ガス，トリチウム及び炭素－14：０ 

その他：ΛｊＬ＝ 1.2×10－４（ＩｊＬ）0. 5  

ΛｊＬ－１，ΛｊＬ＋１：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向かっ

ており，大気安定度が j であるときの降水洗浄係数

希ガス，トリチウム及び炭素－14：０ 

その他：ΛｊＬ±１＝1.2×10－４ (ＩｊＬ±１) 0. 5  

ＩｊＬ ：風が着目方位Ｌに向かっており，大気安定度が j である

ときの降水強度（ｍｍ／ｈ） 

ＩｊＬ－１，ＩｊＬ＋１：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向かっ

ており，大気安定度が j であるときの降水強度(ｍｍ／ｈ）

χｊＬ ：風が着目方位Ｌに向かっており，大気安定度が j である

ときの着目地点における年間平均空気中濃度の方位内平均

値の鉛直方向分布（Ｂq／ｍ３) 

ｒ 

ｒ 

ｒ ｒ 

（ｓ－１） 

（ｓ－１） 

（６） 

（６） 

z 
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χｊＬ－１，χｊＬ＋１：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向かっ

ており，大気安定度が j であるときの着目地点における

年間平均空気中濃度の方位内平均値の鉛直方向分布 

（Ｂq／ｍ３) 

χｎｊＬ ：風が着目方位Ｌに向かっており，単位放出率(１Ｂq／ｓ），

単位風速(１ｍ／ｓ）及び大気安定度が j であるときの着

目地点における空気中濃度の方位内平均値の鉛直方向分布 

（Ｂq／ｍ３) 

χｎｊＬ－１，χｎｊＬ＋１：それぞれ風が着目方位Ｌに隣接する方位に向か

っており，単位放出率(１Ｂq／ｓ），単位風速(１ｍ／ｓ）

及び大気安定度が j であるときの着目地点における空気

中濃度の方位内平均値の鉛直方向分布（Ｂq／ｍ３) 

 (5.1－13)式について，単位放出率(１Ｂq／ｓ)，単位風速(１ｍ／ｓ）

及び大気安定度が j であるときの着目地点における空気中濃度の方位

内平均値の鉛直方向分布を鉛直方向に積分した結果は，(5.1－14)式～

(5.1－16)式により示される。 

  χｎｊＬ dz＝ ・Ｆｊ１  ………………（5.1－14） 

  χｎｊＬ－１ dz＝ ・Ｆｊ２  ……………（5.1－15） 

  χｎｊＬ＋１ dz＝ ・Ｆｊ３  ……………（5.1－16） 

したがって，大気安定度が j であるときの着目地点における降水期

間中の年間平均降水沈着率の方位内平均値は，(5.1－17)式～（5.1－ 

z 

z ｚ 

∫ 
∞

0

z 

２π・σyｊ √ 
１

z ∫ 
∞

0 ２π・σyｊ √ 
１

z 

２π・σyｊ √ 
１

∫ 
∞

0

z z 
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19）式により計算される。

ＤＧｊＬ ＝（１－ＦｒｊＬ ）・ΛｊＬ 

× ・Ｆｊ１・ ・ＳｊＬ 

………………………………………………（5.1－17） 

ＤＧｊＬ－１ ＝（１－ＦｒｊＬ－１ ）・ΛｊＬ－１ 

× ・Ｆｊ２・ ・ＳｊＬ－１ 

………………………………………………（5.1－18） 

ＤＧｊＬ＋１ ＝（１－ＦｒｊＬ＋１ ）・ΛｊＬ＋１ 

× ・Ｆｊ３・ ・ＳｊＬ＋１ 

………………………………………………（5.1－19） 

２π・σyｊ √ 
Ｑ

Ｎｔ

１

ｒ

２π・σyｊ √ 
Ｑ

Ｎｔ

１

ｒ

２π・σyｊ √ 
Ｑ

Ｎｔ

１

ｒ
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5.1.2.2 気体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評価 

5.1.2.2.1 実効線量の評価に用いる放射性物質の放出量 

 主排気筒から放出される気体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評

価に用いる放射性物質の年間の放出量は，第5.1－５表に示すとおりであ

る。 

 なお，第5.1－５表に示すその他(α)及びその他(β,γ)については,線

量への寄与の大きい核種は核種ごとに，それら以外の核種は，アルファ線

を放出する核種，ガンマ線を放出する核種及びベータ線のみを放出する核

種に分類し，それぞれ，核種ごとに評価する核種のうち単位放出量当たり

の線量の寄与の大きい核種に置き換えて評価する。 

 第5.1－５表に示す核種のうち，その他希ガス及びその他よう素の内訳

は，それぞれ第5.1－６表及び第5.1－７表に示すとおりである。 
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5.1.2.2.2 気体廃棄物中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく 

 (１) 計算方法の概要 

 再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，風下方位及びその

隣接方位における年間平均の空気中放射性物質濃度分布を算出し，放射

性雲中の放射性物質からのガンマ線及びベータ線により周辺監視区域外

の公衆が受ける実効線量を計算する。 

 (２) 計算のための前提条件 

 ａ．実効線量計算地点 

 実効線量の計算は，主排気筒を中心として16方位に分割し，各方位の

周辺監視区域外について行う。 

 ｂ．計算に用いるパラメータ 

 放射性雲からの外部被ばくに係る実効線量評価に用いるパラメータを

第5.1－８表及び第5.1－28表に示す。 

 (３) 実効線量の計算式 

 ａ．計算に用いる基本式 

 主排気筒から放出された放射性物質の放射性雲による計算地点におけ

る空気カーマ率は，(5.1－20)式により計算する。 

 また，年間平均地上空気中濃度は，「5.1.2.1.4 年間平均地上空気

中濃度の計算式」に示す方法で計算する。 

    Ｄγ＝Ｋ１・Ｅγ・μｅｎ        

       ・Ｂ(μ・r)・χ(x,y,z) dxdydz     ……… (5.1－20） 

   ここで， 

    Ｄγ  ：計算地点(x’, y',０)におけるガンマ線による空気カーマ 

        率 （      ） 
ｈ 

μＧy 

∫ 
∞ 

0 
∫ 

∞ 

-∞ 
∫ 

∞ 

0 ４πr２ 
e－μ・r 
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     Ｋ１  ：空気カーマ率への換算係数
（２）

 

        (4.46×10－４)(                  ） 

    Ｅγ  ：ガンマ線の実効エネルギ (ＭeＶ／dis) 

     μｅｎ  ：空気に対するガンマ線の線エネルギ吸収係数 (ｍ－１) 

     r  ：放射性雲中の点(x,y,z)から計算地点(x’, y',０)までの 

        距離 (ｍ) 

         r ＝ (x'－ x)２＋(y'－ y)２＋(０－z)２  

     μ  ：空気に対するガンマ線の線減衰係数 (ｍ－１) 

     Ｂ(μ・r) ：空気に対するガンマ線の再生係数 

            Ｂ(μ・r) ＝１＋αＢ・(μ・r) ＋βＢ(μ・r)２ 

                ＋γＢ・(μ・r)３  

    χ(x,y,z)：放射性雲中の点(x,y,z)における放射性物質の濃度 

           (Ｂq／ｍ３) 

 空気カーマ率の計算に当たっては，評価対象核種から放出されるガン

マ線エネルギの相違を考慮し，評価対象核種のガンマ線の代表エネルギ

として0.5ＭeＶに対する線エネルギ吸収係数，線減衰係数及び再生係数

を用い，ガンマ線の実効エネルギを0.5ＭeＶ/disとして計算した値に，

0.5ＭeＶ/disに対する各評価対象核種のガンマ線実効エネルギの比をか

けて，空気カーマ率を求める。 

 このため，μｅｎ , μ , αＢ , βＢ , γＢ については, 0.5ＭeＶの

ガンマ線に対する値を以下のとおりとする。 

  μｅｎ＝3.84×10－３ (ｍ－１)，μ＝1.05×10－２ (ｍ－１) 

  αＢ＝1.000 ，βＢ＝0.4492，γＢ＝0.0038 

 ｂ．実効線量の計算式 

 放射性雲による実効線量は，計算地点を含む方位及びその隣接方位

dis・ｍ３・μＧy 
ＭeＶ・Ｂq・ｈ 

√ 

（２） 
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に向かう放射性雲のガンマ線からの空気カーマを合計して求める実

効線量にベータ線による実効線量を加えた(5.1－21)式により計算す

る。 

Ｄ＝Σ･Ｋ２･10－３･fｈ ･fｏ･｛(ＤＬ) i＋(ＤＬ－１) i＋(ＤＬ＋１) i｝ 

＋Σ(Ｋ４) i･(χ) i･fS４･wT,S ………(5.1－21) 

ここで， 

Ｄ ：放射性雲による実効線量 (ｍＳv／ｙ) 

Ｋ２ ：空気カーマから実効線量への換算係数 

 （0.8) ( ) 

fｈ      ：家屋の遮蔽係数 (１) 

fｏ     ：居住係数 (１) 

   (ＤＬ) i,(ＤＬ－１) i,(ＤＬ＋１) i：計算地点を含む方位(Ｌ)及びその隣接

方位に向かう放射性雲中の放射性核種iによる年間平均

ガンマ線空気カーマ（        ） 

これらは， (5.1－20) 式から得られる空気カーマ率

(Ｄγ)を，大気安定度別風向分布及び風速分布を考慮

して年間について積算して求める。 

(Ｋ４)i  ：放射性雲中の放射性核種iからのベータ線外部被ばくに

  よる皮膚の等価線量換算係数 (           ） 

(χ) i ：放射性核種iの年間平均地上空気中濃度（Ｂq／ｍ３）

fS４    ：体表面積の平均化係数 (１) 

wT,Ｓ   ：皮膚の組織荷重係数 (0.01)

i
 

μＳv
μＧy

μＧy 
y

（６１）（５４） 

（２） 

（２） 

i 

Ｂq／ｍ３ 

ｍＳv／ｙ 

（９） 

（５） 
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5.1.2.2.3 気体廃棄物中の放射性物質の地表沈着による外部被ばく 

 (１) 計算方法の概要 

 再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，放射性物質の年間

平均の地表沈着率を算出し，地表に沈着した放射性物質により周辺監視

区域外の公衆が受ける実効線量を計算する。 

 (２) 計算のための前提条件 

 ａ．実効線量計算地点 

   「5.1.2.2.2 (２)ａ．実効線量計算地点」と同じとする。 

 ｂ．計算に用いるパラメータ 

 地表沈着による外部被ばくに係る実効線量評価に用いるパラメータを

第5.1－９表及び第5.1－10表に示す。 

 (３) 実効線量の計算式 

 ａ．放射性物質の地表沈着量の計算式 

 放射性物質の地表沈着量は，空気中の放射性物質が「5.1.2.1.5 年

間平均地表沈着率の計算式」で求めた割合で沈着するものとし，無降水

期間と降水期間に分けて,(5.1－22)式により計算する。 

     ＡＧ＝ＡＧ＋ＡＧ …………………………………  (5.1－22) 

    (無降水期間) 

    ＡＧ＝     ｛１－exp(－λＧ・ｔＧ) ｝ 

    (降水期間) 

    ＡＧ＝           ｛１－exp(－λＧ・ｔＧ) ｝ 

   ここで， 

    ＡＧ  ：放射性物質の地表沈着量 (Ｂq／ｍ２) 

    ＡＧ  ：無降水期間中の放射性物質の地表沈着量 (Ｂq／ｍ２) 

    ＡＧ  ：降水期間中の放射性物質の地表沈着量 (Ｂq／ｍ２) 

    ＤＧ    ：無降水期間中の乾燥沈着率 (          ) 

d ｒ 

d ＤＧ
 d 

λＧ
 

ｒ ＤＧ ＋ＤＧ
 dｒ 

λＧ
 

  ｒ 

d 

ｒ 

d 

ｍ２・ｓ 

Ｂq 
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    λＧ   ：土壌からの放射性物質の実効除去率 (ｓ－１) 

          λＧ ＝λ＋λｓ  

    λ   ：核種の物理的崩壊定数 (ｓ－１) 

    λｓ  ：土壌からの放射性物質の系外除去率(０) (ｓ－１) 

         より厳しい評価として土壌からの放射性物質の系外除去を

無視する。 

    ｔＧ  ：地表沈着を考慮する期間 (20×365×24×3,600) (ｓ) 

    ＤＧ  ：降水期間中の乾燥沈着率 (          ) 

    ＤＧ  ：降水期間中の降水沈着率 (          ) 

 ｂ．地表沈着した放射性物質による実効線量の計算式 

 地表沈着した放射性物質による実効線量は,(5.1－23)式により計算する。 

    ＤＡ＝Σ(ＫＡ) i・(ＡＧ) i       ……………………  (5.1－23) 

   ここで 

    ＤＡ ：地表沈着した放射性物質による実効線量(ｍＳv／ｙ) 

    (ＫＡ) i：地表沈着した放射性物質からの放射性核種iの実効線 

        量換算係数(          ) 

    (ＡＧ) i：放射性核種iの地表沈着量 (Ｂq／ｍ２) 

 

dｒ 

ｍ２・ｓ 

Ｂq 

ｍ２・ｓ 

Ｂq 

i 

Ｂq／ｍ２ 

ｍＳv／ｙ 

（５） 

ｒ 
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5.1.2.2.4 気体廃棄物中の放射性物質の呼吸摂取による内部被ばく 

(１) 計算方法の概要

再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，放射性物質の年間

平均の地上空気中濃度を算出し，放射性物質の呼吸摂取により周辺監視

区域外の公衆が受ける実効線量を計算する。 

(２) 計算のための前提条件

ａ．実効線量計算地点 

「5.1.2.2.2 (２)ａ．実効線量計算地点」と同じとする。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

 呼吸摂取による内部被ばくに係る実効線量評価に用いるパラメータを

第5.1－11表に示す。 

(３) 実効線量の計算式

呼吸摂取による実効線量は，(5.1－24) 式により計算する。

ＤＢ＝Ｂｒ・Σ(ＫＢ ) i・(χ) i    …………………… （5.1－24） 

ここで， 

ＤＢ ：呼吸摂取による実効線量（ｍＳv／ｙ) 

Ｂｒ ：呼吸率（22.2×365) (ｍ３／ｙ) 

(ただし，トリチウムについては，参考文献(51)に基づき，

経皮吸収を考慮して1.5を乗ずる｡) 

(ＫＢ ) i ：呼吸摂取による放射性核種iの実効線量係数(ｍＳv／Ｂq)

(χ) i   ：放射性核種iの年間平均地上空気中濃度 (Ｂq／ｍ３)

５０ 

i 

５０ 

（２） 
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5.1.2.2.5 農・畜産物摂取による内部被ばく 

 (１) 評価方法の概要 

 農・畜産物摂取による内部被ばくに係る実効線量の評価は，当該陸域

における農・畜産業実態及び敷地周辺の公衆の食品摂取状況に基づき，

農作物として葉菜，根菜及び米，また，畜産物として，牧草及びデント

コーンで飼養される家畜から生産される牛乳及び牛肉を対象として行う。 

 農・畜産物の摂取による内部被ばくでは，農・畜産物の種類ごとに，

摂取による最大の実効線量を評価する。各計算地点における実効線量の

計算方法の概要は，次のとおりである。 

 再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，放射性物質の年間

平均の地上空気中濃度及び年間平均の地表沈着率を算出し，各計算地点

で栽培される作物への移行を考慮して，作物中の放射性物質濃度を計算

する。畜産物中の放射性物質濃度は，飼料作物によって飼養される家畜

への移行を考慮して算出する。なお，トリチウム及び炭素－14の作物中

濃度は，それぞれ作物中の水素及び炭素含有量に基づき，比放射能法に

より求める。 

 これらの農・畜産物を摂取することにより公衆が受ける実効線量を計

算する。 

 (２) 計算のための前提条件 

 ａ．実効線量計算地点 

 農・畜産物摂取による実効線量は，将来の農地の可能性を考慮して，

作物中の放射性物質濃度の計算地点として敷地境界外を対象とし，そこ

で生産される農作物及び飼料作物により飼養される家畜から生産される

畜産物を摂取することによる実効線量を計算する。 

 ただし，農地となるおそれのない社有地，湖沼，岸壁，海岸等は，計

（７） （７） 
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算地点から除外する。 

ｂ．計算に用いるパラメータ 

 農・畜産物摂取による内部被ばくに係る実効線量評価に用いるパラメ

ータを第5.1－９表及び第5.1－12表～第5.1－22表に示す。 

(３) 実効線量の計算式

ａ．農作物摂取による実効線量の計算式 

(ａ) 放射性物質の地表沈着量の計算式 

 放射性物質の地表沈着量は，「5.1.2.1.5 年間平均地表沈着率の

計算式」に示す方法で計算した地表沈着率を基に，農作物による遮断

効果を考慮して，(5.1－25) 式及び（5.1－26)式により計算する。 

(無降水期間) 

Ａ v＝ ｛１－exp(－λv・ｔＧ)｝…………  (5.1－25)

(降水期間) 

Ａ v＝ ｛１－exp(－λv・ｔＧ)｝ 

 ……………  (5.1－26) 

ここで， 

Ａ v ：無降水期間中の放射性物質の地表沈着量 (Ｂq／ｍ２) 

Ａ v ：降水期間中の放射性物質の地表沈着量 (Ｂq／ｍ２) 

Ｆ v  ：農作物vの遮断効果による減少を考慮した無降水期間

  中の乾燥沈着割合 (１) 

より厳しい評価として，農作物の遮断効果を無視する。 

ＤＧ ：無降水期間中の乾燥沈着率（          ） 

      Ｆ v ：農作物vの遮断効果による減少を考慮した降水期間中

  の乾燥沈着割合 (１) 

 より厳しい評価として，農作物の遮断効果を無視する。 

d Ｆv・ＤＧ

λv

d d

ｒ Ｆv  ・ＤＧ ＋Ｆv・ＤＧ

λv

dｒ dｒ ｒ ｒ 

dｒ 

d 

ｒ 

d 

ｍ２・ｓ 

Ｂq d 
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ＤＧ ：降水期間中の乾燥沈着率（          ） 

Ｆ v ：農作物vの遮断効果による減少を考慮した降水期間中

 の降水沈着割合 (１) 

  より厳しい評価として，農作物の遮断効果を無視する。 

ＤＧ ：降水期間中の降水沈着率（ ） 

λ v    ：土壌からの放射性物質の実効除去率 (ｓ－１) 

λ v ＝λ＋λsv 

λ ：核種の物理的崩壊定数 (ｓ－１) 

λsv   ：土壌からの放射性物質の系外除去率 (０)  (ｓ－１) 

より厳しい評価として，土壌からの放射性物質の系外除

去を無視する。 

ｔＧ   ：地表沈着を考慮する期間 (20×365×24×3,600) (ｓ) 

(ｂ) 農作物中の放射性物質の濃度の計算式 

 農作物中の放射性物質の濃度は，葉面への直接沈着過程及び根からの

吸収過程に分けて，(5.1－27)式により計算する。 

Ｃ v＝Ｃ１ v＋Ｃ２ v  ……………………………………  (5.1－27) 

Ｃ１ v＝（ ・ＤＧ ＋ ・ＤＧ 

＋ ・ＤＧ)｛１－exp(－λ ev・ｔv) ｝

Ｃ２ v＝      ・(Ａ v＋Ａ v)

ここで， 

  Ｃ v ：農作物v中の放射性物質の濃度 (Ｂq／ｋｇ)

  Ｃ１ v ：葉面への直接沈着過程による農作物v中の放射性物質の

濃度 (Ｂq／ｋｇ) 

  Ｃ２ v ：根からの吸収過程による農作物v中の放射性物質の濃度

  (Ｂq／ｋｇ) 

ｍ２・ｓ

Ｂq r 

Ｒ v・Ｆ ev

λ ev・Ｙv

d Ｒ v・Ｆ ev

λ ev・Ｙv

d r 
d rd 

Ｒ v・Ｆ ev

λ ev・Ｙv

r 
r 

Ｓv

Ｃ f v d r 

（５） 

ｍ２・ｓ 

Ｂq d r

r
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  Ｒ v  ：無降水期間中の農作物vの乾燥沈着放射性物質の葉面付 

       着割合 

  ＤＧ   ：無降水期間中の乾燥沈着率（          ） 

  Ｒ v   ：降水期間中の農作物vの乾燥沈着放射性物質の葉面付着 

       割合 

  ＤＧ   ：降水期間中の乾燥沈着率（          ） 

  Ｒ v   ：降水期間中の農作物vの降水沈着放射性物質の葉面付着 

       割合 

  ＤＧ   ：降水期間中の降水沈着率（          ） 

    Ｆ ev   ：農作物vの葉面から可食部への移行割合 

    λ ev   ：農作物vからの放射性物質の実効除去率 (ｓ－１) 

       λ ev＝λ＋λ wv 

  λ   ：核種の物理的崩壊定数 (ｓ－１) 

  λ wv   ：農作物vのウェザリングによる除去率 (5.7×10－７) 

        (ｓ－１) 

  Ｙv    ：農作物vの栽培密度 (ｋｇ／ｍ２) 

  Ｃ f v  ：土壌から農作物vへの放射性物質の移行係数 

        (            ） 

  Ｓ v    ：農作物vに対する実効地表面密度 (ｋｇ／ｍ２) 

  Ａ v    ：無降水期間中の放射性物質の地表沈着量 (Ｂq／ｍ２) 

  Ａ v    ：降水期間中の放射性物質の地表沈着量 (Ｂq／ｍ２) 

  ｔ v    ：農作物vへの沈着を考慮する期間 (ｓ) 

 ただし，農作物中のトリチウムの濃度は，トリチウムと安定水素の

比率が農作物と空気中とで等しくなるものとして，(5.1－28)式によ

り求める。同様に，農作物中の炭素－14の濃度は，炭素－14と安定炭

素の比率が農作物と空気中とで等しくなるものとして，(5.1－29)式

により求める。 

d 

ｍ２・ｓ 

Ｂq d 

d r 

ｍ２・ｓ 

Ｂq d r 

r 

ｍ２・ｓ 

Ｂq 

Ｂq／ｋｇ 
Ｂq／ｋｇ 

ｒ 

d 

r 

（５） 
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（トリチウム）

 Ｃ v ＝ＦＨ v・ …………………………………  (5.1－28) 

（炭素－14) 

 Ｃ v ＝ＦＣ v・       …………………………………  (5.1－29) 

ここで， 

  Ｃ v ：農作物v中のトリチウムの濃度 (Ｂq／ｋｇ)

  ＦＨ v   ：農作物v中の水素の質量割合

  χＨ   ：トリチウムの年間平均地上空気中濃度 (Ｂq／ｍ３) 

  ＨＡ  ：空気１ｍ３中の水素の質量（0.00092）(ｋｇ／ｍ３) 

  Ｃ v ：農作物v中の炭素－14の濃度 (Ｂq／ｋｇ)

  ＦＣ v ：農作物v中の炭素の質量割合

  χＣ  ：炭素－14の年間平均地上空気中濃度 (Ｂq／ｍ３) 

  ＣＡ  ：空気１ｍ３中の炭素の質量（0.00018） (ｋｇ／ｍ３) 

(ｃ) 農作物摂取による実効線量の計算式 

 農作物摂取による実効線量は，放射性物質の摂取量及び実効線量係数 

を用いて，(5.1－30)式により計算する。 

  ＤＦ ＝ΣΣ (ＫＦ  ) i・Ｈ v i      …………………   (5.1－30) 

  Ｈ v i ＝365・10－３・Ｗ v・Ｃ v i・Ｆk v

ここで， 

  ＤＦ    ：農作物摂取による実効線量 (ｍＳv／ｙ) 

(ＫＦ  )i ：経口摂取による放射性核種iの実効線量係数(ｍＳv／Ｂq)

  Ｈ v i ：農作物vの摂取による放射性核種iの摂取量 (Ｂq／ｙ)

  Ｗ v ：農作物vの摂取量 (ｇ／ｄ)

   摂取量については，現地食品摂取調査結果から得られた 

値に既存の評価の例を考慮して設定する。 

ＨＡ

χＨ 

ＣＡ

χＣ 

Ｈ 

Ｃ 

Ｈ 

Ｃ 

５０ 

v i

５０ 

（２８）（２９） 

（１３） 

（７） 

（２） 
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  Ｃ v i     ：農作物v中の放射性核種iの濃度 (Ｂq／ｋｇ)

  Ｆ kv ：農作物vの市場希釈係数 (１)

市場希釈係数については，自家消費を考慮して１とする。 

ｂ．畜産物摂取による実効線量の計算式 

(ａ) 畜産物中の放射性物質の濃度の計算式 

 畜産物中の放射性物質の濃度は，飼料作物中の放射性物質の濃度，飼 

料摂取量及び畜産物中への放射性物質の移行係数を用いて,(5.1－31)式 

により計算する。 

  Ｃ n＝ＦＬ n・ΣＣ va ………………………  (5.1－31) 

  Ｃ va＝Ａ va・Ｃ v 

ここで， 

  Ｃ n ：畜産物n中の放射性物質の濃度 (Ｂq／ｋｇ)

  ＦＬ n ：畜産物n中への放射性物質の移行係数（ ） 

  Ｃ va ：飼料作物vの摂取による家畜aの放射性物質取り込み量

(Ｂq／ｄ) 

Ａ va  ：家畜aの飼料作物vの摂取量（ｋｇ／ｄ)

摂取量については，現地畜産業実態に基づき設定する。 

Ｃ v   ：飼料作物v中の放射性物質の濃度 (Ｂq／ｋｇ)

 ただし，畜産物中への水素及び炭素の移行係数は，(5.1－32)式及

び(5.1－33)式により計算する。 

  ＦＬ n＝ＦＨ n／Σ(Ａ va・ＦＨ v） …………………  (5.1－32) 

  ＦＬ n＝ＦＣ n／Σ(Ａ va・ＦＣ v） …………………  (5.1－33) 

ここで， 

  ＦＬ n  ：畜産物n中への水素の移行係数(ｄ／ｋｇ)

v

Ｂq／ｄ

Ｂq／ｋｇ 

v 

Ｈ 

v 
Ｃ

Ｈ 

（７） 

（７） 
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  ＦＨ n  ：畜産物n中の水素の質量割合

  ＦＨ v  ：飼料作物v中の水素の質量割合

  ＦＬ n  ：畜産物n中への炭素の移行係数(ｄ／ｋｇ)

  ＦＣ n  ：畜産物n中の炭素の質量割合

  ＦＣ v  ：飼料作物v中の炭素の質量割合

なお，(5.1－31)式における飼料作物中の放射性物質の濃度は，「a.

(ｂ) 農作物中の放射性物質の濃度」の計算式と同様に計算する。 

(ｂ) 畜産物摂取による実効線量の計算式 

 畜産物摂取による実効線量は，放射性物質の摂取量及び実効線量係数

を用いて, (5.1－34) 式により計算する。 

  ＤＮ＝ΣΣ(ＫＦ ) i・Ｈ n i ………………………（5.1－34) 

  Ｈ n i＝365・10－３・Ｗ n・Ｃ n i・Ｆ kn 

ここで， 

  ＤＮ ：畜産物摂取による実効線量 (ｍＳv／ｙ) 

  (ＫＦ )i  ：経口摂取による放射性核種iの実効線量係数(ｍＳv／Ｂq)

  Ｈ n i ：畜産物nの摂取による放射性核種iの摂取量 (Ｂq／ｙ）

  Ｗ n ：畜産物nの摂取量 (ｇ／ｄ)

摂取量については，現地食品摂取調査結果から得られた 

値に既存の評価の例を考慮して設定する。 

  Ｃ n i ：畜産物n中の放射性核種iの濃度 (Ｂq／ｋｇ）

  Ｆ kn     ：畜産物nの市場希釈係数 (１)

牛乳の市場希釈係数については，自家消費を考慮して１

とする。牛肉の市場希釈係数については，現地で生産さ

れた肉牛からの牛肉が敷地周辺の公衆に摂取されること

を考慮して１とする。 

５０ 

n i

５０  

（７） 

（２） 

（７） 

Ｃ 
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5.1.2.2.6 実効線量の評価結果 

(１) 計算結果の足し合わせ

気体廃棄物による実効線量の計算結果については，各経路の実効線量

を次のように足し合わせた。放射性雲からの外部被ばく，地表沈着によ

る外部被ばく及び呼吸摂取による内部被ばくは，１地点において同時に

被ばくするものとし，地点ごとにそれぞれの実効線量を加算し，その結

果が最大となる地点での実効線量を評価結果とした。３経路合計の実効

線量の方位別最大値を第5.1－23表に示す。また，農・畜産物の摂取に

よる内部被ばくについては，農・畜産物の種類ごとに，その農・畜産物

摂取による実効線量の最大値をそれぞれ加算し，評価結果とした。 

(２) 評価結果

主排気筒から放出される気体廃棄物中の放射性物質による実効線量の

評価を行った結果は，第5.1－24表に示すとおりである。 

 放射性雲からの外部被ばくに係る実効線量，地表沈着による外部被ば

くに係る実効線量及び呼吸摂取による内部被ばくに係る実効線量の合計

が最大となるのは，主排気筒からＥ方向約690ｍ地点であり，その値は

年間約8.3×10－３ｍＳｖである。この地点を第5.1－１図に示す。 

 農・畜産物摂取による内部被ばくに係る実効線量は, 敷地境界外を対

象として計算した結果，年間約1.1×10－２ｍＳｖであり，気体廃棄物中の

放射性物質に係る各被ばく経路の実効線量の合計は，年間約1.9×10－２

ｍＳｖである。 

なお，北換気筒，低レベル廃棄物処理建屋換気筒及び冷却空気出口シ

ャフトからの気体廃棄物の放出量は十分小さく，公衆の実効線量は，

主排気筒からの放出に起因する実効線量に比べて十分小さい。 
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5.1.2.3 気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量の評価 

5.1.2.3.1 皮膚の等価線量の評価に用いる放射性物質の放出量 

 主排気筒から放出される気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線

量の評価に用いる放射性物質の年間の放出量は，第5.1－25表に示すとお

りである。 

 なお，第5.1－25表に示すその他(α)及びその他(β,γ)については，線

量への寄与の大きい核種は核種ごとに，それら以外の核種は，アルファ線

を放出する核種，ガンマ線を放出する核種及びベータ線のみを放出する核

種に分類し，それぞれ，核種ごとに評価する核種のうち単位放出量当たり

の線量の寄与の大きい核種に置き換えて評価する。 

 第5.1－25表に示す核種のうち，その他希ガス及びその他よう素の内訳

は，それぞれ第5.1－26表及び第5.1－27表に示すとおりである。 
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5.1.2.3.2 気体廃棄物中の放射性物質の放射性雲からの外部被ばく 

 (１) 計算方法の概要 

 再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，風下方位及びその

隣接方位における年間平均の空気中放射性物質濃度分布を算出し，放射

性雲中の放射性物質からのガンマ線及びベータ線により周辺監視区域外

の公衆が受ける皮膚の等価線量を計算する。 

 (２) 計算のための前提条件 

 ａ．皮膚の等価線量計算地点 

   「5.1.2.2.2 (２)ａ．実効線量計算地点」と同じとする。 

 ｂ．計算に用いるパラメータ 

 放射性雲からの皮膚の等価線量評価に用いるパラメータを第5.1－８

表及び第5.1－28表に示す。                                     

(３) 皮膚の等価線量の計算式 

 ａ．計算に用いる基本式 

 主排気筒から放出された放射性物質の放射性雲による計算地点におけ

るガンマ線による空気カーマ率は，「5.1.2.2.2  (３)ａ．計算に用いる

基本式」と同様の方法で計算する。 

 また，年間平均地上空気中濃度は，「5.1.2.1.4 年間平均地上空気

中濃度の計算式」に示す方法で計算する。 

 ｂ．皮膚の等価線量の計算式 

 皮膚の等価線量は，(5.1－35)式により計算する。 

  ＤＳ＝Σ･Ｋ３･10－３･fh･ fo･｛(ＤＬ) i＋(ＤＬ－１) i＋(ＤＬ＋１) i｝ 

     ＋Σ(Ｋ４) i･(χ) i        ………（5.1－35） 

 ここで， 

  ＤＳ  ：年間の皮膚の等価線量（ｍＳv／ｙ） 

i 

i 
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  Ｋ３  ：空気カーマから皮膚の等価線量への換算
（ 6 1 ）

係数
（ 5 4 ）

 

       (0.9) (        ) 

    fh   ：家屋の遮蔽係数
（ ２ ）

（１） 

     fo   ：居住係数
（ ２ ）

（１） 

  (ＤＬ)i ，(ＤＬ－１)i ，(ＤＬ＋１)i：計算地点を含む方位(Ｌ)及びその隣接 

       方位に向かう放射性雲中の放射性核種iによる年間平均 

       ガンマ線空気カーマ （       ） 

       これらは，(5.1－20)式から得られる空気カーマ率  

           (Ｄγ）を，大気安定度別風向分布及び風速分布を考慮 

       して年間について積算して求める。 

  (Ｋ４) i ：放射性雲中の放射性核種iからのベータ線外部被ばくに 

        よる皮膚の等価線量換算係数 (           ） 

  (χ) i ：放射性核種iの年間平均地上空気中濃度（Ｂq／ｍ３） 

μＧy 
μＳv 

ｙ 
μＧy 

Ｂq／ｍ３ 

ｍＳv／ｙ 
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5.1.2.3.3 気体廃棄物中の放射性物質の地表沈着による外部被ばく 

 (１) 計算方法の概要 

 再処理施設から放出される放射性物質量に基づき，放射性物質の年間

平均の地表沈着率を算出し，地表に沈着した放射性物質により周辺監視

区域外の公衆が受ける皮膚の等価線量を計算する。 

 (２) 計算のための前提条件 

 ａ．皮膚の等価線量計算地点 

   「5.1.2.2.2 (２)ａ．実効線量計算地点」と同じとする。 

 ｂ．計算に用いるパラメータ 

 地表沈着による皮膚の等価線量評価に用いるパラメータを第5.1

－９表及び第5.1－29表に示す。 

 (３) 皮膚の等価線量の計算式 

 ａ．放射性物質の地表沈着量の計算式 

 放射性物質の地表沈着量は，「5.1.2.2.3  (３)ａ．放射性物質の地表

沈着量の計算式」と同様の方法で計算する。 

 ｂ．皮膚の等価線量の計算式 

 地表沈着した放射性物質による皮膚の等価線量は，(5.1－36)式によ

り計算する。 

  ＤＡＳ＝Σ (ＫＡＳ) i・(ＡＧ) i＋Σ (ＫＡＳ) i・(ＡＧ) i  …（5.1－36） 

 ここで， 

  ＤＡＳ  ：地表沈着した放射性物質による皮膚の等価線量 

       (ｍＳv／ｙ） 

  (ＫＡＳ) i  ：地表沈着した放射性核種iのガンマ線による皮膚の 

       等価線量換算係数 （          ) 

 

i i 

Ｇ Ｂ 

Ｇ 

Ｂq／ｍ２ 

ｍＳv／ｙ 
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  (ＫＡＳ) i   ：地表沈着した放射性核種iのベータ線による皮膚の 

       等価線量換算係数 （          ) 

  (ＡＧ) i   ：放射性核種iの地表沈着量 （Ｂq／ｍ２) 

Ｂ 

Ｂq／ｍ２ 

ｍＳv／ｙ 
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5.1.2.3.4 皮膚の等価線量の評価結果 

 (１) 計算結果の足し合わせ 

 気体廃棄物による皮膚の等価線量の計算結果については，各経路の皮

膚の等価線量を次のように足し合わせた。放射性雲からの外部被ばく及

び地表沈着による外部被ばくは，１地点において同時に被ばくするもの

とし，地点ごとにそれぞれの皮膚の等価線量を加算し，その結果が最大

となる地点での皮膚の等価線量を評価結果とした。 

 (２) 評価結果 

 主排気筒から放出される気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価

線量の評価を行った結果は，第5.1－30表に示すとおりである。 

 皮膚の等価線量の合計が最大となるのは, 主排気筒からＥＳＥ方向約

1,100ｍ地点であり，その値は年間約1.6×10－１ｍＳｖである。この地

点を第5.1－１図に示す。 

 なお，北換気筒，低レベル廃棄物処理建屋換気筒及び冷却空気出口シ

ャフトからの気体廃棄物の放出量は十分小さく，公衆の皮膚の等価線量

は，主排気筒からの放出に起因する皮膚の等価線量に比べて十分小さい。 
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5.1.3 液体廃棄物による線量の評価 

5.1.3.1 液体廃棄物中の放射性物質による海水中放射性物質濃度の計算 

5.1.3.1.1 計算方法の概要 

 海洋放出口から噴流状に放出された廃液は，放出による廃液の運動量及

び海水との密度差による浮力により，周囲海水を取り込んで混合希釈しな

がら海面に向かい，その後，海流及び海流の乱れによる拡散によって，水

平方向に拡散・希釈していく。 

 線量の評価対象となる海域の放射性物質の濃度分布を推定するため，海

象観測結果に基づいて前面海域の流動を代表的なパターンに分類し，数理

モデルに基づくシミュレーション解析を行う。年間の平均海水中放射性物

質濃度分布は，それぞれのパターンごとに求めた濃度分布にその年間出現

頻度を乗じ，それぞれを加算することにより求める。 

 数値解析は，噴流による混合希釈が支配的となる海洋放出口近傍の領域

（以下｢近傍領域｣という。）と海流及び海流の乱れによる拡散による希釈

が支配的となる領域（以下｢遠方領域｣という。）の二つに区分し，前者に

ついては三次元数値シミュレーション解析，後者については二次元数値シ

ミュレーション解析により行う。 

 近傍領域における三次元数値シミュレーション解析結果を遠方領域にお

ける濃度分布解析に接続させるため，海洋放出口から放出された廃液が水

平方向に拡散していく位置において，ある濃度，流速，幅及び厚さを持っ

た仮想的な放出口（以下｢仮想放出口｣という。）を想定する。 

 遠方領域における濃度分布解析は，仮想放出口に近傍領域における三次

元数値シミュレーション解析結果から得られる濃度，流速，幅及び厚さを

初期条件として与えることにより行う。 

 なお，拡散・希釈過程における放射性物質の物理的減衰は無視する。 

７－５－50



 近傍領域における計算モデルは，水理模型実験により適用性が検証され

ている。
（30）

また，遠方領域における計算モデルにより得られた流動計算結果

は，前面海域における海象観測から得られた流動観測結果と良好な一致を

示しており，前面海域の流動を良く模擬しているものと判断されている。
（32）

 

 

5.1.3.1.2 計算のための前提条件 

 (１) 海  象 

 ａ．流動パターン 

 前面海域における流向及び流速の観測結果によれば，前面海域は，流

れの周期性が微弱であり，沿岸に沿う流れが支配的である。流向及び流

速の観測結果に基づき，前面海域の代表的な流動パターンとして，南流

（添付書類七では流速５ｃｍ／ｓ未満の流れを除く），北流（添付書類

七では流速５ｃｍ／ｓ未満の流れを除く）及び流速が５ｃｍ／ｓ未満の

流れ（以下｢憩流｣という。）の３種類に分類する。 

 このうち，南流及び北流については，10ｃｍ／ｓきざみの流速階級に

分類し，憩流時については，流速を０ｃｍ／ｓとする。 

 ｂ．成  層 

 前面海域における水温の観測結果に基づき，表層と底層の水温差が定

常的に存在している状態を成層として解析を行う。 

 解析に用いた成層形成期間及び成層強度は以下のとおりである。 

 (ａ) 成層形成期間 ：６月～９月の４箇月間 

 (ｂ) 成層強度   ：表層と底層の水温差 ２℃ 

           （６月～９月の水温差の平均値に基づき設定） 

 

 

７－５－51



 (２) 海洋放出口 

 ａ．海洋放出口位置 

 海洋放出口は，汀線から沖合約３ｋｍ，東京湾平均海面下約48ｍ（水

深約47ｍ）の地点において，海洋放出管を海底から約３ｍ立ち上げた東

京湾平均海面下約45ｍ（水深約44ｍ）の位置とする。 

 なお，水深は，干潮においても確保できる深さである。 

 ｂ．海洋放出口仕様 

   口  径 ：75ｍｍφ，１本 

   放出方向 ：鉛直上向 

    放出流量 ：約100ｍ３／ｈ 

 

5.1.3.1.3 海水中放射性物質濃度の計算式 

 (１) 近傍領域
（30）

 

 ａ．基本方程式 

 近傍領域における廃液の拡散の方程式は，次のように，連続式，運動

方程式，熱量保存式（成層時のみ），塩分保存式，物質保存式及び密度

式から構成される。 

 (ａ) 連 続 式   

          ＋     ＋     ＝０          ……（5.1－37） 

 (ｂ) 運動方程式 

        ＋u･     ＋v･     ＋w･     ＝ 

     －   ･     ＋εm･(      ＋     ＋      ）……（5.1－38） 

 

∂x 
∂u 

∂y 
∂v 

∂z 
∂w 

∂t 
∂u 

∂x 
∂u 

∂y 
∂u 

∂z 
∂u 

ρ 
１ 

∂x 
∂P 

∂x２ 
∂２u 

∂y２ 
∂２u 

∂z２ 
∂２u 
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        ＋u･     ＋v･     ＋w･     ＝ 

     －   ･     ＋εm･(      ＋     ＋      ） ……（5.1－39） 

        ＋u･     ＋v･     ＋w･     ＝ 

     －    ･g－  ・   ＋εm･(     ＋     ＋      )…（5.1－40） 

 (ｃ)  熱量保存式 

        ＋u･     ＋v･     ＋w･     ＝ 

     εＴ･(       ＋       ＋      )        ……（5.1－41) 

 (ｄ)  塩分保存式 

        ＋u･     ＋v･     ＋w･     ＝ 

     εｓ･(       ＋       ＋      )        ……（5.1－42) 

 (ｅ)  物質保存式 

        ＋u･     ＋v･     ＋w･     ＝ 

     εc･(       ＋       ＋      )        ……（5.1－43) 

 (ｆ)  密 度 式       

    ρ＝ρ(Ｔ，Ｓ)                ……（5.1－44) 

     本解析ではKnudsenの式
（20）

を用いる。 

     ここで, 

        t   ：時間(ｓ） 

ρ 
１ 

∂y 
∂P 

∂x２ 
∂２v 

∂y２ 
∂２v 

∂z２ 
∂２v 

∂t 
∂v 

∂x 
∂v 

∂y 
∂v 

∂z 
∂v 

ρ 
１ 

∂z 
∂P 

∂x２ 
∂２w 

∂y２ 
∂２w 

∂z２ 
∂２w 

∂t 
∂w 

∂x 
∂w 

∂y 
∂w 

∂z 
∂w 

ρ 
Δρ 

∂t 
∂Ｔ 

∂x 
∂Ｔ 

∂y 
∂Ｔ 

∂z 
∂Ｔ 

∂x２ 
∂２Ｔ 

∂y２ 
∂２Ｔ 

∂z２ 
∂２Ｔ 

∂x２ 
∂２Ｓ 

∂y２ 
∂２Ｓ 

∂z２ 
∂２Ｓ 

∂t 
∂Ｓ 

∂x 
∂Ｓ 

∂y 
∂Ｓ 

∂z 
∂Ｓ 

∂x２ 
∂２ｃ 

∂y２ 
∂２ｃ 

∂z２ 
∂２ｃ 

∂t 
∂ｃ 

∂x 
∂ｃ 

∂y 
∂ｃ 

∂z 
∂ｃ 
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     x,y,z  ：座標軸 ただし，南北方向を x，東西方向を y及び水深 

         方向を zとする。 

     u,v,w ：x,y,z方向の速度成分（ｃｍ／ｓ） 

      Ｐ ：圧力（              ） 

      g  ：重力加速度（980)（ｃｍ／ｓ２) 

     εm  ：渦動粘性係数（ｃｍ２／ｓ） 

      ρ ：密度（ｇ／ｃｍ３） 

     Δρ ：密度差（ｇ／ｃｍ３） 

      Ｔ ：温度（℃） 

      Ｓ ：塩分 

      ｃ ：相対濃度（           ） 

   εＴ,εｓ,εｃ：それぞれ温度，塩分，物質の渦動拡散係数（ｃｍ２／ｓ） 

 ｂ．初期条件 

 (ａ)  圧 力 

    本解析では静水圧からの差を圧力として定義する。 

    初期値を０              とする。 

 (ｂ) 温度及び塩分 

  (イ)  周囲海水 

  周囲海水の温度及び塩分は，前面海域における連続観測結果に基づ

き，次の値を用いる。 

     温度：12.5℃（年間平均） 

        なお，成層期間は，海洋放出口12.5℃から海表面14.5℃ま

        で線形に変化させる。 

ｃｍ２ 
ｇ・ｃｍ／ｓ２ 

Ｂq／ｓ 
Ｂq／ｃｍ３ 

ｃｍ２ 
ｇ・ｃｍ／ｓ２ 
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     塩分：33.8 （年間平均） 

  (ロ)  放出廃液 

    放出廃液の温度は周囲海水の温度と等しいものとする。また，放出

   廃液の塩分は０とする。 

 (ｃ) 密度及び密度差 

    温度及び塩分よりKnudsenの式
（20）

を用いて求める。 

 ｃ．計算条件 

 (ａ) 渦動粘性係数及び渦動拡散係数 

  (イ)  周囲海水
（31）

 

     周囲海水における渦動粘性係数及び渦動拡散係数は, 次の値を用い

      る。 

        0.0256・Ｗ０･    ＝60.5ｃｍ２／ｓ（憩流時） 

    εm＝ 

               0.0384・Ｗ０･    ＝90.7ｃｍ２／ｓ（南流時及び北流時) 

            １ ｃｍ２／ｓ（水平方向） 

    εＴ,εs,εｃ＝ １ ｃｍ２／ｓ（鉛直方向，成層なし） 

             0.1 ｃｍ２／ｓ（鉛直方向，成層） 

   ここで, 

    εm   ：渦動粘性係数（ｃｍ２／ｓ） 

  εＴ,εs,εｃ ：それぞれ温度，塩分，物質の渦動拡散係数 

          (ｃｍ２／ｓ） 

     Ｗ０   ：放出流速（6.3×10２) (ｃｍ／ｓ） 

       Ｄ    ：放出口径（7.5)（ｃｍ） 

  (ロ)  放出廃液
（21）（22）

 

 放出廃液中の渦動粘性係数及び渦動拡散係数は，(5.1－45)式及び

２ 
Ｄ 

２ 
Ｄ 
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(5.1－46)式により求める。 

    εm＝0.0384･        ･Ｗｍａｘ         ……（5.1－45） 

    εＴ,εｓ,εｃ ＝εm／0.7            ……（5.1－46) 

   ここで, 

      εm     ：渦動粘性係数（ｃｍ２／ｓ） 

    εＴ,εｓ,εｃ ：それぞれ温度，塩分，物質の渦動拡散係数 

             (ｃｍ２／ｓ） 

     Ｂ１／２   ：噴流拡散幅（噴流中心速度の半値幅) (ｃｍ） 

    Ｗｍａｘ   ：噴流中心速度（ｃｍ／ｓ） 

 ただし，海洋放出口での噴流拡散幅及び噴流中心速度は，それぞれ，

海洋放出口の放出口径Ｄ及び放出速度Ｗ０ とする。 

 (ｂ) 境界条件 

    境界条件は次のとおりである。 

   海表面 

    鉛直流速 ：w＝０ 

    水平流速 ：    ＝    ＝０ 

    水温・塩分：    ＝    ＝０ 

   海底面 

    鉛直流速 ：w＝０ 

    水平流速 ：    ＝    ＝０ 

    水温・塩分：    ＝    ＝０ 

 

２ 

Ｂ１／２ 

∂n 
∂u 

∂n 
∂v 

∂n 
∂Ｔ 

∂n 
∂Ｓ 

∂n 
∂Ｔ 

∂n 
∂Ｓ 

∂n 
∂u 

∂n 
∂v 
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   計算領域境界 

    鉛直流速 ：    ＝０ 

    水平流速 ：    ＝    ＝０ 

    水温・塩分：    ＝     ＝０ 

   なお，流下方向の境界においては uを連続式より求める。 

   ただし，nは境界面に対する法線方向を表す。 

 (２) 遠方領域
（32）

 

 ａ．基本方程式 

 遠方領域における流動及び廃液の拡散の方程式は，連続式，運動方程

式及び拡散方程式を水深方向に積分した以下の式を用いる。 

 (ａ) 連続式 

        ＋     ＋     ＝０           ……（5.1－47） 

  (ｂ)  運動方程式 

        ＋   （    )＋   （     )＝ 

    － g･h･     ＋Ａ h･▽２Ｍ－Ｋ b･Ｕ･ Ｕ２＋Ｖ２  ……（5.1－48） 

        ＋    (     )＋    (    )＝ 

    － g･h･     ＋Ａ h･▽２Ｍ－Ｋ b･Ｖ･ Ｕ２＋Ｖ２  ……（5.1－49） 

 

 

 

∂n２ 

∂２Ｔ 

∂n 
∂u 

∂n 
∂v 

∂n 
∂w 

∂n２ 

∂２Ｓ 

∂t 
∂ζ 

∂x 
∂Ｍ 

∂y 
∂Ｎ 

∂t 
∂Ｍ 

∂x 
∂ 

h 
Ｍ ２ 

∂y 
∂ 

h 
ＭＮ 

∂x 
∂ζ √ 

∂t 
∂Ｎ 

∂x 
∂ 

h 
Ｎ２ 

∂y 
∂ 

h 
ＭＮ 

∂ζ √ 
∂y 
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 (ｃ) 拡散方程式 

         ＋Ｕ・    ＋Ｖ・    ＝ 

         ｛Ｈw･Ｋ x･   （    ）｝＋   ｛Ｈw･Ｋ y･   （    ）｝ 

                            ……（5.1－50) 

    ここで， 

    Ｍ＝Ｕ･h＝  udz, Ｎ＝Ｖ･h＝   vdz 

    Ｗ＝  cdz＝Ｈw･Ｃ 

   t    ：時間（ｓ） 

   x,y,z   ：座標軸 ただし南北方向を x，東西方向を y及び水深

        方向を zとする。 

   u, v     ：x,y方向の流速成分（ｃｍ／ｓ） 

  Ｕ，Ｖ  ：x,y方向の鉛直平均流速（ｃｍ／ｓ） 

  Ｍ，Ｎ  ：x,y方向の流量フラックス（ｃｍ２／ｓ） 

    Ａh  ：水平方向の渦動粘性係数（ｃｍ２／ｓ） 

        g   ：重力加速度（980) (ｃｍ／ｓ２) 

    Ｋb  ：海底摩擦係数 

    Ｗ  ：相対濃度フラックス（          ） 

    ｃ  ：相対濃度（          ） 

    ＨＷ  ：廃液拡散層厚さ（ｃｍ） 

        Ｃ  ：鉛直平均相対濃度（          ） 

        ζ  ：水位（ｃｍ） 

Ｈw
 

Ｗ 

∂t 
∂Ｗ 

∂x 
∂Ｗ 

∂y 
∂Ｗ 

∂x 
∂ 

∂x 
∂ 

∂y 
∂ 

∂y 
∂ 

Ｈw
 

Ｗ 

∫ 
ζ 

－ｂ ∫ 
ζ 

－ｂ 

∫ 
ζ 

－ｂ 

Ｂq／ｓ 

Ｂq／ｃｍ２ 

Ｂq／ｓ 

Ｂq／ｃｍ３ 

Ｂq／ｓ 

Ｂq／ｃｍ３ 
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    b   ：水深（ｃｍ） 

        水深については海図から
（33）（43）

読みとる。 

    h   ：全水深（ｃｍ)，h＝ζ＋b 

    Ｋx ，Ｋy ：x, y方向の拡散係数（ｃｍ２／ｓ） 

 ｂ．仮想放出口 

 近傍領域における三次元数値シミュレーション解析結果から得られた

仮想放出口の条件を第5.1－31表に示す。 

  c. 計算条件 

 (ａ) 水 深 

 最浅水深を１ｍ，最深水深を南流の場合100ｍ,北流の場合50ｍとし現

地流動を再現する。
（32）

 

 (ｂ) 廃液拡散層厚さ 

 廃液拡散層厚さは，仮想放出口における廃液拡散層厚さを用いる。た

だし，水深が仮想放出口における廃液拡散層厚さより浅い領域において

は水深を用いる。
（32）

 

 (ｃ) 海底摩擦係数
（20）（32）（35）

 

 0.013(最浅水深)から最小0.0026(最深水深)まで水深に応じ線形に変

化させる。 

 (ｄ) 拡散係数の算定 

   拡散係数は，(5.1－51)式により算定する。
（23）（24）（32）

 

    Ｋx ＝Ｋy ＝0.01･Ｂ４／３           ……（5.1－51） 

      ２ ３ σ  …（憩流時以外） 
   Ｂ＝ 
       r  …………（憩流時） 

   ただし, Ｋx 及びＫy の上限値は，それぞれ,Ｋ xo及びＫ yoとする。 

√ 
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  ここで， 

    Ｂ  ：拡散幅（ｃｍ） 

  Ｋ xo，Ｋ yo   ：海域の拡散係数（ｃｍ２／ｓ） 

    σ  ：濃度の横断分布の標準偏差（ｃｍ）…（憩流時以外） 

    r   ：放出点直上からの距離（ｃｍ）  ……（憩流時） 

 Ｋ x o，Ｋ y oについては，添付書類四「3.2.2.3 拡散係数」に示す現地

観測結果を基に，対象海域における平均的な拡散係数として，次の値を

用いる。 

  Ｋ xo＝10５ｃｍ２／ｓ 

  Ｋ yo＝５×10４ｃｍ２／ｓ 

 (ｅ) 水平方向の渦動粘性係数 

 水平方向の渦動粘性係数は，現地観測結果から求めた海域の拡散係数

を基に，次の値を用いる。
（32）

 

      Ａ h＝５×10４ｃｍ２／ｓ 

 (ｆ) 境界条件 

 境界条件は次のとおりである。 

  陸地及び防波堤 

   流速：Ｕ＝Ｖ＝０ 

   濃度：     ＝０ 

  計算領域境界 

   流速：     ＝     ＝０ 

   濃度：Ｃ＝０  （流入境界） 

          ＝０（流出境界） 

∂n 
∂Ｃ 

∂n 
∂Ｕ 

∂n 
∂Ｖ 

∂n２ 

∂２Ｃ 
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 ただし，n は境界面に対する法線方向を表す。 

 (ｇ) 計算領域 

 計算領域は次のとおりである。 

  流動計算：海洋放出口を中心として南北方向に約110ｋｍ,沿岸から 

       沖合約30ｋｍ 

  拡散計算：海洋放出口を中心として南北方向に約30ｋｍ，沿岸から 

       沖合約15ｋｍ 

 (ｈ) 港湾地形 

 計算に用いる港湾地形は，再処理施設の運転開始以降に予想される港

湾地形として，むつ小川原開発第２次基本計画
（52）

において先行して進めら

れる鷹架沼港区及び第８次港湾整備５ヶ年計画を反映したものとする。 

 

5.1.3.1.4 年間平均相対濃度の評価 

 線量の評価対象となる海域の年間平均相対濃度は，遠方領域の二次元シ

ミュレーション結果からパターンごとに計算された相対濃度にその年間出

現頻度を乗じ，それぞれを加算することにより求める。このとき，解析に

用いる流動パターンごとの流速及び流向の出現頻度として，海洋放出口の

近傍海域及び海洋放出口を含む海域については憩流頻度を考慮するが，憩

流による廃液の拡散影響の及ばない海域については，憩流頻度を，南流10

ｃｍ／ｓ及び北流10ｃｍ／ｓの出現頻度の割合で，それぞれの出現頻度に

加える。 

 解析に用いる流動パターンごとの流速及び年間出現頻度を第5.1－32表

に示す。 

 線量の評価に用いる海水中放射性物質濃度の評価においては，液体廃棄

物が連続的に放出される場合を考えて，「5.1.3.1.3 海水中放射性物質
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濃度の計算式」までに述べた計算方法により得られた年間平均相対濃度に

放射性物質の年間平均放出率を乗じることにより年間平均濃度を求める。 

 前面海域においては，河川や地形の影響等によって潮目の発生する可能

性があるが，これらはたとえ発生したとしても，時間スケールが小さく，

ごく局所的に生ずるものであることから
（57）

，前面海域での年間の拡散・希釈

の評価に影響を及ぼすものではない。 

 なお，成層時と非成層時では廃液の拡散層の存在する水深が異なり，成

層時には流速によっても廃液の拡散層の水深が異なるが，年間平均相対濃

度の評価に当たっては，拡散層の存在する水深の違いを考慮しない。 
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5.1.3.2 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評価 

5.1.3.2.1 実効線量の評価に用いる放射性物質の放出量 

 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の評価に用いる放射性物質の

年間の放出量は，第5.1－33表に示すとおりである。 

 第5.1－33表に示すその他(α)及びその他(β，γ)については，線量へ

の寄与の大きい核種は核種ごとに，それら以外の核種は,アルファ線を放

出する核種, ガンマ線を放出する核種及びベータ線のみを放出する核種に

分類し，それぞれ，核種ごとに評価する核種のうち単位放出量当たりの線

量の寄与の大きい核種に置き換えて評価する。 
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5.1.3.2.2 液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく 

 (１) 評価方法の概要 

 液体廃棄物中に含まれる放射性物質による外部被ばくに係る実効線量

の評価は，前面海域における海浜利用，漁業等の実態
（７）

を考慮の上，現実

に存在する被ばく経路に生活する人を対象とし，以下の被ばく経路につ

いて行う。 

  海水面からの被ばく 

  漁網からの被ばく 

    船体からの被ばく 

  海中作業での被ばく 

 なお，周辺には海水浴場がなく，漁業活動に伴う海浜利用もない。ま

た，将来，港内しゅんせつなどの海浜作業及びむつ小川原港内における

岸壁作業が生じたとしても，作業形態から被ばく経路としては無視でき

る。
（７）

 

 (２) 評価のための前提条件 

 ａ．評価地点 

 各外部被ばく経路における海水中放射性物質濃度の評価地点は, 前面

海域における漁業実態等
（７）

に基づき, 実効線量が最大となる地点を選定す

る。 

 前面海域において，鷹架沼の一部及び尾駮沼を除くむつ小川原港港湾

区域（以下，添付書類七では「むつ小川原港港湾区域」という。）は，

漁業権が消滅され，漁業権以外の漁業に関する権利も放棄されている。 

 このことから，海水面からの被ばくによる実効線量の評価については，

漁船の航行を考慮し，より厳しい結果を与えるように，むつ小川原港港

湾区域の平均濃度を海水中の放射性物質濃度として用いる。 
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 漁網からの被ばくによる実効線量の評価については，漁業活動の営ま

れる可能性のあるむつ小川原港港湾区域周辺での最大濃度地点で漁網が

使用されるものとする。 

 船体からの被ばくによる実効線量の評価については，漁船の航行を考

慮し，より厳しい結果を与えるように，むつ小川原港港湾区域の平均濃

度の海水で船体が汚染されるものとする。 

 海中作業での被ばくによる実効線量の評価については，むつ小川原港

港湾区域内において定期的に実施されるむつ小川原石油備蓄株式会社所

有の石油パイプラインの係留ブイの保守及び海象ブイの保守に関連する

海中作業を対象とし，これらの作業の実施される地点のうち濃度が最大

となる，海洋放出口から南0.3ｋｍ地点を評価地点とする。 

 これらの地点を第5.1－２図に示す。 

 ｂ．評価地点の放射性物質濃度 

 各外部被ばく経路における海水中放射性物質濃度の評価地点のうち，

海洋放出口を含む海域であるむつ小川原港港湾区域の区域内平均海水中

放射性物質濃度は，憩流頻度を考慮した流動パターンの年間出現頻度を

用いて評価する。また，憩流による廃液の拡散影響が及ばない海域であ

るむつ小川原港港湾区域周辺での最大濃度地点の海水中放射性物質濃度

は，憩流頻度を，南流10ｃｍ／ｓ及び北流10ｃｍ／ｓの出現頻度の割合

で，それぞれの出現頻度に加えた流動パターンの年間出現頻度を用いて

評価する。ただし，海洋放出口から南0.3ｋｍ地点の海水中放射性物質

濃度については，海洋放出口からの距離が小さいこと及び作業頻度が小

さいことから，作業時には常に憩流状態であるとのより厳しい仮定を用

いて評価する。 

 各外部被ばく経路に対する海水中放射性物質濃度の評価地点及び年間
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平均相対濃度を，第5.1－34表に示す。 

 ｃ．実効線量評価のためのパラメータ 

 実効線量評価のためのパラメータは，第5.1－35表～第5.1－39表及

び第5.1－46表～第5.1－49表に示すとおりである。 

 (３) 実効線量の評価式 

 ａ．海水面からの実効線量の評価式 

 船上にある人体が海水中放射性物質から受ける実効線量は，ガンマ線によ

る実効線量にベータ線による実効線量を加えた(5.1－52)式を用いて評価する。 

  Ｄ１＝Σ(Ｋ１) i・(χ１) i・t１＋Σ（ＫＳ１) i･(χ１) i･t１･fS１･wT,S 

                                           ……………（5.1－52） 

  (χ１) i＝Ｑ i・(χ／Ｑ)１ 

 ここで, 

Ｄ１   ：海水面からの実効線量（ｍＳv／ｙ） 

(Ｋ１) i ：核種 iのガンマ線による実効線量換算係数（           ） 

   （ＫＳ１) i  ：核種 iのベータ線による皮膚の等価線量換算係数 

      （           ） 

   (χ１) i ：核種 iの評価地点での濃度（Ｂq／ｃｍ３) 

    t１   ：被ばく時間（ｈ／ｙ） 

Ｑ i   ：核種 iの放出率（Ｂq／ｓ） 

(χ／Ｑ)１：評価地点での年間平均相対濃度（            ） 

    fS１      ：体表面積の平均化係数
（５）

 (0.5) 

wT,S    ：皮膚の組織荷重係数
（９）

 (0.01) 

i 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｃｍ３ 

Ｂq／ｃｍ３ 

Ｂq／ｓ 

i 

Ｂ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｃｍ３ 

Ｂ 
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 ｂ．漁網からの実効線量の評価式 

 漁網からの実効線量は，海水中の放射性物質が漁網に移行する割合を

考慮し，船上の漁網からの外部被ばくについては船上に積載時の漁網

（以下「船上漁網」という。）を，また，陸上の漁網からの外部被ばく

については修理作業時の漁網（以下「陸上漁網」という。）を対象とし，

ガンマ線による実効線量にベータ線による実効線量を加えた(5.1－53)

式を用いて評価する。 

 なお，船上漁網については，積載時の漁網形状を考慮し，漁網密度を

１ｇ／ｃｍ３として自己遮蔽を考慮する。 

    Ｄ２＝Σ（Ｋ２) i･（Ｓ２) i･t２＋Σ（Ｋ２) i･(Ｓ２) i･t２  

    ＋Σ（ＫＳ２) i･(Ｓ２) i･（t２＋t２）･fS２･wT,S………（5.1－53） 

    (Ｓ２) i＝(Ｆ２) i･(χ２) i 

    (χ２) i＝Ｑ i･（χ／Ｑ)２ 

 ここで， 

  Ｄ２  ：漁網からの実効線量（ｍＳv／ｙ） 

 （Ｋ２) i ：核種 iのガンマ線による実効線量換算係数（船上漁網） 

      （            ） 

 （Ｋ２) i ：核種 iのガンマ線による実効線量換算係数（陸上漁網） 

      （            ） 

  （ＫＳ２) i  ：核種 iのベータ線による皮膚の等価線量換算係数 

      （            ） 

 （Ｓ２) i ：漁網中の核種 iの濃度（Ｂq／ｇ） 

  t２   ：被ばく時間（船上漁網）(ｈ／ｙ） 

i i 

Ｓ Ｓ Ｌ Ｌ 

Ｓ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｇ 

Ｌ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｇ 

Ｓ 

i 

Ｂ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｇ 

Ｂ 

Ｓ Ｌ 
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  t２   ：被ばく時間（陸上漁網）(ｈ／ｙ） 

  (Ｆ２) i ：核種 iの海水中から漁網への移行係数 

       （すべての核種について，4,000)（           ） 

  (χ２) i ：核種 iの評価地点での濃度（Ｂq／ｃｍ３) 

    Ｑi  ：核種 iの放出率（Ｂq／ｓ） 

（χ／Ｑ)２ ：評価地点での年間平均相対濃度（           ） 

      fS２      ：体表面積の平均化係数
（５）

 (0.5) 

   wT,S    ：皮膚の組織荷重係数
（９）

 (0.01) 

 ｃ．船体からの実効線量の評価式 

 船体からの実効線量は，海水中の放射性物質が船体に移行する割合を

考慮し，ガンマ線による実効線量にベータ線による実効線量を加えた(5.

1－54)式を用いて評価する。 

  Ｄ３＝Σ(Ｋ３) i･(Ｓ３) i･t３＋Σ(ＫＳ３) i･(Ｓ３) i･t３･fS３･wT,S      

                                          ……………（5.1－54) 

  (Ｓ３) i＝(Ｆ３) i･(χ３) i 

  (χ３) i＝Ｑ i・(χ／Ｑ)３ 

 ここで， 

  Ｄ３ ：船体からの実効線量（ｍＳv／ｙ） 

  (Ｋ３)  i：核種 iのガンマ線による実効線量換算係数（           ） 

 （ＫＳ３) i：核種 iのベータ線による皮膚の等価線量換算係数 

     （            ） 

  (Ｓ３) i：船体の汚染密度（Ｂq／ｃｍ２) 

Ｌ 

Ｂq／ｇ 
Ｂq／ｃｍ３ 

Ｂq／ｃｍ３ 
Ｂq／ｓ 

i 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｃｍ２ 

（４２）（５０） 

Ｂ 

i 

Ｂ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｃｍ２ 
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  t３   ：被ばく時間（ｈ／ｙ） 

   (Ｆ３) i：核種 iの海水中から船体への移行係数
（42）

 

     （すべての核種について，10) （           ） 

  (χ３) i：核種 iの評価地点での濃度（Ｂq／ｃｍ３） 

   Ｑi ：核種 iの放出率（Ｂq／ｓ） 

  (χ／Ｑ)３ ：評価地点での年間平均相対濃度（            ） 

      fS３   ：体表面積の平均化係数
（５）

 (0.5) 

  wT,S ：皮膚の組織荷重係数
（９）

 (0.01) 

 ｄ．海中作業での実効線量の評価式 

   海中作業での実効線量は，ガンマ線による実効線量にベータ線による

    実効線量を加えた(5.1－55)式を用いて評価する。 

  Ｄ４＝Σ（Ｋ４) i･(χ４) i･t４＋Σ（ＫＳ４) i･(χ４) i･t４･fS４･wT,S    

                                           ……………（5.1－55） 

    （χ４) i＝Ｑ i･(χ／Ｑ)４ 

 ここで， 

 Ｄ４  ：海中作業での実効線量（ｍＳv／ｙ） 

（Ｋ４) i ：核種 iのガンマ線による実効線量換算係数（           ) 

    （ＫＳ４) i   ：核種 iのベータ線による皮膚の等価線量換算係数 

      （            ） 

（χ４) i ：核種 iの評価地点での濃度（Ｂq／ｃｍ３） 

    t４      ：被ばく時間（ｈ／ｙ） 

  Ｑ i  ：核種 iの放出率（Ｂq／ｓ） 

Ｂq／ｃｍ２ 

Ｂq／ｃｍ３ 

Ｂq／ｃｍ３ 
Ｂq／ｓ 

i 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｃｍ３ 

i 

Ｂ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｃｍ３ 

Ｂ 
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 (χ／Ｑ)４ ：評価地点での年間平均相対濃度（           ) 

     fS４      ：体表面積の平均化係数
（５）

 (１) 

    wT,S    ：皮膚の組織荷重係数
（９）

 (0.01) 

Ｂq／ｃｍ３ 
Ｂq／ｓ 
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5.1.3.2.3 海産物摂取による内部被ばく 

 (１) 評価方法の概要 

 液体廃棄物中に含まれる放射性物質による内部被ばくに係る実効線量

の評価は，前面海域における漁業実態及び敷地周辺の公衆の食品摂取状

況を踏まえ，以下の海産物の摂取を対象として行う。 

   魚   類 

    海 藻 類 

   貝   類 

   頭 足 類 

   甲 殻 類 

 (２) 評価のための前提条件 

 ａ．評価地点 

 各海産物に対する海水中放射性物質濃度の評価地点は，前面海域にお

ける漁業実態に基づき，実効線量が最大となる地点を選定する。 

 前面海域において，むつ小川原港港湾区域は，漁業権が消滅され，漁

業権以外の漁業に関する権利も放棄されている。このことを考慮し，回

遊能力を持つ魚類，貝類，頭足類及び甲殻類については，より厳しい結

果を与えるように，むつ小川原港港湾区域内で成育したものが，むつ小

川原港港湾区域外で漁獲されるものとして，むつ小川原港港湾区域の平

均濃度を用いて評価を行う。 

 また，海藻類については，前面海域において現実に存在する漁場のう

ち，海洋放出口に最も近い，海洋放出口から北13ｋｍの海域において最

大濃度となる地点（以下「北13ｋｍ地点」という。）の濃度を用いて評

価を行う。 

 これらの地点を第5.1－２図に示す。 

（７） 

（７） 

（７） 
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 ｂ．評価地点の放射性物質濃度 

 各海産物に対する海水中放射性物質濃度の評価地点のうち，海洋放出

口を含む海域であるむつ小川原港港湾区域の区域内平均海水中放射性物

質濃度は，憩流頻度を考慮した流動パターンの年間出現頻度を用いて評

価する。また，憩流による廃液の拡散影響が及ばない海域である海洋放

出口から北13ｋｍ地点の海水中放射性物質濃度は, 憩流頻度を，南流10

ｃｍ／ｓ及び北流10ｃｍ／ｓの出現頻度の割合で，それぞれの出現頻度

に加えた流動パターンの年間出現頻度を用いて評価する。 

 各海産物に対する海水中放射性物質濃度の評価地点及び年間平均相対

濃度を，第5.1－40表に示す。 

 ｃ．実効線量評価のためのパラメータ 

 実効線量評価のためのパラメータは，第5.1－41表～第5.1－43表に

示すとおりである。 

 (３) 実効線量の評価式 

 海産物摂取による実効線量は,(5.1－56)式を用いて評価する。 

  Ｄ５＝ΣΣ（ＫＦ ) i･Ｈ k i     …………………（5.1－56） 

  Ｈ k i＝365･χ k i･(ＣＦ)k i･Ｆ k･Ｗ k･fk i 

  χ k i＝Ｑ i･(χ／Ｑ)k  

 ここで， 

  Ｄ５   ：海産物摂取による実効線量（ｍＳv／ｙ） 

  （ＫＦ ) i  ：経口摂取による実効線量係数 （ｍＳv／Ｂq) 

  Ｈ k i   ：核種 iの海産物 kによる摂取率（Ｂq／ｙ） 

  χ k i   ：核種 iの海産物 kに対する評価地点での濃度 

        (Ｂq／ｃｍ３) 

５０ 

k  i 

５０ 
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  (ＣＦ)k i  ：核種 iの海産物 kに対する濃縮係数 (           ） 

  Ｆk    ：海産物 kの市場希釈係数（１） 

       海産物の市場希釈係数については，自家消費を考慮して 

       １とする。 

  Ｗk    ：海産物 kの摂取量（ｇ／ｄ） 

        摂取量については，現地食品摂取調査結果から得られ

       た値に既存の評価の例を考慮して設定する。 

        なお，評価対象の海産物分類に属さないウニ，ホヤ及

       びナマコについては，摂取部位を考慮して，ウニは貝類 

       に，ホヤ及びナマコは頭足類に含めた。また，海水中の

       放射性物質の汽水湖への流入を考慮し，汽水湖の淡水産

       物がむつ小川原港港湾区域内で成育したとして，淡水産

       物の摂取量を，各海産物分類に分けて，海産物摂取量に

       加算した。 

  fk i      ：海産物 kの採取から摂取までの核種 iの減衰比 

     fk i＝   ＋           ・ 1－exp(－      ・365･   ) 

               （海藻類におけるよう素－131の場合) 

     fk i＝１          （その他の場合） 

  Ｔr i  ：よう素－131の物理的半減期 (8.06)（ｄ） 

  Ｑi   ：核種 iの放出率（Ｂq／ｓ） 

  (χ／Ｑ)k：評価地点での年間平均相対濃度（            ） 

Ｂq／ｇ 
Ｂq／ｃｍ３ 

３ 
12 

Ｔr i 

0.693×365 
0.693 
Ｔr i 

９ 
12 

Ｂq／ｃｍ３ 
Ｂq／ｓ 

（７） 

（２） 

（７） 

（１） 
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5.1.3.2.4  実効線量の評価結果 

 (１) 評価結果の足し合わせ 

 液体廃棄物による実効線量については，各経路の実効線量を加算し，

評価結果とした。 

 (２) 評価結果 

 液体廃棄物中に含まれる放射性物質による実効線量は，第5.1－44表

に示すとおりである。 

 液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばくに係る実効線量は，年間

約3.9×10－４ｍＳvである。また,海産物摂取による内部被ばくに係る実

効線量は年間約2.7×10－３ｍＳvであり,両者を合計すると年間約3.1× 

10－３ｍＳvである。 

７－５－74



5.1.3.3 液体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量の評価 

5.1.3.3.1 皮膚の等価線量の評価に用いる放射性物質の放出量 

 液体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量の評価に用いる放射性

物質の年間の放出量は，第5.1－45表に示すとおりである。 

 第5.1－45表に示すその他(α)及びその他(β，γ)については, 線量へ

の寄与の大きい核種は核種ごとに，それら以外の核種は，アルファ線を放

出する核種，ガンマ線を放出する核種及びベータ線のみを放出する核種に

分類し，それぞれ，核種ごとに評価する核種のうち単位放出量当たりの線

量の大きい核種に置き換えて評価する。 
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5.1.3.3.2 液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく 

 (１) 評価方法の概要 

 液体廃棄物中に含まれる放射性物質による外部被ばくに係る皮膚の等

価線量の評価は，前面海域における海浜利用，漁業等の実態を考慮の上，

現実に存在する被ばく経路に生活する人を対象とし，以下の被ばく経路

について行う。 

  海水面からの被ばく 

  漁網からの被ばく 

    船体からの被ばく 

  海中作業での被ばく 

 なお，周辺には海水浴場がなく，漁業活動に伴う海浜利用もない。ま

た，将来，港内しゅんせつなどの海浜作業及びむつ小川原港内における

岸壁作業が生じたとしても，作業形態から被ばく経路としては無視でき

る。 

 (２) 評価のための前提条件 

 ａ．評価地点 

 各外部被ばく経路における海水中放射性物質濃度の評価地点は，前面

海域における漁業実態等に基づき，皮膚の等価線量が最大となる地点を

選定する。 

 前面海域において，むつ小川原港港湾区域は，漁業権が消滅され，漁

業権以外の漁業に関する権利も放棄されている。 

 このことから，海水面からの被ばくによる皮膚の等価線量の評価につ

いては，漁船の航行を考慮し，より厳しい結果を与えるように，むつ小

川原港港湾区域の平均濃度を海水中の放射性物質濃度として用いる。 

 漁網からの被ばくによる皮膚の等価線量の評価については，漁業活動

（７） 

（７） 

（７） 
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の営まれる可能性のあるむつ小川原港港湾区域周辺での最大濃度地点で

漁網が使用されるものとする。 

 船体からの被ばくによる皮膚の等価線量の評価については，漁船の航

行を考慮し，より厳しい結果を与えるように，むつ小川原港港湾区域の

平均濃度の海水で船体が汚染されるものとする。 

 海中作業での被ばくによる皮膚の等価線量の評価については，むつ小

川原港港湾区域内において定期的に実施されるむつ小川原石油備蓄株式

会社所有の石油パイプラインの係留ブイの保守及び海象ブイの保守に関

連する海中作業を対象とし，これらの作業の実施される地点のうち濃度

が最大となる，海洋放出口から南0.3ｋｍ地点を評価地点とする。 

 これらの地点を第5.1－２図に示す。 

 ｂ．評価地点の放射性物質濃度 

 各外部被ばく経路における海水中放射性物質濃度の評価地点のうち，

海洋放出口を含む海域であるむつ小川原港港湾区域の区域内平均海水中

放射性物質濃度は，憩流頻度を考慮した流動パターンの年間出現頻度を

用いて評価する。また，憩流による廃液の拡散影響が及ばない海域であ

るむつ小川原港港湾区域周辺での最大濃度地点の海水中放射性物質濃度

は，憩流頻度を，南流10ｃｍ／ｓ及び北流10ｃｍ／ｓの出現頻度の割合

で，それぞれの出現頻度に加えた流動パターンの年間出現頻度を用いて

評価する。ただし，海洋放出口から南0.3ｋｍ地点の海水中放射性物質

濃度については，海洋放出口からの距離が小さいこと及び作業頻度が小

さいことから，作業時には常に憩流状態であるとのより厳しい仮定を用

いて評価する。 

 各外部被ばく経路に対する海水中放射性物質濃度の評価地点及び年間

平均相対濃度を，第5.1－34表に示す。 
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 ｃ．皮膚の等価線量評価のためのパラメータ 

 皮膚の等価線量評価のためのパラメータは，第5.1－39表及び第5.1

－46表～第5.1－49表に示すとおりである。 

 (３) 皮膚の等価線量の評価式 

 ａ．海水面からの皮膚の等価線量の評価式 

 船上にある人体が海水中放射性物質から受ける皮膚の等価線量は, 

(5.1－57)式を用いて評価する。 

  ＤＳ１＝Σ（ＫＳ１) i･(χ１) i･tＳ１＋Σ（ＫＳ１) i･(χ１) i･tＳ１ 

                       ……………（5.1－57） 

  （χ１) i ＝Ｑｉ･(χ／Ｑ)１  

 ここで, 

  ＤＳ１ ：海水面からの皮膚の等価線量（ｍＳv／ｙ） 

 

 （ＫＳ１) i：核種 iのガンマ線による皮膚の等価線量換算係数 

      （           ） 

  （ＫＳ１) i：核種 iのベータ線による皮膚の等価線量換算係数 

      （           ） 

 （χ１) i ：核種 iの評価地点での濃度（Ｂq／ｃｍ３) 

    tＳ１  ：ガンマ線の被ばく時間（ｈ／ｙ） 

    tＳ１  ：ベータ線の被ばく時間（ｈ／ｙ） 

  Ｑ i   ：核種 iの放出率（Ｂq／ｓ） 

 (χ／Ｑ)1：評価地点での年間平均相対濃度（            ） 

 

i i 

Ｇ Ｇ Ｂ Ｂ 

Ｇ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｃｍ３ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｃｍ３ 

Ｂ 

Ｇ 

Ｂ 

Ｂq／ｃｍ３ 
Ｂq／ｓ 

７－５－78



 

 ｂ．漁網からの皮膚の等価線量の評価式 

 漁網からの皮膚の等価線量は，海水中の放射性物質が漁網に移行する

割合を考慮し，(5.1－58)式を用いて評価する。 

  ＤＳ２＝Σ（ＫＳ２) i･(Ｓ２) i･tＳ２＋Σ（ＫＳ２) i･(Ｓ２) i･tＳ２ 

      ＋Σ（ＫＳ２) i･(Ｓ２) i･tＳ２      …………………（5.1－58） 

   （Ｓ２) i＝(Ｆ２) i･(χ２) i 

   （χ２) i＝Ｑ i･(χ／Ｑ)２ 

 ここで， 

  ＤＳ２ ：漁網からの皮膚の等価線量(ｍＳv／ｙ） 

 （ＫＳ２) i  ：核種 iのガンマ線による皮膚の等価線量換算係数 

       （船上漁網）（           ） 

 

 

  （ＫＳ２) i  ：核種 iのガンマ線による皮膚の等価線量換算係数 

        （陸上漁網）（           ） 

  （ＫＳ２) i  ：核種 iのベータ線による皮膚の等価線量換算係数 

        （           ） 

   （Ｓ２) i   ：漁網中の核種 iの濃度（Ｂq／ｇ） 

   tＳ２   ：ガンマ線の被ばく時間（船上漁網）(ｈ／ｙ） 

   tＳ２   ：ガンマ線の被ばく時間（陸上漁網）(ｈ／ｙ） 

   tＳ２   ：ベータ線の被ばく時間（ｈ／ｙ） 

   (Ｆ２) i  ：核種 iの海水中から漁網への移行係数 

i i 

ＧＳ ＧＳ ＧＬ ＧＬ 

Ｂ Ｂ 

i 

ＧＳ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｇ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｇ 

ＧＬ 

Ｂ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｇ 

ＧＬ 

ＧＳ 

Ｂ 

（４２）（５０） 
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        （すべての核種について，4,000)（            ） 

   (χ２) i  ：核種 iの評価地点での濃度（Ｂq／ｃｍ３ ) 

   Ｑ i    ：核種 iの放出率（Ｂq／ｓ） 

   (χ／Ｑ)２ ：評価地点での年間平均相対濃度（            ） 

 ｃ．船体からの皮膚の等価線量の評価式 

 船体からの皮膚の等価線量は，海水中の放射性物質が船体に移行する

割合を考慮し，(5.1－59)式を用いて評価する。 

  ＤＳ３＝Σ（ＫＳ３) i･(Ｓ３) i･tＳ３＋Σ（ＫＳ３) i･(Ｓ３) i･tＳ３ 

                      ………………（5.1－59) 

  (Ｓ３) i＝（Ｆ３) i･(χ３) i 

  （χ３) i＝Ｑ i･(χ／Ｑ)３ 

  ここで， 

 

   ＤＳ３  ：船体からの皮膚の等価線量（ｍＳv／ｙ） 

  （ＫＳ３) i  ：核種 iのガンマ線による皮膚の等価線量換算係数 

        （            ） 

  （ＫＳ３) i  ：核種 iのベータ線による皮膚の等価線量換算係数 

        （            ） 

   (Ｓ３)i ：船体の汚染密度（Ｂq／ｃｍ２) 

   tＳ3   ：ガンマ線の被ばく時間（ｈ／ｙ） 

   tＳ3   ：ベータ線の被ばく時間（ｈ／ｙ） 

  （Ｆ３)i ：核種 iの海水中から船体への移行係数 

Ｂq／ｇ 
Ｂq／ｃｍ３ 

Ｂq／ｃｍ３ 
Ｂq／ｓ 

i i 

Ｇ Ｇ Ｂ Ｂ 

Ｇ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｃｍ２ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｃｍ２ 

Ｂ 

Ｇ 

Ｂ 

(42) 
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        （すべての核種について，10）（            ） 

  （χ３)i ：核種 iの評価地点での濃度（Ｂq／ｃｍ３) 

   Ｑ i  ：核種 iの放出率（Ｂq／ｓ） 

  (χ／Ｑ)３ ：評価地点での年間平均相対濃度（            ） 

 ｄ．海中作業での皮膚の等価線量の評価式 

   海中作業での皮膚の等価線量は，(5.1－60)式を用いて評価する。 

  ＤＳ４＝Σ（ＫＳ４) i･(χ４) i･tＳ４＋Σ（ＫＳ４) i･(χ４) i･tＳ４ 

                   ……………………（5.1－60) 

 （χ４) i ＝Ｑ i･(χ／Ｑ)４  

   ここで, 

    ＤＳ４ ：海中作業での皮膚の等価線量（ｍＳv／ｙ） 

   （ＫＳ４) i  ：核種 iのガンマ線による皮膚の等価線量換算係数 

         （            ） 

   （ＫＳ４) i  ：核種 iのベータ線による皮膚の等価線量換算係数 

          （            ） 

   （χ４)i  ：核種 iの評価地点での濃度（Ｂq／ｃｍ３) 

     tＳ４  ：ガンマ線の被ばく時間（ｈ／ｙ） 

      tＳ４   ：ベータ線の被ばく時間（ｈ／ｙ） 

      Ｑ i    ：核種 iの放出率（Ｂq／ｓ） 

   (χ／Ｑ)４ ：評価地点での年間平均相対濃度（            ） 

Ｂq／ｃｍ２ 

Ｂq／ｃｍ３ 

Ｂq／ｃｍ３ 
Ｂq／ｓ 

i i 

Ｂ Ｂ Ｇ Ｇ 

Ｇ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｃｍ３ 

ｍＳv／ｈ 
Ｂq／ｃｍ３ 

Ｂ 

Ｇ 

Ｂ 

Ｂq／ｃｍ３ 
Ｂq／ｓ 
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5.1.3.3.3  皮膚の等価線量の評価結果 

 (１) 評価結果の足し合わせ 

 液体廃棄物による皮膚の等価線量については，各経路の皮膚の等価線

量を加算し，評価結果とした。 

 (２) 評価結果 

 液体廃棄物中に含まれる放射性物質による皮膚の等価線量は，第 

5.1－50表に示すとおりである。 

 液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばくに係る皮膚の等価線量は,

年間約6.6×10－３ｍＳvである。 
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5.1.4 線量の評価結果 

5.1.4.1 実効線量 

5.1.4.1.1 実効線量の評価結果のまとめ 

 実効線量の評価結果は，第5.1－51表に示すとおりである。 

 放射性雲からの外部被ばく，地表沈着による外部被ばく及び呼吸摂取に

よる内部被ばくについては，１地点において同時に被ばくするものとし，

計算地点を周辺監視区域外として，地点ごとにそれぞれの実効線量を加算

し，敷地境界と周辺監視区域境界がほぼ一致しているので，その結果が最

大となる地点での値を，将来の居住の可能性を考慮して敷地境界外におけ

る人を対象とした評価結果とする。また，農・畜産物の摂取については，

「5.1.2.2.5 農・畜産物摂取による内部被ばく」における作物中の放射

性物質濃度の計算地点を将来の農地の可能性を考慮して敷地境界外として，

漁業活動等による被ばく及び海産生物の摂取については，「5.1.3.2.2

 液体廃棄物中の放射性物質による外部被ばく」及び「5.1.3.2.3 海産

物摂取による内部被ばく」における現実に存在する被ばく経路に生活す

る人を対象として評価した結果，気体廃棄物中の放射性物質による実効線

量及び液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の合計は，年間約2.2×1

0－２ｍＳvである。 
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5.1.4.1.2 年齢グループ別の実効線量 

 成人以外に幼児及び乳児を対象とし，呼吸率，食品摂取量並びに呼吸摂

取及び経口摂取による実効線量係数の年齢依存性を考慮して，幼児及び乳

児の実効線量の成人に対する割合を計算する。 

 幼児及び乳児の内部被ばくによる実効線量は次のようにして求める。す

なわち，呼吸摂取による内部被ばくについては，核種ごとに，呼吸率の成

人に対する比及
（５１）

び呼吸摂取による実効線量係数の成人に対する比を
（８）

，成人

の呼吸摂取による実効線量に乗じて，その総和を求める。農・畜産物及び

海産物摂取による内部被ばくについては，核種ごとに，食品摂取量の成人

に対する比及
（２）

び経口摂取による実効線量係数の成人に対する比を
（８）

，成人の

農・畜産物及び海産物摂取による実効線量に乗じて，その総和を求める。 

 各年齢グループの外部被ばくによる実効線量は，気体廃棄物中の放射性

物質による実効線量については成人と同じとし，液体廃棄物中の放射性物

質による漁業活動及び海中作業に係る実効線量については，幼児及び乳児

はこれらの作業を行わないことから，考慮しない。 

 計算結果は，成人の実効線量を１とした場合，幼児について約1.1，乳

児について約0.96の割合である。 
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5.1.4.2 皮膚及び眼の水晶体の等価線量 

皮膚の等価線量の評価結果は，第5.1－52表に示すとおりである。 

気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量及び液体廃棄物中の放

射性物質による皮膚の等価線量の合計は，年間約1.6×10－１ｍＳｖである。 

 なお，眼の水晶体の等価線量は，ガンマ線については皮膚の等価線量と

同程度で
（６１）

あり，ベータ線については皮膚の等価線量よりも小さいた
（６２）

め，

「線量告示」に定められた等価線量限度を十分下回る。 
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 第5.1－1表 主排気筒に係る放出源の有効高さ 
 

風下方位 有効高さ（ｍ） 

Ｎ 180 

ＮＮＥ 185 

Ｎ Ｅ 180 

ＥＮＥ 190 

Ｅ 190 

ＥＳＥ 155 

Ｓ Ｅ 175 

ＳＳＥ 185 

Ｓ 180 

ＳＳＷ 200 

Ｓ Ｗ 190 

ＷＳＷ 190 

Ｗ 175 

ＷＮＷ 180 

Ｎ Ｗ 185 

ＮＮＷ 200 
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   第5.1－5表 実効線量の評価に用いる主排気筒からの 
                        （５６） 

         放射性物質の放出量 
  

核    種    放  出  量 （Ｂq／ｙ） 

Kr－85        3.3×10１７ 

その他希ガス        1.9×10１４ 

Ｈ－3         1.9×10１５ 

Ｃ－14        5.2×10１３ 

Ｉ－129        1.1×10１０ 

Ｉ－131        1.7×10１０ 

その他よう素             1.7×10１２ 

その他（α）        3.3×10８ 

その他（β，γ）        9.4×10１０ 

  
 

(注）その他(α)は,プルトニウム(α)(2.9×10８Ｂq／ｙ)について,その他 

   (β，γ)は,ストロンチウム－90／イットリウム－90(7.6×10８／7.6× 

  10８Ｂq／ｙ),ルテニウム－106／ロジウム－106(4.1×10１０／4.1×10１０ 

  Ｂq／ｙ),セシウム－137／バリウム－137ｍ(1.1×10９／1.0×10９Ｂq／ 

  ｙ) についての評価を行う。 

   これら以外の核種については, アルファ線を放出する核種（4.0×10７ 

  Ｂq／ｙ)はプルトニウム(α)として，アルファ線を放出しない核種のう 

  ち，ガンマ線を放出する核種(1.4×10９Ｂq／ｙ)はセシウム－137／バリ 

  ウム－137mとして,ガンマ線を放出しない核種(8.2×10９Ｂq／ｙ)はスト 

  ロンチウム－90／イットリウム－90 として評価を行う。 
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第5.1－6表 実効線量の評価に用いる主排気筒からの 
                            （５６） 

      その他希ガスの放出量 

 

  核    種    放  出  量 （Ｂq／ｙ） 

   Ar－39         7.1×10１２ 

    Kr－81          2.2×10７ 

   Kr－83m         2.1×10１１ 

   Kr－85m         2.1×10１１ 

   Kr－87         6.9×10１１ 

   Kr－88         5.8×10１１ 

    Kr－89               8.1×10１２ 

    Kr－90         1.6×10１３ 

   Xe-131m         9.4×10１０ 

   Xe-133m         7.5×10１１ 

   Xe-133         3.9×10１１ 

   Xe-135m         1.4×10１３ 

   Xe-135         3.4×10１２ 

   Xe-137         4.4×10１３ 

   Xe-138         2.0×10１３ 

   Xe-139         6.6×10１３ 

 その他希ガス合計         1.9×10１４ 
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 第5.1－7表 実効線量の評価に用いる主排気筒 
                   （５６）    

        からのその他よう素の放出量 

 

   核  種 
放 出 量 

 
（Ｂq／ｙ) 

   Ｉ－132     3.8 ×10１１ 

   Ｉ－133     2.2 ×10１１ 

   Ｉ－134     7.4 ×10１１ 

   Ｉ－135     3.1 ×10１１ 

 その他よう素合計    1.7 ×10１２ 
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     第5.1－8表(1) 希ガスのガンマ線実効エネルギ（Ｅγ) 
 

   核   種 
ガンマ線実効エネルギ 

 
（ＭｅＶ／dis) 

     Ar－39 0 

     Ar－41        1.3×10０ 

      Kr－81           1.2×10－２ 

      Kr－83m        2.5×10－３ 

      Kr－85m        1.6×10－１ 

    Kr－85        2.2×10－３ 

    Kr－87        7.9×10－１ 

    Kr－88        2.0×10０ 

    Kr－89        2.1×10０ 

    Kr－90        1.3×10０ 

    Xe－131m        2.0×10－２ 

    Xe－133m        4.2×10－２ 

    Xe－133        4.5×10－２ 

    Xe－135m        4.3×10－１ 

    Xe－135        2.5×10－１ 

    Xe－137        1.8×10－１ 

    Xe－138        1.2×10０ 

      Xe－139        8.5×10－１ 

 

(注）アルゴン－39，アルゴン－41及びクリプトン－81は参考 

  文献(48)，その他の核種は参考文献(1)に基づく。 

 

（１） （４８） 
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     第 5.1－8 表(2) 希ガス以外の核種のガンマ線実効エネルギ（Ｅγ) 

 

   核   種 
ガンマ線実効エネルギ 

 
（ＭｅＶ／dis) 

     Ｈ－３ 0 

    Ｃ－14 0 

    Co－60        2.5×10０ 

  Sr－90／Ｙ－90       ０  ／ 1.7×10－６ 

 Ru－106／Rh－106     ０  ／ 2.0×10－１ 

    Ｉ－129        2.4×10－２ 

    Ｉ－131        3.8×10－１ 

    Ｉ－132        2.3×10０ 

    Ｉ－133        6.1×10－１ 

    Ｉ－134        2.8×10０ 

    Ｉ－135        1.6×10０ 

 Cs－137／Ba－137m     ０  ／ 6.0×10－１ 

    Pu－240        1.7×10－３ 

      (注）放射性よう素は参考文献(1)，その他の核種は参考文献 

           (48)に基づく。 

 

（１） （４８） 
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第5.1－9表 核種の物理的崩壊定数（λ） 
 

核 種      物理的崩壊定数（ｓ－１) 

  Co－60         4.170×10－９ 

  Sr－90         7.632×10－１０ 

  Ru－106         2.186×10－８ 

  Ｉ－129         1.400×10－１５ 

  Ｉ－131         9.954×10－７ 

  Ｉ－132         8.445×10－５ 

  Ｉ－133         9.257×10－６ 

  Ｉ－134         2.196×10－４ 

  Ｉ－135         2.913×10－５ 

  Cs－137         7.285×10－１０ 

  Pu－240         3.345×10－１２ 

 

(注）よう素－129，よう素－131，よう素－132，よう素 

   －133，よう素－134及びよう素－135は参考文献(1)， 

     その他の核種は参考文献(3)に基づく。 

 

（１）（３） 
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第5.1－10表 地表沈着放射性物質からの実効線量換算係数((ＫＡ)i ) 
 

核 種 
            

実効線量換算係数   (           ) 
                

     Co-60           6.2×10－５ 

   Sr－90／Ｙ－90        4.4×10－８／3.4×10－６ 

  Ru－106／Rh－106            0  ／1.0×10－５ 

     Ｉ－129           6.1×10－７ 

     Ｉ－131           1.1×10－５ 

     Ｉ－132           6.4×10－５ 

     Ｉ－133           1.8×10－５ 

     Ｉ－134           7.3×10－５ 

     Ｉ－135           4.1×10－５ 

  Cs－137／Ba－137m        7.4×10－８／1.7×10－５ 

     Pu－240           2.4×10－８ 

 

(注）参考文献(4)の実効線量当量換算係数を実効線量換算係数として用いる。 

 

（４） 

ｍＳv／ｙ 

Ｂq／ｍ２ 
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    第5.1－11表 呼吸摂取による実効線量係数((ＫＢ
  )i ) 

 

   核 種 実効線量係数（ｍＳv／Ｂq) 

      Ｈ－3          4.1×10－８ 

     Ｃ－14          5.8×10－７ 

     Co－60          3.1×10－５ 

    Sr－90／Ｙ－90       1.6×10－４／1.5×10－６ 

  Ru－106／Rh－106       6.6×10－５／  0 

     Ｉ－129          6.6×10－５ 

     Ｉ－131          1.5×10－５ 

     Ｉ－132          3.1×10－７ 

     Ｉ－133          2.9×10－６ 

     Ｉ－134          1.5×10－７ 

     Ｉ－135          9.2×10－７ 

  Cs－137／Ba－137m       4.6×10－６／  0 

        Pu－240          5.0×10－２ 

(注）よう素－129は参考文献(19)，よう素－131及びよう素－133は， 

  参考文献(2)に基づく。その他の核種は参考文献(8)に基づく。 

 

５０ （２）（８）（１９） 
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第 5.1－12 表 作物の葉面付着割合（Ｒv,Ｒv,Ｒv） 
 

作  物 元 素 
葉 面 付 着 割 合 

乾燥沈着（Ｒv,Ｒv） 降水沈着（Ｒv） 

 葉    菜 
 牧   草 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ 

Ｉ 0.2 0.1 

Ｉ以外 0.2 

米 
Ｉ 0.5 0.05 

Ｉ以外 0.25 0.1 

根   菜 
Ｉ 0.2 0.1 

Ｉ以外 0.2 

 

(注）葉菜，牧草及びデントコーンは，参考文献(11)，米及び根菜は参考文献(12)に 

    基づく。ただし，よう素は参考文献(10)に基づく。 

d dr r 

（１０）（１１）（１２） 
d dr r 
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     第 5.1－13 表 作物の葉面から可食部への移行割合（Ｆev） 
 

元 素 
葉面から可食部への移行割合 

葉 菜 根 菜 米 牧 草 ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ 

      
Co 1.0 0.05 0.1 1.0 1.0 

Sr 1.0 0.01 0.1 1.0 1.0 

Ru 1.0 0.05 0.1 1.0 1.0 

Ｉ 1.0 0.1 0.01 1.0 1.0 

Cs 1.0 0.1 0.1 1.0 1.0 

Pu 1.0 0.1 0.1 1.0 1.0 

       

(注）(1) 葉菜，牧草及びデントコーンについては，1.0とする。 

   (2) 根菜については，参考文献(12)に基づく。ただし，プルトニ 

      ウムは0.1とする。 

   (3) 米については，よう素は参考文献(10)に，セシウムは参考文 

      献(12)に基づく。その他の元素は 0.1 とする。 

（１０）（１２） 
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第 5.1－14 表 作物の栽培密度（Ｙv）
 

作  物 栽 培 密 度（ｋｇ／ｍ２ ) 

葉  菜 2.8 

根  菜 2.2 

米 0.37 

牧  草 2.0 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ 4.7 

 

（７） 
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第5.1－15表 土壌から作物への移行係数(Ｃfv） 
 

      

 土壌から作物への移行係数    (  ) 

元素      

 葉 菜 根 菜 米 牧 草 ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ 

      
Co 9.4×10－３ 2.0×10－３ 1.2×10－２ 9.4×10－３ 9.4×10－３ 

Sr 1.7×10－２ 6.0×10－２ 2.4×10－２ 1.7×10－２ 1.7×10－２ 

Ru 5.0×10－２ 1.0×10－２ 7.2×10－２ 5.0×10－２ 5.0×10－２ 

Ｉ 2.0×10－２ 2.0×10－２ 5.0×10－３ 2.0×10－２ 2.0×10－２ 

Cs 1.0×10－２ 5.0×10－３ 7.2×10－３ 1.0×10－２ 1.0×10－２ 

Pu 2.2×10－４ 1.0×10－３ 2.6×10－４ 5.0×10－４ 2.2×10－４ 

      
 

(注）(1) 葉菜及びデントコーンについては，参考文献(11)に基づく。ただ   

   し，元素のうち，プルトニウムは参考文献(13)に基づく。 

  (2) 根菜については，参考文献(12)に基づく。 

  (3) 米については，参考文献(12)に基づく。ただし，元素のうち，よう 

   素は参考文献(10)に，プルトニウムは参考文献(13)に基づく。 

    なお，参考文献(12)及び参考文献(13)の米の重量は，参考文献(14)に基 

   づき乾燥重量に換算する。 

   (4) 牧草については，参考文献(11)に基づく。ただし元素のうち，プル 

   トニウムは参考文献(13)に基づく。 

    なお，参考文献(13)の牧草の重量は，参考文献(13)に基づき湿重量に 

   換算する。 

 

Ｂｑ／ｋｇ 
Ｂｑ／ｋｇ 

 

（１０）（１１）（１２）（１３） 
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第 5.1－16 表 作物に対する実効地表面密度(Ｓv） 
 

作  物 実効地表面密度（ｋｇ／ｍ２ ) 

葉  菜 190 

根  菜 280 

米 150 

牧  草 140 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ 190 

 

（７） 
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第5.1－17表 作物への沈着を考慮する期間（ｔv) 

 

作  物 沈着を考慮する期間 

葉  菜 240日 

根  菜 180日 

米 210日 

牧  草 90日 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ 150日 

 

（７） 
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第5.1－18表 農・畜産物中の水素及び炭素の重量割合 
                       

                      (ＦＨv, ＦＣv，ＦＨn, ＦＣn) 
 

 農・ 

  畜産物 

  農・畜産物中の水素 

  の重量割合ＦＨv，ＦＨn 

  農・畜産物中の炭素 

  の重量割合ＦＣv，ＦＣn 

  葉 菜   0.11   0.028 

  根 菜   0.10   0.078 

   米   0.066   0.41 

  牧 草   0.064   0.33 

  ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ   0.099   0.099 

  牛 乳   0.11   0.062 

  牛 肉   0.092   0.23 

 

（１４） 

７－５－104



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第5.1－19表 経口摂取による実効線量係数((ＫＦ )i)
 

 

核  種 実効線量係数（ｍＳv／Ｂq) 

     Ｈ－3          4.2×10－８ 

     Ｃ－14          5.8×10－７ 

     Co－60          3.4×10－６ 

   Sr－90／Ｙ－90       2.8×10－５／2.7×10－６ 

  Ru－106／Rh－106       7.0×10－６／  0 

     Ｉ－129          7.2×10－５ 

     Ｉ－131          1.6×10－５ 

     Ｉ－132          2.9×10－７ 

     Ｉ－133          3.1×10－６ 

     Ｉ－134          1.1×10－７ 

     Ｉ－135          9.3×10－７ 

  Cs－137／Ba－137m       1.3×10－５／  0 

     Pu－240          2.5×10－４ 

  

 (注）よう素－129は参考文献(19)，よう素－131及びよう素－133は， 

    参考文献(2)に基づく。その他の核種は参考文献(8)に基づく。 

       

（２）（８）（１９） 
５０ 

７－５－105



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.1－20 表 食品の摂取量（Ｗv，Ｗn） 
 

   食  品    摂 取 量 （ｇ／ｄ） 

農
産
物 

葉  菜 

根  菜 

米 

320 

200 

320 (Ｗv) 

畜
産
物 

牛  乳 
 

牛  肉 

200 
 

  6 
（Ｗn） 

 

(注）牛乳については参考文献(2)，その他の農作物・畜産物 

   については参考文献(7)に基づく。 

（２）（７） 

７－５－106



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      第5.1－21表 畜産物への放射性物質の移行係数（ＦＬn) 

 
  
 

元 素 
     畜産物への移行係数 （      ） 

    牛     乳     牛    肉 

   Ｈ       3.7×10－２       3.1×10－２ 

   Ｃ        6.4×10－３       2.4×10－２ 

   Co       1.0×10－３       1.3×10－２ 

   Sr       8.0×10－４       6.0×10－４ 

   Ru       1.0×10－６       4.0×10－１ 

   Ｉ       6.0×10－３       2.9×10－３ 

   Cs       1.2×10－２       4.0×10－３ 

   Pu       4.5×10－８       4.1×10－７ 

  

 （注）水素及び炭素は参考文献(7)及び参考文献(14)に基づき計算により求める。 

       プルトニウムは参考文献(13)，その他の元素は参考文献(11)に基づく。                      

Ｂｑ／ｋｇ 
Ｂｑ／ｄ 

 

（７）（１１）（１３）（１４） 

７－５－107



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.1－22 表 家畜の飼料作物摂取量（Ａva） 
 

家 畜 
飼料作物の摂取量（ｋｇ／ｄ） 

    牧     草     デントコーン 

  乳 牛 25 14 

  肉 牛 25 14 

 

（７） 

７－５－108



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第5.1－23表 気体廃棄物中の放射性物質による３経 

       路合計の実効線量の方位別最大値 

 

  風下方位 
  ３経路合計の方位別最大値 

     （ｍＳｖ／ｙ） 

     Ｎ        4.2×10－３ 

    ＮＮＥ        3.4×10－３ 

    Ｎ Ｅ        3.7×10－３ 

    ＥＮＥ        5.9×10－３ 

     Ｅ        8.3×10－３ 

    ＥＳＥ        7.6×10－３ 

    Ｓ Ｅ        3.6×10－３ 

    ＳＳＥ        2.4×10－３ 

     Ｓ        2.3×10－３ 

    ＳＳＷ        2.5×10－３ 

    Ｓ Ｗ        2.6×10－３ 

    ＷＳＷ        5.5×10－３ 

     Ｗ        6.1×10－３ 

    ＷＮＷ        6.4×10－３ 

    Ｎ Ｗ        5.4×10－３ 

    ＮＮＷ        3.8×10－３ 

 

(注）放射性雲からの外部被ばく，地表沈着による外部 

   被ばく及び呼吸摂取による内部被ばくの各経路の 

   実効線量の合計値の方位別最大値 

 

（注） 

７－５－109



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5.1－24表 気体廃棄物中の放射性物質による実効線量 

 

 経    路 
実効線量 

評 価 地 点 
 （ｍＳｖ／ｙ） 

放射性雲からの 
 約 6.5×10－３ 

Ｅ方向，約 690ｍ 

外 部 被 ば く 

地表沈着による 
 約 1.7×10－３ 

外 部 被 ば く 

呼吸摂取による 
 約 1.7×10－４ 

内 部 被 ば く 

農作物摂取による 

内 部 被 ば く 

 約 9.2×10－３ 

米 ＥＳＥ方向，約1,200ｍ 

葉 菜 ＥＳＥ方向，約1,100ｍ 

根 菜 ＥＳＥ方向，約1,100ｍ 

畜産物摂取による 

内 部 被 ば く 

 約 1.2×10－３ 

牛乳 
牧 草 ＥＳＥ方向，約1,100ｍ 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ ＥＳＥ方向，約1,200ｍ 

牛肉 
牧 草 ＥＳＥ方向，約1,100ｍ 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ ＥＳＥ方向，約1,100ｍ 

  合    計  約 1.9×10－２  
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   第 5.1－25 表 皮膚の等価線量の評価に用いる主排気筒 

                 からの放射性物質の放出量 

 

   核  種   放  出  量 （Ｂq／ｙ） 

   Kr－85         3.3×10１７ 

  その他希ガス               1.9×10１４ 

   Ｈ－3         1.9×10１５ 

   Ｃ－14         5.2×10１３ 

   Ｉ－129         1.1×10１０ 

   Ｉ－131         1.7×10１０ 

  その他よう素               1.7×10１２ 

  その他（α）         3.3×10８ 

 その他（β，γ）         9.4×10１０ 

 

(注）その他(α)は,プルトニウム(α)(2.9×10８Ｂq／ｙ)について,その他 

(β，γ)は,ストロンチウム－90／イットリウム－90(7.6×10８／7.6× 

10８Ｂq／ｙ)，ルテニウム－106／ロジウム－106(4.1×10１０／4.1×10１０ 

Ｂq／ｙ),セシウム－137／バリウム－137ｍ(1.1×10９／1.0 ×10９Ｂq／ 

ｙ)についての評価を行う。 

 これら以外の核種については, アルファ線を放出する核種（4.0×10７ 

Ｂq／ｙ)はプルトニウム(α)として，アルファ線を放出しない核種のう 

ち，ガンマ線を放出する核種(1.4×10９Ｂq／ｙ)はセシウム－137／バリ 

ウム－137mとして,ガンマ線を放出しない核種(8.2×10９Ｂq／ｙ)はスト 

ロンチウム－90／イットリウム－90として評価を行う。 

 

（５６） 
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第 5.1－26 表 皮膚の等価線量の評価に用いる主排気筒 
        
              からのその他希ガスの放出量 

 

  核    種    放  出  量 （Ｂq／ｙ） 

   Ar－39         7.1×10１２ 

    Kr－81          2.2×10７ 

   Kr－83m         2.1×10１１ 

   Kr－85m         2.1×10１１ 

   Kr－87         6.9×10１１ 

   Kr－88         5.8×10１１ 

    Kr－89               8.1×10１２ 

    Kr－90         1.6×10１３ 

   Xe-131m         9.4×10１０ 

   Xe-133m         7.5×10１１ 

   Xe-133         3.9×10１１ 

   Xe-135m         1.4×10１３ 

   Xe-135         3.4×10１２ 

   Xe-137         4.4×10１３ 

   Xe-138         2.0×10１３ 

   Xe-139         6.6×10１３ 

 その他希ガス合計         1.9×10１４ 

 

（５６） 

７－５－112



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.1－27 表 皮膚の等価線量の評価に用いる主排気筒 
               
       からのその他よう素の放出量 

 

   核  種 
放 出 量 

    
（Ｂq／ｙ) 

   Ｉ－132     3.8 ×10１１ 

   Ｉ－133     2.2 ×10１１ 

   Ｉ－134     7.4 ×10１１ 

   Ｉ－135     3.1 ×10１１ 

 その他よう素合計    1.7 ×10１２ 

 

（５６） 

７－５－113



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5.1－28表(1) 放射性雲中の希ガスからのベータ線外部被ばくによ 
                               
             る皮膚の等価線量換算係数（Ｋ４)i 

 

   核   種 
  皮膚の等価線量  

  換算係数    

     Ar－39        3.3×10－４ 

     Ar－41        8.8×10－４ 

      Kr－81 0 

      Kr－83m 0 

      Kr－85m        4.2×10－４ 

    Kr－85        4.1×10－４ 

    Kr－87        2.9×10－３ 

    Kr－88        6.6×10－４ 

    Kr－89        3.0×10－３ 

    Kr－90        2.8×10－３ 

    Xe－131m        1.1×10－４ 

    Xe－133m        2.5×10－４ 

    Xe－133        8.2×10－５ 

    Xe－135m        1.8×10－４ 

    Xe－135        5.4×10－４ 

    Xe－137        3.9×10－３ 

    Xe－138        1.3×10－３ 

      Xe－139        3.9×10－３ 

    

(注)(1) 参考文献(18)の皮膚の組織線量当量換算係数を皮膚

の等価線量換算係数として用いる。 

    (2) 参考文献(18)に値のないキセノン－139は，キセノン

－137と同じとする。 

    

ｍＳv／ｙ 

Ｂq／ｍ3 
(           ) 

（１８） 

７－５－114



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5.1－28表(2) 放射性雲中の希ガス以外の核種からのベータ線外部 
                                
             被ばくによる皮膚の等価線量換算係数（Ｋ４)i  

 

  核   種 
  皮膚の等価線量   

  換算係数    

     Ｈ－３ 0 

    Ｃ－14         5.9×10－６ 

    Co－60        7.2×10－５ 

  Sr－90／Ｙ－90    2.9×10－４／ 2.0×10－３ 

 Ru－106／Rh－106      0  ／ 3.1×10－３ 

    Ｉ－129        3.5×10－６ 

    Ｉ－131        2.6×10－４ 

    Ｉ－132        9.4×10－４ 

    Ｉ－133        7.6×10－４ 

    Ｉ－134        1.2×10－３ 

    Ｉ－135        6.7×10－４ 

 Cs－137／Ba－137m    2.3×10－４／ 1.3×10－４ 

    Pu－240 0 

 

(注) 参考文献(18)の皮膚の組織線量当量換算係数を皮膚の等

価線量換算係数として用いる。 

 

ｍＳv／ｙ 

Ｂq／ｍ3 
(           ) 

（１８） 

７－５－115



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5.1－29表 地表沈着放射性物質からの皮膚の等価線量換算係数   
                         （１８）     

          ((ＫＡＳ)i，(ＫＡＳ)i ) 
 

核  種 

       皮膚の等価線量換算係数 

 ガンマ線による皮膚の ベータ線による皮膚の 

 等価線量換算係数(ＫＡＳ )i 等価線量換算係数(ＫＡＳ ) i 

    Co－60      8.2×10－５ 0 

  Sr－90／Ｙ－90      0   ／  0   4.4×10－６／3.4×10－４ 

 Ru－106／Rh－106      0  ／7.6×10－６      0  ／4.4×10－４ 

    Ｉ－129      1.4×10－６  0 

    Ｉ－131      1.4×10－５      5.8×10－６ 

    Ｉ－132      8.3×10－５      1.5×10－４ 

    Ｉ－133      2.2×10－５      1.2×10－４ 

    Ｉ－134      9.4×10－５      2.1×10－４ 

    Ｉ－135      5.2×10－５      9.8×10－５ 

 Cs－137／Ba－137m      0  ／ 2.2×10－５   7.4×10－６／2.9×10－５ 

    Pu－240      1.9×10－７  0 

 

(注) 参考文献(18)の皮膚の組織線量当量換算係数を皮膚の等価線量換算

係数として用いる。 

 

ｍＳv／ｙ 

Ｂq／㎡ 
(           ) 

G 

G B 

B 

７－５－116



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.1－30 表 気体廃棄物中の放射性物質による皮膚の等価線量 

 

  経    路 
 皮膚の等価線量  
 （ｍＳｖ／ｙ） 

     評 価 地 点 

放射性雲からの 
 

外 部 被 ば く 

 

ＥＳＥ方向，約 1,100ｍ 

 約 9.8×10－２ 

 

地表沈着による 
 

外 部 被 ば く 

 

 約 5.5×10－２ 

 

  合     計  約 1.6×10－１  
 

 
 

 

７－５－117



 第 5.1－31 表 仮想放出口条件 
 

海域流動条件 仮 想 放 出 口 条 件 

流 
 

向 

流  速 

  

(cm/s) 

成 

層 

海洋放出口から 

の流下距離 

     （ｍ） 

  相対濃度 

  

   

廃液拡散幅 

 

  （ｍ) 

廃液拡散層 

厚さ 

   （ｍ） 

χ 方 向 の 

鉛直平均流速 

（ｃｍ／ｓ） 

ｙ 方 向 の 

鉛直平均流速 

（ｃｍ／ｓ） 

憩 流 

非 
 

成 
 

層 

海洋放出口の直 
  4.7×10－８  37.5×４面  2  7 7 

上を中心とする 

南 
 

流 

10   南側 75   1.6×10－８ 37.5 17 10 0 

20   南側 225   6.9×10－９ 37.5 19 20 0 

30   南側 450   3.9×10－９ 37.5 21 32 0 

北 

流 

10   北側 75   1.6×10－８ 37.5 17 10 0 

20   北側 225   6.9×10－９ 37.5 19 20 0 

憩 流 

成 
 

層 

海洋放出口の直 
  1.0×10－７  12.5×４面 12    1.6   1.6 

上を中心とする 

南 
 

流 

10   南側 50   4.0×10－８ 12.5 11 18 0 

20   南側 75   3.6×10－８ 12.5  8 28 0 

30   南側 100   3.3×10－８ 12.5  7 35 0 

北 

流 

10   北側 50   4.0×10－８ 12.5 11 18 0 

20   北側 75   3.6×10－８ 12.5  8 28 0 

 

Ｂq／ｃｍ３ 

Ｂq／ｓ (        ) 

７－５－118



 第5.1－32表 解析に用いる流動パターン出現頻度 
 

流動パターン 出  現  頻  度   (％)  

  流向 
   

流速 
 （cm/s） 

  海洋放出口を含む海域 
  憩流による廃液の拡散 
 
  影響の及ばない海域           

 10 25 43 

  南流 20 25 25 

 30 10 10 

  北流 
10 10 17 

20  5  5 

  憩流  0 25  0 
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第 5.1－33 表 実効線量の評価に用いる海洋放出口からの 
                                          （５６） 

                    放射性物質の放出量 
 

   核  種   放   出   量     （Ｂq／ｙ） 

   Ｈ－3        1.8×10１６ 

   Ｉ－129        4.3×10１０ 

   Ｉ－131        1.7×10１１ 

  その他（α）        3.8×10９ 

 その他（β，γ）        2.1×10１１ 

 

（注）その他(α)は，プルトニウム(α)(3.0×10９Ｂq／ｙ)，アメリシウム(α) 

(1.4 ×10８Ｂq／ｙ)，キュリウム(α)(3.9×10８Ｂq／ｙ)について，その 

他(β，γ)は，コバルト－60(4.1×10９Ｂq／ｙ)，ストロンチウム－90／ 

イットリウム－90(1.2×10１０／1.2 ×10１０Ｂq／ｙ), ルテニウム－106／ 

ロジウム－106(2.4×10１０／2.4×10１０Ｂq／ｙ)，セシウム－134(8.2×10９  

Ｂq／ｙ)，セシウム－137／バリウム－137ｍ(1.6×10１０／1.6×10１０Ｂq／ 

ｙ)，セリウム－144／プラセオジム－144，プラセオジム－144ｍ(4.9× 

10９／4.9×10９，5.9×10７Ｂq／ｙ)，ユウロピウム－154(1.4×10９Ｂq／ 

ｙ)，プルトニウム－241(8.0×10１０Ｂq／ｙ)，について評価を行う。 

  これら以外の核種については，アルファ線を放出する核種(1.9×10８   

Ｂq／ｙ)はアメリシウム(α)として，アルファ線を放出しない核種のうち， 

ガンマ線を放出する核種(4.4×10９Ｂq／ｙ)はコバルト－60として，ガン 

マ線を放出しない核種(6.9×10９Ｂq／ｙ)はプルトニウム－241 として評 

価を行う。 
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 第5.1－34表 海水中放射性物質濃度の評価地点及び年間平均相対濃度 

 

対象とする 
 

被ばく経路 

 海水中放射性物質濃度の 
 
 評価地点 

   年間平均相対濃度 
       
       

  海 水 面 

  
 むつ小川原港港湾区域 
          （注） 

     5.7×10－１０ 

  漁   網 
 むつ小川原港港湾区域周辺 
  
 最大濃度地点 

     2.7×10－１０ 

  船   体 

  
 むつ小川原港港湾区域 
          （注） 

     5.7×10－１０ 

  海 中 作 業      
 海洋放出口から 
  
 南０.３km地点 

     2.6×10－８ 

 

（注）区域内平均濃度 

 

Bq/cm３ 

 Bq/s (       ) 
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第5.1－35表 海水面からのガンマ線による実効線量換算係数  
                   （２５） 
             ((Ｋ１)i ）

 

 

  核   種 

              

   実効線量換算係数 

              

  Ｈ－3 ０ 

  Co－60        ５．８×１０－４ 

 Sr-90/Y-90       ０   ／１．１×１０－１１ 

 Ru-106/Rh-106       ０   ／４．９×１０－５ 

  Ｉ－129        １．２×１０－６ 

  Ｉ－131        ９．５×１０－５ 

  Cs－134        ３．７×１０－４ 

 Cs-137/Ba-137m       ０   ／１．４×１０－４ 

 Ce-144/Pr-144m    ３．９×１０－６／１．３×１０－６ 

     Pr-144            ７．４×１０－６ 

  Eu－154        ２．８×１０－４ 

  Pu－240        １．６×１０－８ 

  Pu－241         ６．６×１０－１９ 

   Am－241        ４．５×１０－６ 

  Cm－244        １．５×１０－８ 

 

(注) 参考文献(25)の実効線量当量換算係数を実効線量

換算係数として用いる。 

 

 

ｍＳｖ／ｈ 
Ｂｑ／ｃｍ３ (             ) 

７－５－122



 
                                                      

  第 5.1－36 表 漁網からのガンマ線による実効線量換算係数 
                                                         （２５） 
                  ((Ｋ２)i,(Ｋ２)i ) 
 

   
 

    
   核  種 

                 実効線量換算係数 
  

船上漁網(Ｋ２) i 陸上漁網(Ｋ２) i 

  Ｈ－3                ０                ０ 

  Co－60      ５．２×１０－５      ８．１×１０－５ 

 Sr-90/Y-90     ０   ／１．４×１０－１２     ０   ／１．３×１０－１０ 

 Ru-106/Rh-106     ０   ／４．２×１０－６     ０   ／７．０×１０－６ 

  Ｉ－129      １．３×１０－７      １．１×１０－６ 

  Ｉ－131      ７．８×１０－６      １．３×１０－５ 

  Cs－134      ３．２×１０－５      ５．３×１０－５ 

 Cs-137/Ba-137m     ０   ／１．２×１０－５     ０   ／２．１×１０－５ 

 Ce-144/Pr-144m ３．１×１０－７／１．２×１０－７ ６．５×１０－７／５．２×１０－７ 

     Pr-144          ６．６×１０－７                  ９．７×１０－７ 

  Eu－154      ２．５×１０－５      ４．０×１０－５ 

  Pu－240      １．７×１０－９      １．２×１０－７ 

  Pu－241      ５．８×１０－２０      ８．７×１０－２０ 

   Am－241      ３．５×１０－７      ９．０×１０－７ 

  Cm－244      １．７×１０－９      １．２×１０－７ 

 

(注) 参考文献(25)の実効線量当量換算係数を実効線量換算係数として用いる。 
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 第 5.1－37 表 船体からのガンマ線による実効線量換算係数 
                                       （２５） 
               ((Ｋ３)i )

 

 

  核   種   実効線量換算係数 

  Ｈ－3                    ０ 

  Co－60        ３．９×１０－５ 

 Sr-90/Y-90       ０   ／６．４×１０－１１ 

 Ru-106/Rh-106       ０   ／３．４×１０－６ 

  Ｉ－129        ５．４×１０－７ 

  Ｉ－131        ６．２×１０－６ 

  Cs－134        ２．５×１０－５ 

 Cs-137/Ba-137m       ０   ／９．９×１０－６ 

 Ce-144/Pr-144m    ３．１×１０－７／２．５×１０－７ 

     Pr-144             ４．７×１０－７ 

  Eu－154        １．９×１０－５ 

  Pu－240        ５．７×１０－８ 

  Pu－241        ４．２×１０－２０ 

   Am－241        ４．４×１０－７ 

  Cm－244        ５．７×１０－８ 

 

(注) 参考文献(25)の実効線量当量換算係数を実効線量換算係数

として用いる。 

ｍＳｖ／ｈ 
Ｂｑ／ｃｍ２ (             ) 
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第 5.1－38 表 海中作業におけるガンマ線による実効線量換算係数 
                                      （２５） 
              ((Ｋ４)i ) 
 

  核   種    実効線量換算係数 

  Ｈ－3                    ０ 

  Co－60        １．２×１０－３ 

 Sr-90/Y-90       ０   ／３．３×１０－１１ 

 Ru-106/Rh-106       ０   ／９．９×１０－５ 

  Ｉ－129        ２．６×１０－６ 

  Ｉ－131        １．９×１０－４ 

  Cs－134        ７．４×１０－４ 

 Cs-137/Ba-137m       ０   ／２．９×１０－４ 

 Ce-144/Pr-144m    ７．９×１０－６／２．６×１０－６ 

     Pr-144            １．５×１０－５ 

  Eu－154        ５．７×１０－４ 

  Pu－240        ４．２×１０－８ 

  Pu－241        １．３×１０－１８ 

   Am－241        ９．０×１０－６ 

  Cm－244        ４．０×１０－８ 

 

(注) 参考文献(25)の実効線量当量換算係数を実効線量換算係数

として用いる。 

ｍＳｖ／ｈ 
Ｂｑ／ｃｍ３ (             ) 
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   第5.1－39表 液体廃棄物中に含まれる放射性物質による線量 
                      （７） 

              に係る被ばく時間 

 

  被ばく時間  （ｈ／ｙ） 

 被 ば く 経 路         
 実効線量及びガンマ線 
 
 による皮膚の等価線量 

  ベータ線による皮 
 

膚の等価線量 

 海 水 面             ２，０００        ９００ 

漁     網 
 船 上     １，７００ 

     ２，３００ 
 陸 上     １，５００ 

 船 体             ２，４００      ２，４００ 

 海 中 作 業               ４００         ４００ 

 

７－５－126



  第 5.1－40 表 各海産物に対する海水中放射性物質濃度の評価地点及び 
                                         
                年間平均相対濃度 
  

海産物の種類 
 海水中放射性物質濃度の 
 
 評価地点 

   年間平均相対濃度 
 
 

魚 類 
  
 むつ小川原港港湾区域 
          （注） 

     5.7×10－１０ 

海 藻 類  海洋放出口から北13km地点      5.2×10－１１ 

貝 類 
  
 むつ小川原港港湾区域 
          （注） 

     5.7×10－１０ 

頭 足 類 
  
 むつ小川原港港湾区域 
          （注） 

     5.7×10－１０ 

甲 殻 類 
  
 むつ小川原港港湾区域 
          （注） 

     5.7×10－１０ 

 

(注）区域内平均濃度 

 

Bq/cm３ 

 Bq/s (       ) 
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                                                     （２）（８）（１９） 

      第 5.1－41 表 経口摂取による実効線量係数 ((ＫＦ )i ) 
 

 核   種 実効線量係数（ｍＳｖ／Ｂｑ） 

  Ｈ－3 4.2×10－８ 

  Co－60 3.4×10－６ 

  Sr-90 /Y-90 2.8×10－５／2.7×10－６ 

  Ru-106/Rh-106         7.0×10－６／  0 

  Ｉ－129 7.2×10－５ 

  Ｉ－131 1.6×10－５ 

  Cs－134 1.9×10－５ 

 Cs-137/Ba-137m         1.3×10－５／  0 

 Ce-144/Pr-144m         5.2×10－６／  0 

        Pr-144                     5.0×10－８ 

  Eu－154 2.0×10－６ 

  Pu－240 2.5×10－４ 

  Pu－241 4.8×10－６ 

  Am－241 2.0×10－４ 

  Cm－244 1.2×10－４ 

(注）よう素－129及びよう素－131は，それぞれ，参考文献(19)及び参考文献(2)  

     に基づく。その他の核種は参考文献(8)に基づく。 

      

５０ 

７－５－128



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.1－42 表 海産物の濃縮係数 ((ＣＦ )ki ） 

 

 元 素 
        濃  縮  係  数 

  魚 類   海藻類   貝 類   頭足類   甲殻類 

      
             (2)             (2)             (2)             (2)             (2) 

   Ｈ    1    1    1    1    1 

 
            (2)             (2)             (2)             (2)             (2) 

   Co  100 1,000 1,000 1,000 1,000 

             (15)             (15)             (15)             (15)             (15) 

   Sr    3   20    5    2   30 

             (15)             (15)             (15)             (15)             (15) 

   Ru   50 2,000  300   80  200 

             (15)             (15)             (15)             (15)             (15) 

   Ｉ   30 2,000   60    3   30 

             (15)             (15)             (15)             (15)             (15) 

   Cs   30   30    9   10   20 

             (15)             (15)             (15)             (15)             (15) 

   Ce   50  600  200   30   90 

             (26)             (26)             (26)             (26)             (26) 

   Eu  300 3,000 7,000  300 1,000 

             (15)             (15)             (15)             (15)             (15) 

   Pu  100 3,000  200  200  400 

             (26)             (26)             (13)             (26)             (13) 

   Am   50 8,000 1,000  200 1,000 

             (26)             (26)             (13)             (26)             (13) 

   Cm   50 8,000 1,000  200 1,000 

 

(注）(1) 海産物の濃縮係数は，参考文献(15)の値,参考文献(2)の値の順で採用し，参考文 

         献(15)及び参考文献(2)に記載のないものについては，原則として,参考文献(13) 

         と参考文献(26)の推奨値のうち大きい値を採用する。 

     (2) 貝類についてのアメリシウムは，参考文献(53)を参考とし，参考文献(13)の値を 

         採用する。 

     (3) 頭足類についてのアメリシウムは，参考文献(53)を参考とし，参考文献(26)の魚 

         類の変動範囲の最大値を採用する。 

     (4) キュリウムについては，アメリシウムと同じ値とする。 

Bq/ｇ 
Bq/cm３ (         ) 

７－５－129



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               （２）（７） 

第5.1－43表 海産物の摂取量(Ｗk ) 

 

  海産物   摂取量（ｇ／ｄ） 

  魚 類    ２３０ 

  海藻類      ４０ 

  貝 類      １１ 

  頭足類      ６５ 

  甲殻類        ６ 

 
(注）海藻類については参考文献(2)，その他の海産物に 
   
     ついては参考文献(7)に基づく。 

７－５－130



 

 

 

 

第5.1－44表 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量 
 

   経   路 実効線量（ｍＳv／ｙ） 

 海 水 面 か ら の 
       約 1.1×10－６ 

 外 部 被 ば く 

 漁 網 か ら の 
       約 3.6×10－４ 

 外 部 被 ば く 

 船 体 か ら の 
       約 1.9×10－６ 

 外 部 被 ば く 

 海 中 作 業 で の 
       約 1.9×10－５ 

 外 部 被 ば く 

 海 産 物 摂 取 に よ 
       約 2.7×10－３ 

 る 内 部 被 ば く 

   合   計        約 3.1×10－３ 

 

 

７－５－131



 第 5.1－45 表 皮膚の等価線量の評価に用いる海洋放出口からの 
                          （５６） 

                放射性物質の放出量 
 

   核  種    放 出 量 （Ｂq／ｙ） 

   Ｈ－3        1.8×10１６ 

   Ｉ－129        4.3×10１０ 

   Ｉ－131        1.7×10１１ 

  その他（α）        3.8×10９ 

 その他（β，γ）        2.1×10１１ 

(注）その他(α)は，プルトニウム(α)(3.0×10９Ｂq／ｙ)，アメリシウム(α) 

(1.4×10８Ｂq／ｙ), キュリウム(α)(3.9×10８Ｂq／ｙ)について，その他 

(β，γ)は，コバルト－60(4.1×10９Ｂq／ｙ)，ストロンチウム－90／イッ 

トリウム－90(1.2×10１０／1.2 ×10１０Ｂq／ｙ)，ルテニウム－106／ロジウ 

ム－106(2.4×10１０／2.4×10１０Ｂq／ｙ)，セシウム－134(8.2×10９Ｂq／ 

ｙ)，セシウム－137／バリウム－137ｍ(1.6×10１０／1.6×10１０Ｂq／ｙ)， 

セリウム－144／プラセオジム－144，プラセオジム－144ｍ(4.9×10９／ 

4.9×10９，5.9×10７Ｂq／ｙ)，ユウロピウム－154(1.4×10９Ｂq／ｙ)に 

ついて評価を行う。 

  これら以外の核種については, アルファ線を放出する核種(1.9×10８Ｂq 

／ｙ)はアメリシウム(α)として，アルファ線を放出しない核種のうち，ガ 

ンマ線を放出する核種(4.4×10９Ｂq／ｙ)はルテニウム－106／ロジウム－ 

106として，ガンマ線を放出しない核種(8.7×10１０Ｂq／ｙ)はストロンチウ 

ム－90／イットリウム－90として評価を行う。 

 

７－５－132



 第5.1－46表 海水面からの皮膚の等価線量換算係数   
                    （２５） 

             ((ＫＳ１)i,(ＫＳ１) i ) 
 

   核   種 

    
 
    皮膚の等価線量換算係数 

 ガンマ線による皮膚の等価線量 

      換算係数 (ＫＳ１) i 

 ベータ線による皮膚の等価線量 

      換算係数 (ＫＳ１) i 

 Ｈ－3 0 0 

 Co－60 6.8×10－４ 3.5×10－５ 

 Sr-90/Ｙ-90          0     /3.5×10－１０        7.1×10－５/3.4×10－４ 

 Ru-106/Rh-106          0     /5.9×10－５         0     /5.1×10－４ 

 Ｉ－129 4.9×10－６ 2.1×10－５ 

 Ｉ－131 1.2×10－４ 7.0×10－５ 

 Cs－134 4.4×10－４ 5.9×10－５ 

 Cs-137/Ba-137m          0     /1.7×10－４      6.7×10－５/2.3×10－５ 

 Ce-144/Pr-144m 5.4×10－６/2.9×10－６      3.3×10－５/   0 

       Pr-144                 8.7×10－６                4.4×10－４ 

 Eu－154 3.4×10－４ 1.0×10－４ 

 Pu－238 3.4×10－７ 0 

 Pu－240 3.2×10－７ 0 

 Pu－241  7.8×10－１９ 0 

 Am－241 6.6×10－６ 1.9×10－５ 

 Cm－244 3.2×10－７ 0 

 

(注) 参考文献(25)の皮膚の組織線量当量換算係数を皮膚の等価線量換算係数

として用いる。 

ｍＳｖ／ｈ 
Ｂｑ／ｃｍ３ (              ) 
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 第5.1－47表 漁網からの皮膚の等価線量換算係数    
                                       （２５） 

                           ((ＫＳ２)i,(ＫＳ２) i,(ＫＳ２) i ) 
 

  

                 皮膚の等価線量換算係数 

 

 

 

核  種 ガンマ線による皮膚の等価線量換算係数 ベータ線による皮膚の 

等価線量換算係数 

(ＫＳ２) i  船上漁網 (ＫＳ２) i 陸上漁網 (ＫＳ２) i 

  Ｈ－3             0             0             0 

  Co－60       5.7×10－５       9.2×10－５       3.5×10－５ 

 Sr-90/Ｙ-90       0 /3.8×10－１１       0 /4.3×10－９    7.1×10－５/3.4×10－４ 

 Ru-106/Rh-106       0  /4.6×10－６       0  /8.3×10－６         0  /5.1×10－４ 

  Ｉ－129       4.5×10－７       6.0×10－６       2.1×10－５ 

  Ｉ－131       8.6×10－６       1.6×10－５       7.0×10－５ 

  Cs－134       3.5×10－５       6.2×10－５       5.9×10－５ 

 Cs-137/Ba-137m       0   /1.3×10－５       0   /2.5×10－５    6.7×10－５/2.3×10－５ 

 Ce-144/Pr-144m    3.7×10－７/2.4×10－７    1.1×10－６/2.4×10－６    3.3×10－５/    0 

     Pr-144          7.1×10－７          1.1×10－６          4.4×10－４ 

  Eu－154       2.8×10－５       4.8×10－５       1.0×10－４ 

  Pu－238       3.6×10－８       4.0×10－６             0 

  Pu－240       3.4×10－８       3.8×10－６             0 

  Pu－241       6.3×10－２０       1.0×10－１９             0 

   Am－241       4.6×10－７       6.6×10－６       1.9×10－５ 

  Cm－244         3.4×10－８         3.8×10－６             0 

 

(注) 参考文献(25)の皮膚の組織線量当量換算係数を皮膚の等価線量換算係数として

用いる。 
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第5.1－48表 船体からの皮膚の等価線量換算係数   
                                 （２５） 

                         ((ＫＳ３)i,(ＫＳ３) i ) 
 

   核  種 

        皮膚の等価線量換算係数 

 ガンマ線による皮膚の等価線量 

     換算係数 (ＫＳ３) i 

 ベータ線による皮膚の等価線量 

      換算係数 (ＫＳ３) i 

  Ｈ－3 0 0 

  Co－60 4.4×10－５ 1.1×10－３ 

 Sr-90/Ｙ-90    0    /2.0×10－９     1.8×10－３/2.4×10－３ 

 Ru-106/Rh-106    0    /4.0×10－６    0    /2.5×10－３ 

  Ｉ－129 2.9×10－６ 2.2×10－４ 

  Ｉ－131 7.7×10－６ 1.7×10－３ 

  Cs－134 3.0×10－５ 1.4×10－３ 

 Cs-137/Ba-137m    0    /1.2×10－５     1.6×10－３/2.4×10－４ 

 Ce-144/Pr-144m     5.5×10－７/1.1×10－６     1.0×10－３/    0 

     Pr-144          5.3×10－７                 2.5×10－３ 

  Eu－154 2.3×10－５ 2.1×10－３ 

  Pu－238 1.9×10－６ 0 

  Pu－240 1.8×10－６ 0 

  Pu－241  4.8×10－２０ 0 

   Am－241 3.2×10－６ 2.5×10－６ 

  Cm－244 1.8×10－６ 0 

 

(注) 参考文献(25)の皮膚の組織線量当量換算係数を皮膚の等価線量換算係数

として用いる。 

 

ｍＳｖ／ｈ 

Ｂｑ／ｃｍ２ (              ) 
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第5.1－49表 海中作業における皮膚の等価線量換算係数   
                            （２５） 

                      ((ＫＳ4)i,(ＫＳ4)i ) 
 

  核  種 

     皮膚の等価線量換算係数 

 ガンマ線による皮膚の等価線量 

     換算係数 (ＫＳ4) i 

 ベータ線による皮膚の等価線量 

      換算係数 (ＫＳ4) i 

  Ｈ－3 0 0 

  Co－60 1.4×10－３ 3.5×10－５ 

 Sr-90/Ｙ-90    0    /1.1×10－９     7.1×10－５/3.4×10－４ 

 Ru-106/Rh-106    0    /1.2×10－４    0    /5.1×10－４ 

  Ｉ－129 1.0×10－５ 2.1×10－５ 

  Ｉ－131 2.3×10－４ 7.0×10－５ 

  Cs－134 8.9×10－４ 5.9×10－５ 

 Cs-137/Ba-137m    0    /3.5×10－４     6.7×10－５/2.3×10－５ 

 Ce-144/Pr-144m    1.1 ×10－５/5.9×10－６     3.3×10－５/   0 

     Pr-144                1.8×10－５                4.4×10－４ 

  Eu－154 6.8×10－４ 1.0×10－４ 

  Pu－238 1.0×10－６ 0 

  Pu－240 9.8×10－７ 0 

  Pu－241  1.6×10－１８ 0 

   Am－241 1.4×10－５ 1.9×10－５ 

  Cm－244 9.7×10－７ 0 

 

(注) 参考文献(25)の皮膚の組織線量当量換算係数を皮膚の等価線量換算係数

として用いる。 
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      第5.1－50表 液体廃棄物中の放射性物質による 
                   
                       皮膚の等価線量 
 

  経   路      皮膚の等価線量（ｍＳv／ｙ） 

 海 水 面 か ら の 
        約 2.4×10－６ 

 外 部 被 ば く 

 漁 網 か ら の 
        約 6.1×10－３ 

 外 部 被 ば く 

 船 体 か ら の 
        約 3.7×10－４ 

 外 部 被 ば く 

 海 中 作 業 で の 
        約 4.5×10－５ 

 外 部 被 ば く 

   合   計         約 6.6×10－３ 
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第5.1－51表 実効線量 
 

経    路 実効線量（ｍＳｖ／ｙ） 

気
体
廃
棄
物
に
よ
る
線
量 

 放射性雲からの外部被ばく     約 6.5×10－３ 

 地表沈着による外部被ばく     約 1.7×10－３ 

 呼吸摂取による内部被ばく     約 1.7×10－４ 

 農作物摂取による内部被ばく     約 9.2×10－３ 

 畜産物摂取による内部被ばく     約 1.2×10－３ 

    大 気 合 計     約 1.9×10－２ 

液
体
廃
棄
物
に
よ
る
線
量 

 海水面からの外部被ばく     約 1.1×10－６ 

 漁網からの外部被ばく     約 3.6×10－４ 

 船体からの外部被ばく     約 1.9×10－６ 

 海中作業からの外部被ばく     約 1.9×10－５ 

 海産物摂取による内部被ばく     約 2.7×10－３ 

    海 洋 合 計     約 3.1×10－３ 

     合       計     約 2.2×10－２ 
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第5.1－52表 皮膚の等価線量 
 

経    路 
皮膚の等価線量 

    （ｍＳｖ／ｙ） 

気
体
廃
棄
物
に

よ
る
線
量 

 放射性雲からの外部被ばく     約 9.8×10－２ 

 地表沈着による外部被ばく     約 5.5×10－２ 

    大 気 合 計     約 1.6×10－１ 

液
体
廃
棄
物
に
よ
る
線
量 

 海水面からの外部被ばく     約 2.4×10－６ 

 漁網からの外部被ばく     約 6.1×10－３ 

 船体からの外部被ばく     約 3.7×10－４ 

 海中作業からの外部被ばく     約 4.5×10－５ 

    海 洋 合 計     約 6.6×10－３ 

    合       計     約 1.6×10－１ 
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第5.1－１図　気体廃棄物の放出に係る線量評価地点

７－５－140



 

老部川 

第 5.1－2図 液体廃棄物の放出に係る線量評価地点 
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5.2 施設からの放射線による線量評価 

 「事業指定基準規則」に適合するように，放射性廃棄物の保管廃棄施設等

からの放射線による外部被ばくに係る公衆の線量について評価する。放射性

廃棄物の保管廃棄施設等からの放射線による外部被ばくは，施設に内包され

ている放射性物質が放出する放射線が直接又は空気中で散乱されて施設周辺

に到達してくる直接線及びスカイシャイン線について評価する。線量の評価

に当たっては，敷地境界外において各建物及び洞道からの直接線及びスカイ

シャイン線による線量を計算方位ごとに足し合わせ，最大となる実効線量を

評価する。また，「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の

線量評価について（平成元年３月27日原子力安全委員会了承）」を参考と

する。 

なお，ガンマ線による皮膚及び眼の水晶体の等価線量は，放射線束からの

換算係数が実効線量とほぼ等しいため，実効線量と同程度であること，中性

子線による皮膚及び眼の水晶体の等価線量はいずれも実効線量を下回り実効

線量の値を皮膚及び眼の水晶体の等価線量の値として扱えることから，実効

線量を評価することにより，皮膚及び眼の水晶体についても等価線量限度を

十分下回ることを確認する。 
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5.2.1 計算方法の概要 

 再処理施設内に収納される放射性物質からの直接線及びスカイシャイン

線による線量の評価に当たっては，敷地境界と周辺監視区域境界がほぼ一

致しているので，線量の計算上厳しい評価結果を与える周辺監視区域境界

について計算し，その値を敷地境界外における線量として扱う。計算地点

は，主排気筒を中心として16方位に分割した各方位の周辺監視区域境界と

し，各建物から各々最短となる地点での直接線及びスカイシャイン線によ

る線量を算出し，方位内の各建物からの線量の和が最大となる方位の線量

を求める。 

 線量の計算に用いる放射線の線源は，各建物における放射性物質の最大

貯蔵能力等から求め，一次元輸送計算コード（ＡＮＩＳＮ）等，十分信頼

性のある計算コードを用いて計算する。 
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5.2.2 計算のための前提条件 

5.2.2.1 線  源 

 評価に用いる放射線の線源は，再処理施設の主要な建屋に収納される放

射性物質について，最大再処理能力，最大貯蔵能力等を考慮して，厳しい

評価結果を与えるように設定する。 

 評価に用いる線源の線源強度及びエネルギスペクトルは，添付書類六

「1.3.4 遮蔽設計に用いる線源」に基づき，原則としてＯＲＩＧＥＮ２

コード
（３７）

を用いて，線量の計算において厳しい評価結果を与えるように設定

する。評価に用いるガンマ線エネルギスペクトル（スペクトル－１～スペ

クトル－14）を第5.2－１表に示す。また，中性子線エネルギスペクトル

は，遮蔽設計に用いる中性子線のエネルギスペクトルと同一とする。 

 (１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

 ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋 

 使用済燃料輸送容器管理建屋の線源は，建屋内に保管される使用済燃

料収納使用済燃料輸送容器30基とし，使用済燃料輸送容器保守設備で取

り扱う使用済燃料輸送容器の内部に付着した放射性物質についても考慮

する。使用済燃料収納使用済燃料輸送容器の線源強度は，建屋に受け入

れる輸送容器の種類を考慮して，輸送容器表面から１ｍ離れた位置での

線量当量率を100μＳｖ／ｈとし，エネルギスペクトルとしては，線量

の計算において厳しい評価結果を与えるように，高エネルギの２次ガン

マ線を考慮して７ＭｅＶのガンマ線を用いて設定する。また，使用済燃

料輸送容器の内部に付着した放射性物質の核種としては，最も厳しい評

価結果を与えるように，代表核種としてコバルト－60を用いる。 
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 ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の線源は，燃料取出し準備室等に置かれ

る使用済燃料収納使用済燃料輸送容器４基及び燃料貯蔵プールに貯蔵さ

れる使用済燃料3,000ｔ・ＵＰｒとし，プール水中の放射性物質について

も考慮する｡使用済燃料収納使用済燃料輸送容器のエネルギスペクトル

及び強度は「(１)ａ. 使用済燃料輸送容器管理建屋」と同一である。なお，

使用済燃料のガンマ線エネルギスペクトルとしてはスペクトル－１及び

スペクトル－２を用い，また，プール水の汚染核種としては，最も厳し

い評価結果を与えるように，代表核種としてコバルト－60を用いる。 

 (２) 再処理設備本体 

 ａ．前処理建屋，分離建屋及び精製建屋 

 前処理建屋，分離建屋及び精製建屋では，放射性流体を常時内包する

機器を収納するセル，室等について考慮する。 

 線源強度は，線量の計算上厳しい評価結果を与えるように，評価対象

となる各セル，室等のコンクリート外壁等の外側について，添付書類六

「1.3 放射線の遮蔽に関する設計」に示される各建屋の遮蔽設計区分

図に従って，基準線量率の上限値を基に設定する。なお，ガンマ線エネ

ルギスペクトルとしては前処理建屋はスペクトル－２及びスペクトル－

３，分離建屋はスペクトル－６及びスペクトル－７，精製建屋はスペク

トル－７を用いる。 

 ｂ．ウラン脱硝建屋 

 ウラン脱硝建屋の線源は，建屋内の機器に内包する硝酸ウラニル溶液

及びウラン酸化物（以下「ＵＯ３」という。）とする。線源強度及びエ

ネルギスペクトルは，ウランに含まれる核分裂生成物及びウラン－232

の娘核種に着目して，線量の計算上厳しい評価結果を与えるように，精
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製後１年の線源組成を用いて設定する。なお，ガンマ線エネルギスペク

トルとしてはスペクトル－10を用いる。 

 ｃ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の線源は，脱硝設備のグローブ 

ボックス内のウラン・プルトニウム混合溶液及びウラン・プルトニウム

混合酸化物（ＵＯ２・ＰｕＯ２，以下「ＭＯＸ」という。）とする。線

源強度及びエネルギスペクトルは，線量の計算上厳しい評価結果を与え

るように，精製後１年の線源組成を用いて設定する。なお，ガンマ線エ

ネルギスペクトルとしてはスペクトル－９を用いる。 

 (３) 製品貯蔵施設 

 ａ．ウラン酸化物貯蔵建屋 

 ウラン酸化物貯蔵建屋の線源は，ウラン酸化物貯蔵設備の貯蔵容量

4,000ｔ・Ｕ（ここでいうｔ・Ｕは，金属ウラン質量換算である。）

のＵＯ３とする。線源強度及びエネルギスペクトルは，ウラン－232の

娘核種に着目して，線量の計算上厳しい評価結果を与えるように，精

製後10年の線源組成を用いて設定する。なお，ガンマ線エネルギスペ

クトルとしてはスペクトル－12を用いる。 

 ｂ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の線源は，ウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容量60ｔ・（Ｕ＋Ｐｕ）（ここでいう

ｔ・（Ｕ＋Ｐｕ）は，金属ウラン及び金属プルトニウム合計質量換算で

ある。）のＭＯＸとする。線源強度及びエネルギスペクトルは，ウラン

及びプルトニウムの娘核種に着目して，線量の計算上厳しい評価結果を

与えるように，それぞれ精製後10年及び18年の線源組成を用いて設定す

る。なお，ガンマ線エネルギスペクトルとしてはスペクトル－11を用い
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る。 

 (４) 放射性廃棄物の廃棄施設 

 放射性廃棄物の廃棄施設の線源は，各建屋で処理又は貯蔵される廃棄

物量に対応して以下のとおりとする。 

 ａ．高レベル廃液ガラス固化建屋 

 高レベル廃液ガラス固化建屋では，使用済燃料を再処理した時に発生

する高レベル廃液を常時内包する機器を収納するセル，室等について考

慮し，線源強度については，「(２)ａ. 前処理建屋，分離建屋及び精製建

屋」と同一の方法で設定する。また，固化処理後のガラス固化体315本

についても線源とする。なお，ガンマ線エネルギスペクトルとしてはス

ペクトル－５，スペクトル－６及びスペクトル－７を用いる。 

 ｂ．第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋の線源は，高レベル廃液ガラス固化建屋か

ら受け入れるガラス固化体7,920本とする。なお，ガンマ線エネルギス

ペクトルとしてはスペクトル－６を用いる。 

 ｃ．低レベル廃液処理建屋 

 低レベル廃液処理建屋では，再処理した時に発生する低レベル放射性

廃液を常時内包する機器を収納するセル，室等について考慮する。 

 線源強度については，「(２)ａ. 前処理建屋，分離建屋及び精製建屋」

と同一の方法で設定する。なお，ガンマ線エネルギスペクトルとしては

スペクトル－７を用いる。 

 ｄ．低レベル廃棄物処理建屋 

 低レベル廃棄物処理建屋では，雑固体及び低レベル濃縮廃液を常時内

包する機器等を収納する室等について考慮する。 

線源強度については，「(２)ａ. 前処理建屋，分離建屋及び精製建
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屋」と同一の方法で設定する。なお，ガンマ線エネルギスペクトルとし

てはスペクトル－７を用いる。 

 ｅ．チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の線源は，チャン

ネルボックス及びバーナブルポイズン7,000本（200ℓ ドラム缶換算）と

する。なお，ガンマ線エネルギスペクトルとしてはスペクトル－13及び

スペクトル－14を用いる。 

 ｆ．ハル・エンドピース貯蔵建屋 

 ハル・エンドピース貯蔵建屋の線源は，使用済燃料を再処理した時に

発生するハル・エンドピースを詰めた1,000Ｌドラム2,000本とする。な

お，ガンマ線エネルギスペクトルとしてはスペクトル－４を用いる。 

 ｇ．第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋の線源は，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設等から発生するドラム缶詰雑固体13,500本（200ℓ ドラム缶換

算）とする。なお，ガンマ線エネルギスペクトルはコバルト－60を代表

核種とする。 

 ｈ．第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の線源は，低レベル濃縮廃液の処理物等

55,200本（200ℓ ドラム缶換算）とする。なお，ガンマ線エネルギスペ

クトルとしてはスペクトル－７を用いる。 

ｉ．第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

  第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の線源は，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設等から発生するドラム缶詰雑固体13,500本（200ℓ ドラム缶換

算）とする。なお，ガンマ線エネルギスペクトルはコバルト－60を代

表核種とする。 
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 (５) その他再処理設備の附属施設 

 ａ．分析建屋 

 分析建屋では，放射性流体を常時内包する機器を収納するセル，室等

について考慮する。 

線源強度については，「(２)ａ. 前処理建屋，分離建屋及び精製建

屋」と同一の方法で設定する。なお，ガンマ線エネルギスペクトルとし

てはスペクトル－６を用いる。 
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5.2.2.2  計算地点 

 線量の計算は，第5.2－１図に示す主排気筒を中心に16方位に分割した

方位内の周辺監視区域境界に対して，それぞれ最短となる地点について行

う。 
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5.2.3 線量の計算方法 

 線量の計算において用いる線源は，建屋内の配置，放射性物質の量等を

考慮して選択するとともに，実際の形状に応じて点，球形，直方体形状等

にモデル化を行い，均質体系又は非均質体系を仮定して評価する。また，

遮蔽材として建物外壁等の線源をとり囲むコンクリート壁（密度2.15ｇ

／ｃｍ３）を考慮する。なお,線源が地下に設置されていること等により，

直接線が無視できるものについては，スカイシャイン線に起因する線量の

みを評価する。 

 実効線量の計算に当たっては，点減衰核積分コード(ＱＡＤ)，一回散乱

計算コード(Ｇ－33)，一次元輸送計算コード(ＡＮＩＳＮ)，二次元輸送計

算コード(ＤＯＴ)を適切に組み合わせて計算地点における放射線束を算出

し，ガンマ線についてはＩＣＲＰのPublication 74の換算係数及び平成12

年科学技術庁告示第５号の換算係数，若しくはＩＣＲＰのPublication 74

の換算係数及び実効換算係数を用いて計算地点における線量を計算する。

この他，ガンマ線については，実効線量の値は実効線量当量の値を下回る

ことから，ＩＣＲＰのPublication 51の換算係数及び実効換算係数を用い

て実効線量当量を計算し，実効線量当量の値を実効線量の値として扱う。

また，中性子線については，平成12年科学技術庁告示第５号の換算係数を

用いて計算地点における線量を計算する。 

 

（４１） 

（３８）（５８） 

（３９）（５８） （４０） 

（４９） 

（６１） 

（６１） 

（５９）（６０） （１６） 

（６３） 

（６１） 
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5.2.4  計算結果 

 再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による線量の計算を行っ

た結果，敷地境界外で最大となるのは，主排気筒からＮＥ方向約620ｍ地点

であり，その実効線量は，建物から年間約５×10－３ｍＳv，洞道から年間

１×10－３ｍＳv未満となり，これらを合計すると年間約６×10－３ｍＳvであ

る｡この地点を第5.2－１図に示す。 
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第5.2－１図　施設からの放射線に係る線量評価地点
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5.3 線量評価結果 

5.3.1 実効線量 

 再処理施設から放出される気体廃棄物及び液体廃棄物中の放射性物質に

よる敷地境界外の公衆の実効線量は，年間約2.2×10－２ｍＳｖと評価さ

れ，十分小さい。 

 呼吸率，食品摂取量並びに呼吸摂取及び経口摂取による実効線量係数の

年齢依存性を考慮した年齢グループ別の実効線量の成人に対する割合を計

算した結果は，成人の実効線量を１とした場合，幼児について約1.1，乳

児について約0.96である。 

 再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による敷地境界外におけ

る実効線量は，年間約６×10－３ｍＳｖと評価されており，十分小さな値と

なるように施設配置及び遮蔽設計がなされている。 

 このように，平常時における公衆の実効線量は，合理的に達成できる限

り低くなっており，放射性物質の放出に伴う実効線量並びに施設からの直

接線及びスカイシャイン線による実効線量を足し合わせても十分小さく，

「線量告示」に定められた線量限度を十分下回る。 

なお，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に起因する実効線量を考

慮しても，平常時における公衆の実効線量は，「線量告示」に定められた

線量限度を十分下回る。 
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5.3.2  皮膚及び眼の水晶体の等価線量 

 再処理施設から放出される気体廃棄物及び液体廃棄物中の放射性物質に

よる皮膚の等価線量は，年間約1.6×10－１ｍＳvと評価され，十分小さ

い。 

  再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による敷地境界外におけ

る皮膚の等価線量は，実効線量と同程度であり，十分小さな値となるよう

に施設配置及び遮蔽設計がなされている。 

 このように, 平常時における公衆の皮膚の等価線量は，放射性物質の放

出に伴う皮膚の等価線量並びに施設からの直接線及びスカイシャイン線に

よる皮膚の等価線量の両方を考慮しても十分小さく，「線量告示」に定め

られた等価線量限度を十分下回る。 

 眼の水晶体の等価線量は，ガンマ線及び中性子線については実効線量と

同程度であり，ベータ線については皮膚の等価線量よりも小さいため，

「線量告示」に定められた等価線量限度を十分下回る。 

  なお，平常時における公衆の皮膚の等価線量及び眼の水晶体の等価線量

は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に起因する皮膚の等価線量及

び眼の水晶体の等価線量を考慮しても，「線量告示」に定められた線量限

度を十分下回る。 
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